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砕資料代： 1,000問 ／逐次通訳

惨事前叶l込不要先着100名

イy；与化q：物質による人の世tt政や生態系への

；必f/-司iの11:Jはiは、 H本のみならずIll：持，，－，の11,:i呪

~諜題の一つです。 名1£1で化学物質との｜刻述

が疑われる’J~例が数多く報符されている にも

かかわらず、 1l:;j,；も合め一向に幼月Ht甘な対応

がなされていません。

しかし、いま欧州でF防版fillを取り入れた

l凶JYJ的な化学物質胤市！日本が検討されていま

す。 その時拘；を REACH （東前iに.JI.IV]) と~·・い、

欧州だけでなく これからの世界＂ ＇の化学物質

符Frrのあり）jを大きく変えるい！？半を合んでい

ます。それだけに、化学業界や米1£1政府をit

iiJiに経安！！な攻！取や抵抗にさらされています。

本セミナーは、そのREACHの議，論の渦＂＇

にあって、 REACH策定プロセスにll!Jわった

欧州環境l・H体と欧州労述安全得i＇七百IIからゲス

トをお初きし直接お，dをうかがえる本邦初

のひじよう にi't豆な機会です。

化学物1’｛汚染のない11そ界を目前う多くのみな

さんの参加をお待ちしています。

国際市民セミナ一実行委員会

［連絡先l
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http://www.toxwatch.net/ 
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特集/職場のメンタルペルス対策

職鱗鉛ルス
人•事務所•グループによる対応

天明佳臣
全国安全センター議長■(社)神奈j 11労災職業病センター所長

メンタルヘルスの学習会依頼が増えている。とり 
あえず心の病気の理解も必要なので、精神科医の 
わかりやすい説明を聞くことは無駄ではないが、安 
全センターとしては、やはり職場で何をやるべきかと 
いう視点を欠かすわけにはいかない。そこで、所長 
の天明佳臣さんが学習会で話した内容に、さらに大 
幅に加筆。職場のメンタルヘルス対策基礎編という 
ことで紹介する。

(社)神奈川労災職業病センター

ストレッサーとストレス
私は、「職場のメンタルヘルス(心の健康)対策を 

立てるということの基本は、職場の作業ストレスを特 
定し、それをどのようにして弱めていくかということと 
同義だ」と考えています。この場合、ストレスを、ハン 
ス•セリエという研究者のストレス学説に従って、スト 
レッサー(ストレス要因)とストレス(生理的緊張状態) 
に分けるとよいと思います。

ストレッサーには、次の4種類があります。 
*物理的ストレッサー…暑さや騒音など
*化学的ストレッサー…栄養不足、薬物による刺激 

など
*生物的ストレッサー…最も一般的なのは病原菌 
2安全センター情報2004年月号

天明佳臣さん

の侵入
*心理社会的ストレヅサー…表1参照

ここで問題にしなければならないのは、当然、心 
理社会的ストレッサー、とりわけ職場に関連するも 
のです。最近の職場のストレス(要因)調査を見ます 
と、ほとんどの調査で、上位3つを占めるのは、「人 
間関係」、「仕事の量」、「仕事の質」です。人間関係 
の後に続く形容詞は、もともと「むずかしい」、「わず



表1ストレスを引き起こす心理社会的要因 図1職場のストレスの考え方
(米国職業安全保健研究所が提案しているモデル)
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夫婦関係の問題 離婚、不利、婚約、結婚、そ江他

親子関係親子問。>葛藤など

その他の対人関係問題- k _人、同僚、上司とのィ、和、

その他

職業|の問題ー配置転換、転職、失H乱引退、学校

での適応問題

生活環境上の問題 作肘の移転、市灘、その他

経済問題 口ーン、破丘、相続

法律上の問題訴訟、拘留

心身発達上の問題 閉経、中高年則、思#月l
身体的な病気や外傷、事故、手術など

家庭内の同題 親子、大婦、その他の札燃

その他 自然災害、交通事故、その他

らわしい」など、再定的な言葉が多いをのです。それ

カえグローバルイヒした経済の下で、競争の激化を以

映して、より希薄化している結束ではないかと怨像で

きます。

直接的に「会社の将米性」をストレスにあげる人

も増えています。米同では、「サパイパル症候群」と

いう、一種のノド安神経府と 141われる心の病気が、

リストラされなかった人たちの問で問題になっていま

す。リストラされた同僚と白分の違Lヰま何だったのカ¥

会主1とL追うのはこれほど冷たい組織なのかという、

不安と不信に根さす神経症でしょう。

また、「界進」も、かつてのように、その不公平感

がストレ、ソサーになるばかりではありません。私たち

の診療所で毛、課長や係長に昇進したのですが、そ

の責任に耐え切れず、抑うつ的になり、結局、ノしの

地イιに戻ったとL追う患者さんがいました。「定年後切

仕事、老後の不安」も、時代状況を反映して、ベス

ト10に入るストレ、ソサーです。

さらに、ほとんどの調査で、 8 0 %前後の人が、以

前よりもストレスが増えた、と答えています。私白身

がそう考える一人なので、 1 0 %ぐらいのストレスをあ

ま切感じていなLという人は、ど/しな人なのだろうとιLっ

てしまいます。この),～は後で触れます。

関連するデータとしては、口治体が実施している

職員の「長期病休者の疾病分煩割合」があります。

神奈川県内のある政令巾の場合の、 3か月以上の

病欠者の第l｛ねま「精神及び行動の異常」で、 30%

を超えています。たまたま見る機会のあった、東北

地方のある県でも、 14日以上の病欠背のうちそれが

過半数を越えてダントツになってLミました。自治体労

働者全体の2 0 0 1年配職1'ゆじ亡の第l位は、悪性

新生物、ガンで、 10万人対比5 7 .5です。第2位は、

心臓疾患や脳血管障害を抜いて、自殺がきます。

1 0 )J人に対して 19.6人という古1'合です。

日本全体でも、白殺斉が父通事政死をはるカヰこ

1.1門|る 3万人を突破していξ二とは、ご存知だと思い

ます。肉殺者 人に対して、 1 0倍の肉殺未逐者が

いるとされていますし、白殺者の)~J凶にはそれによっ

て精神的に打撃を受ける人が、 5人いるとされてい

ます。最近の状況を比ξと、実際には影響される )j

はもっと多いのではないかと思えてなりません。

ストレスの持続と恒常性維持の破綻

ここで、米国職業安全保健研究巧 (NIosH)の「職

場ストレスの考え )jJ(図 1)とフレッチャーの「職場ス

トレスモデル(¥988年)J(ド 12)を紹介します。

人 IUJの身体は、ストレス(恒理的緊張状態)にな

ると、日律神経系、内分泌系、免疫系が働き、↑H市
性の維持を|刈ります。しかし、その状態が長く続くと、

維持機能は~Ji綻し、ほとんどあらゆる疾病を充痕さ

せます。代表的なのが、附心臓の循環器系浜病

と粘伸障害、フレッチャーの指摘する「免疫不全」は、

ガシ発十とも関わっています。

最涯、私たちはよく、「肉律神経失調症」という診

断占をUにします。私自身も』くととが少なくありま

せん。これらはまず精神的な不調の第一歩と考え

てよいでしょうo例えば、こんな例です。『ある朝、ど

a

b
c
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図2職場のストレスの考え方

職業ストレッサー 調節要因/媒介要因

ヒ|

ト+
N←

内部的要因

作業条件(騒音、
化学物質など)

技術化(作業スペ
ス、サイクルタイム等)

作業負担
貫任

利用の低さ
自f圭f生のなさ

役割要因(葛藤、
あいまいさ等) ～I

援助のなさ(上司、同
僚、部下から)

囲気/構造国
キャリア要因

外部的要因

パソナリティ
例ヲイブA行動

満足感
動機村けなど

家庭生活
社会生活要因

11 ~|
11 1

1111

ストレイ二封候

生理的リスク
心拍数

コレステロール
心電図異常
免疫力抑制

抑うつ/不安など

喫煙/飲酒など

欠勤
労働移動
労働関係

疾病

心疾患

精神的不健康

| 免疫不全

うも少し熱があるようだ。計ってみξと3 7 度。巾販の

薬をいJ服して, ' 1 " ,勤し、会社で働いているうちに、熱は

下がったようだ。ところが、数Hすξと、また同じよう

に微熱があるので、病院にfTった。まあ風邪(急性

上気道炎)でしょうと診断されて、投薬を受ける。熱

はすく、に下がったが、数Hしでめまいが出て、明ら

かな倦怠感もある。そこで、病院でいろいろな臨床

検査を受けたが、どこの臓器にもはっきりとした異常

所見はみつからない。心療内科に|門|されて、「自律

神経火調症」と診断された』。

口律神経失調症の典ヰヰ的症状を挙げてみます。

*全身府状 倦怠感、寝YT、微熱、睡眠|時需など

*身体局所症状 頭痛、背部痛、腰痛、肩こりなど

*街持活呼吸~ii系 動惇、息切れ、血圧の君主動な

ど
*消化器系症状…食欲不振、下痢、便秘、腹部不

↑Aなど

*その他 めまい、多;下、かゆみなど

とくに円頃カもり司い臓器があれば、例えば胃腸

が弱い人は消化~ii系の症状が主で、そ才11:::全身症

状のし通くつかが加わります。自分が受診した診療科

が適切だったかどうかの判断は、結構難しい毛ので

す。ただ、あなたが白分の体調不良と｛上事との関連

を疑っている11寺に、仕事についてよく聴こうとしない

医者は、あなたの味 )jになってくれる人とは思われ

ません。

ストレスへの個人的対処とその限界

職場不通比、(哀 2)という状態があります。白律神

経失調症と診断がつくときも、職場での不満・ィ、安

と関連が強いなG,その っと百えます。そうなる前

に、まず倒人的に対処したいです才二いさまざまなスト

レス解消法 からだの緊長をときほぐす方法 は、

試みてみる価何はあります。しかし、主な要閃のあ

る職場の状況に君主化がないかぎり、職場復帰を前

提としている以|、当然ながら、不充分な対応策で

しよう。

まず、白分の能力に対して、 iI事・課題がi出ヨな

量・質かどうかを考えながら、以下のことを試みてく

ださい。

④ 体調Uコ当証イヒに it怠を払ってください。上記の口

律神経失調症の府状がありませんか。そのため

に作業にムラがないでしょうか。

② ストレスがあることを認めましよう。ストレスに気

が利けばそれなりに一仁夫をしますし、他の人のス

トレスにも気づきやすくなります。

③ 一人でストレスを背負い込まないでください。白

分にかかっている負荷の状態を周阿に伝えます。

そのためには、円頃のコミュニケーションが重要

4 安全センター情報2コ8 4年"月号



表 2 職場不適応現象 は私どモの診療所の心療内科の院自11の診療を受

1 職場環境から見て、明ら糾こ不適応状態を示す

最近欠勤、遅刻、単退が多い

仕事の能率や勤労Ji欲が低下してきた

刊業ミヌが頻発する

2 身体而での反比、=さまざまな身体的な愁訴

倦怠感(易疲労感) 、 )c?下、ィ、眠、食欲ィ、振、

心停昂進、 l i IU育、腹痛、下痢など

3 精神、心州市での反応~r 内的不i仰心感」

ィ、安感、緊張感、無力感、抑うつ感、同折感なと

でしょう。

仲|山意識が希繕化してL渇現在の峨場状況では

難しいと思いますが、例えば、同僚たちの休憩時間

の過ごし方に汁今彦を払い、{日Iか君主化を認めたら声

をかけてみてください。私江経験では、心と体の両方、

あるいは片 )jでも不調があると、まず休憩時間の

すごし方に、普段との違いが問てくるととが多いよう

です。この点をよりシステムとして考えれば、職場で

示される微妙なサインを見逃さずに対応するのは、

主任クラスの方の役割が重要でしょう。 i1事を通じ

て部下の状況をよく但握できる寸一場にある人の役割

の重要性は、いくら強調しでも、し足りないと、私は

考えます。

ところが、主任クラスの人がキーパーソンとしての

役訓を県たすためには、さらに上の管理職次第な

のです。私にはとんな経験があります。数年前に 30

人前後ゆ公的事業所に勤める主任さんが、診療所

を受診しました心円常は雑用が多くて、土曜も H曜も

職場に同ないと一番某本的な白分のi1事が片付け

られない、そのために疲れがとれないと訴えました。

この人を紹介してきた人によると、近頃どうも彼は他

の人の視線を気にし過ぎていて、様子がおかしいと

言う。ご本人カもよく聡いてみると、現場に出る職員

の様下は把握するようにしているが、上口 lが職員の

残業が多くなっているとか、コピー用紙の使用量ま

でチヱ、ソケして、細ウ礼道こどとi1.)音される。その一方で、

上ロIは第 線職員に対しては「無理するな」と仇優

しい言葉をかけている。それで白分としては部 -rに
対して、-~気を遣わなくてはならないのだとL ウ。

上ロIのいいとこ取りのような只合です。このケ ス

けてもらうと同時に、労働組合の役員と宅相談して、

労使で職場の労務管聞の有りょうをもういちど話し

合っていただきました。

最近、労働安全保健闘係、の国際会議や学会に

,'Hると、よく聞く言葉は rCEOJ です。英語の辞』に

は会長とありますが、新聞などの定訳は、「経営最

高責任者」です。 aoがメンタ凡の問題を含む安全

衛生に、しっかりしたポリシーを持たない事業所はダ

メだと、しきりに強調する演者が増えているように以

います。例えば、 2002 年にオーストリアのウィーン

で聞かれた世界労働安全保健会議で、台成繊維ば

カのではなく、ム泊、天然ガスなどの会社を傘下に持

つ、テ守ユポン社の副社長は、問中十が安全衛生活動

に力を入れて、病気欠勤・労働災害を減少させた、

いまや労働衛十活動にどれだけ }Jを入れているか

は、企業のステイタスシンボルになっていると、強調

していました。残念ながら、実際のj舌動状況は述べ

られ7心小ったのですが、メッセージだけはよく伝わり

ました。従業員規模で昌えば、デ、ユポン干十の 1日印〕分

の 1、あるいはそれ以下の、私たちが関係する中小

企業での経験で見ても、経蛍者が本気で~Xり納まな

いとダメです。安全衛生について、労働者がいくら

良い提案をして、私たちがいくら良い助胃をしても、

改善の意志をしっ力、り持たず、業績など H先の経済

的なことばかりに頭が向いている経営者だと、事は

進みません。

ここで初めにお話した、 「ストレスを!日Eじないらしい

1 0 %ほどの人」について短い文市ですが、大変示

日立に富む論説を読みましたので、紹介したいと思い

ます。作家で精神科医でモ去るなだいなださ/しの「職

場の病原的雰囲気J(雑誌「労働の科学J5 R巻目月

巻頭言2004 年)です。粘伸的不健康について述べ

た後に、なださんは、次のように述べています。「精

神的健康には、もう今つの要素がある。肉分が病

気でないと同時に、他斉を病気にさせないと, lう要

素である。こちらは 般には不健康と認識さ才げよい

から、社会の '1'に健成そのものという顔でまかり通

る。彼は職場でストレスを作り W,す。あるいは組織

では部下に圧 }Jをかけて、精神的抵抗 )Jの弱い人

間を病気にしてしまう。だが、 般社会では彼らが人

安全センター育報 2004年 11月号 5
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図3メンタルヘルスへの対応

一一一一ーでア」ヘ快適職場づくり、
安全衛生活動の活性化

相談体制の改善、
充実

>川リ勤務制度
人事制度の
見直し

格的に未熟でξaという認識を持たないし、病気だ

という考えを持たない。だが、とのような人間は考え

られている以|に多い」、「集凶には集凶の持つ雰

囲気というものがある。 人の人間が病原的であ

る場合に、集団の雰凶気が影響さ才一治場台もある」、

「そのような個人で影響を及ぼす者がいなくても、職

場の雰囲気その毛のが病原的な場合毛ある。職場

全体の無気力とカ¥概端な競争怠識とカ¥である」、

r1育神的成熟の小足した管理者がいないか、お付Lミ

に足を引っ張り台うような職場の病原的な雰囲気は

ないか」、「治療者としてもそのような視点古川3、粘神

的病気や健康を見てll<必叫があるだろう」。どうで

すか。引用がやや長すぎましたが、それだけの意味

はあると私は考えます。

メンタルヘルス対策をどう立てるか

疾病予|坊と言うと、まだ病気の早期発見・早期治

療を思い浮かべる人が多いと思います。最初に二

つの凶を示します。|刈3は、口治労の安全衛生対策

室の|野満雄俣削が作られたものです。図4は、外

国の学者の引用ですが、発表年度 1958 年に注目

してください。私の冒頭のメ、ソセージは、まさに「一次

予防」を指しています。今、ほとんどの大企業では、

メンタルヘルスの相談休制(二次予防)は立ち上げ

ています。電機連合では、労使による「メンタルヘル

ス対策ガイドライン」の中に、職場復帰(=次予防)

のプロセスも明示しています。しかし、こうした企業は

まだ圧倒的に少数でしょう。荘、たちの経験でも、職場

復帰に成功した例は極めて少数です。さらに多くの

経験に学び、私たち毛研究してゆかねばなりません。

表3心理的負荷による精神障害等に係る業務上

外の判断指針について

日Ij表, r職場における心坤的負荷表」
(労働省平成 11イ19JJ15 R))jめ

出来事に伴う変化等在検討する視点

*仕 事の量(労働時間等)正変化所定外労働、休H
労働の増加の程度

*イ 十事の質・責任の変化 イ十事問度。 ) )唱力nの程度

*仕 事の裁量性の欠如(他律的な労働、強制作等)

経験、適応能 )Jとの関係守

*職 場σ: 物的・人的環境ω変化騒音、暑熱、各湿、

寒冷等
* 会社の講じた支援の具体的内容、実施時則号 訴

えに対する対処、配慮。〕状況

一次予防については、表3の日労働省の「心理

的負備による精神障主等に係る業務上外の指主 IJ
(1999年9月)のうちの別表「職場におItる心開的負

荷評価表」の、「出来事に伴う変化等を検討するよq
),':U を見てください。これらの視).～は、全ての職業病、

作業関連疾忠に共通しています。むろん凶別事案

によって、職場ごとにチ工、ソケすξ日点を追加する必

要はあります。例えば腰痛でも、職場によって、加

えるべきチ工、ソク頃Uは違ってきます。

ちなみに、 3点Hの「裁量刊の欠如」は、フレッチ←

のストレス・モデルの職業ストレッサーのうち、私が

アンダーラインを引いた「口位性のなさ」と同じで、イ|

事の白山度としりてもいいでしょう。これらでは、裁

量性は、プラスの概念として提起されていますが、

前述のウィーンの会議では、すでにマイナス概念

になっていました。競争が激しくなξと、裁量と言い

ながら、実際には、仕事量などの天井がなくなって

しまい、 iI今事の口由度など消し飛んでしまうのです。

これが、 1999 年と 2002 年の違いです。

今年、台北で行なわれた過労死討論集会では、

台湾では、 r2人分の給与で3人雇い、 4人分の11事
をさせるのが普通になっている」と言っていました。

円本でも、それに近い状況が£るのではないでしょ

うか。

チェッケの手法として、ここでは内容になち入って

述べるゆとりはありませんが、やはり「労働安全衛

6 安全センター情報2コ8 4年"月号



図4疾病の自然史に対する予防手段の適用水準

(Leavell H.R. and Clark E.G. ,P reventlve med口ne for the
doctors inhis corγllUnlでy(2 n d ed'l ,on). P.22 McGraw H山 
日ook C ol. nc. New York. To tont Lc咽 on. 1958若干改変)
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図5休息要求からみた疲労の分類

急性疲労

目周性疲労 f f

亜急性疲労 I I J
t

急性疲労 f/ F

休憩食事

休養睡眠

井Eマネージメントシステム」が効果的です。厚や労働

省の労働災当防止計|向|に毛盛り込まれていますし、

長近附されたもL門家の検討会報fヰムトても、軍事んに

取り|げられています。

その上で手ムが主張したいのは、ストレス対策として、

「個人的な対比、 」と「事業所としての対比、 」 、同斉の限

界を踏まえての「グループ対応」です。臓場におけ

る仲間意識の希薄化については、既に述べました。

これは、「職場の解体」とも 11予ぶべき状態だ

と思います。そこで、小グ)レーブによる「健

康サークル」を立ち上げる。そして、彼労を

語り合うのです。tJt員のコミュニケーション

不足を補うd首昧をあります。何より疲労を語

るサークルです。

疲労とは何れ労働科学研究所の元所長

の小水平11孝さんの定義を引用させてもらい

ます。被労とは、「ある活動をそのまま続け

ていれはきやがてへばり、休めばい|復すると

予測できる形で起こる休内変化であって、

それによって活動白体にもそれとわかる君主

化をともなって、休足、を求めてしる状態」 、 「休

息によって回復するという意味で、存坊に

ロIi記的な、生理的な範凶の変化が版労であ

る。」

「休息要求かうuた疲労分劃が図5です。

どうすれば「慢性波労」に陥らないで済むか、

それを「健康サークル」で話し合うのです。職

場の労使が決めたことで宅、おそらく皆さん

の職場には、そんなのばかばかしいと、さっさと帰っ

てしまう人がし渇でしょう。また、話し合いには )JUオ>ら

ずに、黙々と仕事をする人もいると思います。しか

し、ともかくやってみないと、 fロJも変わりません。

職場復帰の難しさは、 A変なものです。当該の労

働者、その家族、労使、主治医、産業医、カウンセ

ラーが一体にならなければ、成功しません。中小零

細企業では、適切な人材・組織を求めて、アウトソー

シング(外部委託)しなければならないでしょう。きち

んと機能している安全衛生委民会の中に、特別の

対策委員会の設問が必叫になると考えます。職場

復帰の判断は、特に難しいものです。うつ病では、

「がんばれ」は栄句とされています。白殺念慮、憂う

つJ惑があれば、当然そういうことになりますが、ある

回復水準になれば、 r(職場に)山てみなさtlJと背 '1'
を押さなければ、忠者は億劫感を乗り越えられませ

ん。峨場復帰を決めるのは、［..iAの関係者のチー

ムワークによるのが、最も理想的でしょう。しかし、

それがなかなかスムーズに運んでいないのが現実

です。私たちは、さらに試行錯誤を繰り返し町内

ながら、前進してゆくしかありません。 臥よ』

安全センター育報 2004年 11月号7



特集/職場のメンタ於ル湖策

心の悩み相談ノ—卜
^3^

カウンセラー *R
カウンセリングルーム■アシスト所属

第1回
今回から何回かに分けて、心の悩み相談の現場 

で体験し感じてきたことを、事例を挙げながらご紹介 
してみたいと思います。みなさんの職場で心の悩み 
の問題に対処していく際のヒントにしていただければ 
幸いです。なお、プライバシーの問題が生じるのを 
避けるため、ペンネームとさせていただき、事例に 
ついても曖昧な記述にならざるをえないことをご了 
承下さい。それでも、問題のエッセンス部分ははなん 
とか伝わるのではないかと思います。

話を整理するということについて
まず始めに、うまく対応できなかった事例を紹介 

しましょう。
今から10年ほど前、ボランティアで、職場の悩み 

事相談に参加していた時のこと。相談に来られたの 
は中年の女性で、職場でみんなから精神的にいじ 
8安全センター情報2004年月号

められて非常に体調が悪くなったので会社を裁判に 
訴えるということを強く主張しておられました。はじめ 
は別のボランティアが話を聞いていたのですが、そ 
の女性の訴えに非現実的で奇妙なところがあり、ま 
た、かなり興奮していて同じ話を繰り返すばかりで収 
拾がつかないということで、多少カウンセリングの心 
得があるということで私が助っ人として話に加わるこ 
とになりました。最初に話を聴いたボランティアと私 
の二人で話を聴くというやや変則的な形の面接にな 
りました。
私は、あらためて最初からその女性の話を聴き、 

彼女の非現実的で被害妄想的な部分を含む訴えを、 
あらためてひとつずつゆっくり確認しつつ聴いてい 
きました。そうやって聴いていくと興奮ぎみだった女性 
は少し落ち着いたようです。さらに私は、彼女にとっ 
て何が当面の問題で、そのためにどういう方法があ 
るかという方向に話を向け、話を整理していきました。 
そして、最終的には、1)体調の悪さについては医療 
機関に行くこと、2)会社の不当な扱いについては行 
政機関に相談してみること、3)裁判に訴えるなら弁



;翌十に他自主してみること、とそれそ'tl具体的な方法

があるが、その,［,で優先順位順番をつけるすれば、

まずは出状について確認するためにとにかく医斉

にかかるのがいいのではないかとまとめました。彼

交は、とりあえず当初Jの興会からは落ち着き「では

医療機関lこいつてみます」と青いつつ、しかし、どと

か狐につままれたような表情を残して、直接窒から

帰って行きました。 回限～が前提の無料相談だっ

たとともあり、その後どうなったかはわかりません。

この相談の際に私の念頭にあったのは、混乱し

ている話をできるだけシンプルな項目にまとめ、現実

的に解決可能な部分だJtヒ。ツケアッ7してそこに集

中して主ううことで、く芋ちゃく芋ちやした感情をおさめて

現実に対処してもらおうむり「効率的」な相談モデ

ルでした。

さで、皆さんはこの事例の対応についてどんな感

じをJ包かオ1るT :しようかつ

心のリストラ?

その時、私は、岡難な相談を持ち込まれて閃って

いるボラニテfア仲 IUJを援助し、それな切こうまく対処

できたのではないかというある種の誇らしさをJ包いて

いました。しかし、その一方で、帰り際の彼女のどと

か狐につままれたような表情のことも少し 5［っかかっ

ていました。当時はちょっと心に引っかかるという以

上にはよくわからなかったのですが、年月をおいて

振り返ってみると、自分の「やっていたつもり」のこと

と「五際におこったこと」には差があったのではない

かと考えるようになりました。在、がやっていたことは、

今流行りの言葉でいえば心に対する「リストラ」のよ

うなものです。十日子の知的な部分に働きかけること

を中心にした「心のリストラ」は、倖かにくちゃくちゃ

した心の混乱を取り切るにはいい方法という 由が

あるのは確かです。ぐちゃくa ちやした問題をリストラ

する過程で催カヰこ楠談者の女性は少し法ち着きま

した。カウ二セラー自身は相手の心の問題をうまく整

理できたという子応えを感じました。でも、それが本当

に彼女にとって有用だったのでしょうか?

もう一度この事例を検討してみましょう。会社を訴

えるとしりて興会していた彼交が落ち着いたのは、

よく考えてみると私が問題を整理した結果ではない

のです。私が、 f庇ぷのぐちゃく守ちやした問題を整理

したいという動機かう「桐二子の話を一生懸命聴いた」

結果として彼女は落ち着いたのです。「整理するこ

と」むり知的な作業ではなく、「 生懸命聴く」むり

関係があるととで治ち着いたのです。とても微妙で

すがここが重盟なポイントだと思います。由 J妾前半

の「 生懸命聴く態度」がクライエントを落ち着かせ

たましたが、而技後半のカゥ:セラーによる論点の

整理~r心のリストラ」は、さほどの効果をもたらさず、

だカぞこそ彼火は狐につままれたような表情になっ

たのではないでしょうか。相手の話をよく聴くことには

明らかな効果があるが、その先の理路整然としたア

ドパイスには実はさほどの効県はない。このあたり

に心の相談のポイントがあるように思うのです。

奇妙な話も訂正せずに聴く

この点に関連した別の事例を挙げてみます。

ある見性は、上日lや同僚が、みんなで再分を退

職させようとありとあらゆる陰謀を画策しているとい

うJ心いにとらわオlてパニッケに陥っていました。訴え

る表情や雰囲気が非市に不穏だったので、私は、

余百|なととを言ってさらにパ二、ソケになるリスクを避

けるため、ただただ話を聴いていました。現実的には

あり得ない妄想的な話でも、こちらがれち消さずに

一生懸命聴いていると、その背後に｛日jか強い気持

ちゃ事情があξ のだろう、 「わけあり」なのだろうと少

しずつ感じられるようになります。そんな話を約 1時

間聴き、また続きを聴かせてくださいというごとで、同

接を継続していくことになりました。年単i,rの|噂|自lは
かかりましたが、 j庄は徐々にパニックから抜け山し、

以前からのiI事を続けていくことができるようになり

ました。この曲接で経験したのは、彼の妄想的な 7苦
言を 々訂正しないで受けとめていξと、やがて「み

んなが白分を追い出そうにとしているに違いなしリ

としめ確信的な強い言い方が「みんなが自分を追い

山そうとしているように感じる」にというマイルドな邑

い方に緩和されていくということでした。

「外側から襲ってくるわけのわからない迫宵され

る感じ」が、「円分の内側にある迫告される感じ」に

安全センター育報 2004年 11月号 9
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変化し、少し燕ち着いてとらえられるようlこなったと考

えられます。このケースの場合、奇妙な話でも訂正

せずに年月をかけて聴きつづけることが、確実に

彼を安心させる方 lojに働いたように思います。 |時|叫

がかかって決して効率的ではありませんが、しかし、

効率を求めて「心のリストラ」をはかつていたら恐ら

くうまくいかなかったと以います。

奇妙な話を聞くことの効果

もうひとつ閣連する例をあげましょう。

ある女性は、近所の人とのさまざまなトラブルを抱

えていました。彼女は、近所の人たちが自分の家を

取り上げようとしてつるんでしだとし巾強い被在感を

抱いていると訴えてていました。彼女にとっては、近

所の人が引っ越すこと、パトカーが通ること、 IUJ違
い電話がかかること、庭の草花が狛に荒らされるこ

となど、ありとあらゆるととが白分を陥れるためのサ

インと受けとめられてしまいます。当初、私は、彼女

に強い被当感をもたらしているほがんだ知覚を少し

でモ芸止して安心イ惑を抱いてもらおデと試みましたが、

いくら試みても全くの徒労でした。「そλなに心配しな

くていいですよ」と認識を修正しよさとすると、「でも先

生ー」と話がどんどん長くなって、約束の時間を越え

でも収姶がつかないという物理的に凶難な事態に

陥りました。そこで仕 )jなく、次の固かうは修了王する

ことをあきらめ、「そ弘、うとともあるんですね」と一

切再定しないで話を肱くように7ぶました。そうすると、

彼交の)jiJら「そろそ弓お時間ですね」と適当なとこ

ろで訴をまとめ、約束の時間て匂］り上げてくれるよう

になるという発見がありました。|時 IUJの制約から仕

) jなく聴くだけにしたことが、かえっていい効県をも

たらしたのです。

その後、数年のつきあいの|山、この方は私に語

る妄想的な部分はそのままで、従斗止の仕事と生活を

続けておられます。近所との関係は、うまく, lってい

るわけではありませんが、大きなトラフゃルにもなって

いないようですo私との関係のなかで円分の '1'にあ

る奇妙な観)～を語る場を持てることで、奇妙な観念

にモとづく行動をそれまでよりも実恒活にあまり持ち

込まずに済んでいるのではないかと考えられます。

まず必要なのは安d心

まとめです。

今回3つの事例で紹介した、 f庇ヘコ彼交とのやりと

りを通じて体験的に青えるととは、奇妙な考えを諮る

相手に対して「そんな風に考えずもっと現実的に」と

いう対応よりも、「そうなんですね、大変なんですね」

という対凶の方がどうもい, l効呆をもたらすようだと

いうことです。昔は、妄想、をまともに聴くと余計に強

めてしまうので、まともに聴かない )jがいいというよ

うな教科ムトもあったようですが、今は、逆にk怨は

あまり再定しない方がいvlという凪に変わってきて

いるそうです。よく聴くか、あるいは適当にあしらうか、

いずれの刻版がいいのかはケース・パイ・ケース

で、一概に断言はできませんが、 Hの前のケライエ

ン卜の様下をみなが弘「どうすればこの人の考え )j

を従えられるか」ではなくて、「どうすればこの人が安

心できるのか」という観点を基準に、 l寧に応対し

ていく必要があると思います。相談の場が、発見の

場、考えを支える場むなれば、それはそれで有志長

でしょう。しかし、借手を変えようとすることは、相手

にとっては不安をもたらすリスクを伴うものだという

観点は持っておく必要があると思います。

奇妙な考え方と共存すること

今 1"1は、わりとヘビーな相談ケースを紛介しまし

た。われわれは奇妙な考え)jや、奇妙な態度に遭

遇すると、とても肘心地が悪くなり、その状況を逃れ

ようとついつい相施な対応をしてしまいがちです。し

かし、心の問題に対応するにあたっては、奇妙なも

のをむやみに恐れるのではなく、彼や彼女が訴える

有妙なものとなんとか「共存する」ということが求めら

れるように思います。奇妙な考えを外か必訂疋しよ

うとしてモあまりうまく, lきません。むしろ、こちらが奇

妙な毛のとうまくつきあうことで安心がうまれるように

思います。

そもそも我々はみんな、多かれ少なかれ奇妙な

部分を心の中に抱えて恒きているのではないでしょ

うか。ただ、その奇妙な部分と健康な部分がバラン
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スよく共存できているのでやっていけているのでは
ないでしょうか。個性とはそういさものだと思います。
人と人との関係においても、奇妙な人を職場や地域
から排除したりせずになんとかバランスよく共存する
ことが肉然なのではないでしょうか。この辺りについ
ては、機会があればまたあらためて述べてみようと
以います。

心の問題を抱えた人の回りには、家族、友人、同
僚、上司等々、さまざまな立場で彼らを支える人たち
がいます。身近に愉んでいる人がいれば、援助し
ようと恩さのは健康な心のはたらきです。しかし、心
の問題というのは一筋縄で行かないととが多く、提
助しようと努) )するのに空|門|りしたり山循環に陥った
りして、援助しようとする人の )jが強いストレス感じる
というととをよく聴きます。心の問題を抱えた本人よ
りも、その傍にいる人の方が一時的にひどい精神
状態に陥ってしまうことさえあります。今回は、いくつ
か例をあげながら、そのあたりのことについて考え
てみたいと以います。な才3,プライバシーを考慮し事
例lをあいまいに記述していることをご了承下さい。

他人事ではすまされないという気持ち

一見、とても明るい雰凶気をもっているある女性
の例です。彼女はとても面倒見がよい人で、落ち込
んでひきこもりがちな友人を、くよくよしないように叱
l佐激励していました。ととろが、正る口その友人が白
殺未遂をしてしまいます。さいわい命はとりとめまし
たが、その後、精神的なバランスを r人ったまま、円常
生活もままならなくなってしまいました。彼女は、白分
のカヰナた言葉が友人を追いつめてしまったと長打今を
感じ、友人宅に泊って家事の面倒を比るようになり
ました。ととろカにそれが短期間では済まず、何年も
何年も続いています。仕事もあり、家庭をあり、その
上に友人の家の家事までするのですカら大変です。
時眠不足に過労、そして、ストレフからくる過食傾向
モ出てきました。自分でも心身の限界を!感じるのです
が、ここで円分が此欣したら友人がまた同じ事にな

るのが心配で世話を続けています。また、そのこと
では他の誰にも助けを求める気になれないのだそ
うです。
彼女は、 lr門|りのみんなは、私のことを明るくて社

交的で前向きなタイプたと勝子に誤解し℃る。でも自
分は本出はそんなタイプじゃないのに 」と請り肋ミ
ら、涙を流しました。昔カら|門仰の期待に合わせて「い
い下」をf興じてきたと¢こと。そして、乙としきっ涙を流
した後に、白分がボロボ口になってまでも友人の世
話をすることの背景にあるさまざまな思いを舵いて
いくことになりました。
他人の而倒をみるととは尊いことです。しかし、乙

の場合、自分の健康とか家庭のことはすっかり無伺
されて、友人との閣係の比重があまりにも大きくなり
すぎ、パランスの悪い状態になっています。たとえ白
分の一言がきっかけで大変なことになったとしても、
きっかけはあくまでもきっかけであり、彼交に全責
任があるオメナではありません。頭では|分にわかっ
ていξのですが、それでも自分を犠牲にして頑長ら
ざξを得ない。おそらく彼火の心のどこ均ヰ三「円分を
大切にしてはいけなtlJという心の事情があるので
しよう。しかし、友人の出倒をみるために自分を犠牲
にして、結局、心や休がボロボロになってしまうとい
うことには大きな矛盾があります。なぜなら、その而
倒や世話は一時的には有効でも、決して結局長続
きしない均、らです。心の問題への閣わりには長い時
間がかかるのですから、本気で而倒をみようとする
ならば、自分自身もちゃんと泊、される場を持って、長
T場をのりきるJ心身の安定を保っておくことこそが必
要なのです。

手に余る問題をかかえこんでしまう

団連した例をあげましょう。
ある男性が、体調不良で色々検査したがどこも悪

いととろもなく、どうもストレス性のもののように思う
ということで相談に来られました。彼は労働組合の
I!l話役をしています。役員経験の長い )jで、回りか
ら～てにされ、懸案事頃を山のように抱えていまし

た。そのたくさんの懸案について、どんな風に感じて
いるかひとつひとつ聴いていくと、ひとつの問題が
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特別に心の負担になっているということが明らかに

なりました。それは、ある心の問題を抱えた若い組合

以が引き起とすトラブルにどう対処していいかわか

らないとしの問題でした。なだめたり、説得したり、会

干十にかけあって職場の環鳴をかえたり、病院にfT

くように勧めたり、色々努力してみるのですが、うま

くいきません。普通に話しかけているつもりなのに、

妙な風に受けとめられていたりもします。どう関われ

ばいいのかわからなくなり、それがとても苫痛だとの

ことでした。

その役員さんは、若い者の面倒をとてもよく比て

きました。その姿勢は、彼自身が家族のなかで|分

に保護されずに育ったとしめ本験品、ら来てLミました。

家族の '1'でつらい思いをしてきたからこそ、 R分は

U卜の者を保護しjたして見捨てないでようにしよそと

努 }Jしてきたのです。彼にとってH下の者を護ξこ

とは、かつて諮られなかった幼い円分を諮るという

イメージと重なっていました。他人の世話をしつつ、

|司|持に心の欠落を型めていたのです。そして、その

大切なイメージが壊れξことを恐れξあまり、自分の

干に余るような問題も抱え込み、体調を崩してしまっ

たのです。

円頃は全般的な人間関係もうまくいっており、心

の健康度の高い印象の方でも、ひとつの人間関係

が強く作川して、心のバランスを崩してしまうとL追うこ

とはよく起こります。そこには、その人自身の生い立

ちが、白分で思うよりはるかに強力にからんでいる

ことがよくあります。そのあたりが自分で理解できる

と、心のバランスをとる子だても比つかるものです。

その後、その役以さんとは、彼ができるととと私の方

が協 }Jでさることと役割分担をしなが主、 |高}Jしてそ

の問題に対処していくことになりました。

愛情だけではやっていけない

同じような問題は、親子関係のなかでよりハ、ソキ

リとした形をとることがあります。

ある'1'年火性のケースを紹介しましょう。

との女性は、息子がι芋校を中退し、非行仲間と一

緒にぶらぶらしていることに悩んでいました。自分も

たも 生懸命働いているのに、子供は学校に行か

ないだけでなく、盗難や暴 }J事f ' Iにかかわって警告さ

沙汰になったり、次々と問題を繰り返すのです。彼

女は、なんとかしようとして、教育心理学の本を一生

懸命読んで勉強し、心理学の講演会にもでかけ、

下供とコミュニケーションをとる努力を繰り返すので

すがなかなかうまく, lきません。むしろ、勉強すれば

するほど、母親としての自分の愛情が足らなかった

と非難されていξように感じ、自分を責め、つらくなっ

ていくばかりでした。

「私の育て方がJtiかった江かも知才げよしりという彼

火の気持ちを何回かにわたって聞いていくと、ある

口、珍しく強い調子で、「子供に腹がたつ!Jr あん

な子は嫌い1もともと私と肌が合わない!Jとい

う思いを諮り始めました。それまで抑えていたものが

一度に噴き附してきたような感じでした。「来日は子供

を愛していなけオリ立、ならなしりというー積のタブーを、

昌長の上で破ってみたのです。面接の場でたまって

いた気持ちを吐き出した乙とがひとつの転機になっ

たようで、それ以降、彼女は自分の気持ちをよく語る

ようになり、やがて不安な感じが減って、落ち着いた

印象に定わっていきました。不思議なととに、日じ時

期、息子さんの方もアルバイトを始めたり、少しずつ

落ち着いていったのです。彼交の )jから何の働き

かけもしないのに、臼然にいい方向に向かったとの

ことでした。

このケースの場合、「母親だかう子供を愛して当

然」とか、「子供が非行に走るのはは規の愛情不足

のせい」とか、そういう常識のしば仁を一旦外して、子

供に対する生理的な嫌悪感という毛びを員長にして

みたことがよかったようです。うらみ、つらみ、出痴、

そんなことを率直に吐き出せる場がまると、それだ

けでややこしくもつれていた感情がほぐれることが

あります。府の力が技けて日常の態度もすこしやわ

らかくなったのでしょう。その結果として、直接には何

もしなくても息下さんとの関係も改苦したのではない

かと考えられます。一見遠回りのようですが、おは

さんに安定して主3うようlこするということが、結果的

に子供の問題解決に近いこともあるのですo

カウンセラー自身のカウンセリング
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今|門|こ芋紛介したみなさんのように、他人の面倒を

みることができξほど心が健炭な人たちの場合、比

較的短期間でカウンセリングのはっきりした効呆が

期待できます。

同じように心の悩みのある人を援助する立場に

ある我々カウンセラーはどうしているのかということ

も説明しましょう。実は、カウンセラー自身がカウン

セリング受けるということがとても重要視されていま

す。百時間、一百時間と、教育的なカウンセリング

を受けて、ようやく 人前と言われます。カウLセラー

が円分日身を理解サξといさ本験があってはじめて、

他の人の心に関土る三とができるというととです。カ

ウLセリングの研修干の中には、自分がカウンセリ

ングや心理療法を人に「施す」のはいいが、日分f'1
身がカウニセリンクさを受けるのには低抗があるとい

う方があります。 方的に援助する側に|門|りたいと

いうことなのですが、そういう偏った姿勢では、長期

にわたって人の心を支えるととはできないだろうと思

います。

同じような惹味で、私は、職場で相談にのる役押l
を拘っている梓さん、心の問題を抱えた人広そばで

由倒をみておられる皆さん、子供のことで悩んでお

られる親御さんに、「まずご自身がカウンセリングを

体験してみてはいかがですか」とお勧めしています。

心の病になった人に必 l止なのがカウンセリングとJILl
われているようですが、実際やってみると、心の病

の人を医師やカウンセラーなどの専門家とつなぐと

いうのは結構骨の折れる大変なことです。無理強い

したり、タイミング、を誤ξと道効米になったりもします。

回りにいらっしゃる方の支えとしてカウンセリングを

不Ij川するというのが、遠いようでかえって近道であっ

たりします。面倒をみる側の心がある程度安定して

いると、おかしな行動や聞き難い話でも 1]>しゆとりを

持って受けとめることができるようになります。悶わ

る側にゆとりがあれば、心に問題をかかえた )jにも

安心感が生まれ、いい効果をもたらすととになりま

す。私自身も、教育的なカウンセリングを受け続け

ていますが、それがあってはじめて人様の心の問題

に関われるといつも感じています。

心の問題の専門家とは?

今 101もまず、例をあげましょう。いつものように H霊

昧な記述にしであることをこ守了承下さ llo

ある男性は、「子供の需にとりつかれた」との訴え

ました。家族で色々なことがあった後、夜になると、

いないはずの了今供の霊が1はれるようになり、たびた

び僻眠を妨げられて非常な古痛を味わうとのととで

した。彼にはそのず供の霊が実体としてはっきり感

じ取れるということでした。その後、精神科の病院に

も入院して治療を受けましたが、入院中も震はたび

たび現われ、消えぶることはありませんでした。霊が

現れるのは夜だけなので、退院してな/しとか職場復

帰しました。 1年ほどたった後、しばらくぶりでお会い

すると、彼は非常にさっぱりした表情になっておられ

ます。話を聞いてみると、霊媒輔のような人にお被

いをしてもらったら、それ以降、需'がまったく現われ

なくなって助かったということでした。

私は、どちらかとLゆと霊とか超心理学とかオカル

卜は苫 T今です。そういう分野についてあれこれ論ず

る気になれません。しかし、彼の心の情みにとって

は、カウ二セリングも精神医療も無力であり、唯

需娘師のお級いだ、けが有効だったのです。との事

例では、心の問題の解決とは何か、心の問題の専

川家とは何なのかといさことについて、あらためで考

えさせられました。心の問題を抱えたそれぞれの人

にとって何が有効なのカヰ立、実は結果論でしか語れ

ないようなものなのかも知れません。

職場やl也) , ; .で心の問題を抱えた人にI明会い、ど

うも素人の手には負えないようだと判断すると、われ

われは専門家にかかることを勧めます。紹介先とし

てまず思い浮かべるのが、粘神科や心緑内科であ

り、カウLセラーや各樋セラピス Nこなります。しかし、

本人や家族を繰り返し説得し、職場での条件をとと

のえ、あらゆる努力をしてようやく与門家につなぐと

ころまで漕ぎつけても、それで~f' 1 落着とはL 功、な

いことが多いのです。
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心の問題はまだまだ未解明

「何度も何度も本人を説得して、ょう汽当く病院に行

かせた。薬も飲んでいる。これでひと安心と思ってい

るのに、いっ三うに症状がよくなる気配がない。以前

より亡どくなったようにさえ以う」

「カウンセリングPがいいというから行かせたが、た

だ訴を聞いてくれるだけで何もしてくオ1ないといって、

本人からカウンセリングをやめてしまった」

心の問題について、職場の担当者からこういう

古伯が寄せられるのは珍しいととではありません。

誤解を恐れずに言えば、すつが)治りましたむら例

の) jが少数派かも知れません。なぜそうなξのでしょ

う?その瑚白は、心の問題あるいは脳の問題とい

うのは、きわめて慢雑であり、まだまだほんの 部

しか解明されておらず、そもそ毛どういうプロセスでど

うなる三とが病気で、どうなることが治るととなのか品工

ほとんどわかっていないところにあります。

かなり前の話になりますが、ょをる)jが精神科で定

期的に血液検査を受け、血中のリチウム濃度を調

べ、薬でそのリチウム濃度を調整して布状を改善す

るということでした。この話をうかがった時、私は、あ

いまいな而の多い心の問題もいよいよ脳科学や生

化学的なモのとして解明されるようになった。心の病

は「附の故障」としてとらえられるようになξのだと感

慨を比えました。しかし、その後約 20年たちますが、

期待したほどに精神医学が劇的に発展することは

ありませんでした。確かに精神科領域で、薬ゃ検金

が飛躍的に発展してきたのは事実です。しかし、そ

れにとおなって心の問題を抱えてl'る人が大幅に減っ

たかむのと、そんなことはありません。医学の進歩

を裏切るかのように、薬の効果がみられないタイプ

の心の病は太きくJilえていξとさえ言う研究者もあ

ります。

「必ず治る」という言い方の問題

マスコミなどで、「うつは必ず治る!Jというような

スローガンめいた言葉を円にすることがありますが、

私はいつも疑問を感じています。確かに、「うつは

治るtの」という期待を持って治療を動機づけξとい

う意味はあるでしょう。しかし、 R分がその「必ず治る

うつ」なのかどうかは、どうやってわかるのでしょう。

それは、治ってみてはじめでわかるというような、とて

も暖昧なものに過ぎないのではないでしょうか。「必

ず治る」というのは、治療しても治らない人に対して

「あなたはうつではなくてもっと重い病気だから治ら

ないのだ!Jと五告するようなうさんくささがあってど

うも好きになれません。

情みを抱えた方にイ、Jき添って病院に行ったり、入

院に立ち会ったすることがよくありますが、医者にか

かった段階で、「病院にまかせたからもう大丈夫Jr入
院したのだかG2 i 'とは元気になって退院してくるだけ

だろう」とホ、ソと 息っきたい気持ちになるのは人情

というモのです。しかし、そ三で抽断しない三とが大切

だと14lいます。精神医療にかかることは、本人にとっ

ては回りの人聞が想像しているよりはるかに負担の

大きなととだからです。

「もしかすると、自分は普通の人 IUJかう外れ、もう

戻れなくなったのではないか!J

粘神医僚にかかった方は、強烈な恐怖、絶対的

な孤¥r.!惑を抱いている可能刊があります。これが、

通常の病気で医者にかかることとの大きなちがいで

す。そんな不安定な気持ちの時に、回りが、「もう病

院に任せた力、らλよ夫Jrあとは専門家に任せてお

こうJr菜を飲んでる均も治るだろう」と、安心してちょっ

と距離をとるととカ～, Iみんなが離れていくIr白分は

見捨てぽ［た」と受けとめうれてしまうことがあります。

これが、専門家にまかせることに伴う「人間閣係上

の副作用」と私は考えています。

現実には、入院中の病院で治療|の必民力、ら由

会が制限されたり、本人の ) jカも回りに対して拒絶

的になってしまったり、あれとれ青わずにそっとして

おくことが何より大切だったり、色々な場合がありま

す。しかし、信頼され、当てにされている身近な人問

は、「決して見捨てていないJr狐立なんかさせない」

という姿勢を維持しておく必山があります。専門家と

つなく段階が決してゴールではありません。むしろ、

人間関係上きわめてデリケートな対比、を求められ

るタイミングです。このタイミングに、職場において

は、たとえは守異動や退職といった不安をもたらすよ
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うな環境の変化はできるだけ避ける、手続きなど後
固いごできξことはできるだけ保留しておくというよう
な配慮が大切だと思います。

医者という権威に対する
恐れを理解する

次に、また例をあげてみましよう。
粘神科に通院し、並行してカウンセリングも受け

ながら働いている男刊の話です。彼は、俣者から処
みされた薬についての恐怖感を私に語ります。副作
用でポーっとして感覚が鈍っている。このまま呆け
てしまうのではないか。薬をやめないと結婚できない
と思う。もし結婚できても莱を飲んでいたら奇形児が
生まれるのではないか。いつになったら薬をやめら
れるのか。I'k者は一千飲む必必があると言ってい
る。本当にそうなのか。医者は莱を山さないとお金
にならないから刑しているだけじゃないのか。医者
の論点のためのモAモ、ソトにされているのではない

か
彼は、カウンセリングのたびに、医者でもらってい

る薬についての小安、恐怖感をえんえんと語ります。
さて、こんな話を繰り返し訴えられた時、皆さんなら
どう答えますか?
私は、最初のうちは、
「医者もi l ) t♂三のた試を考えてくれているはずだか

弘とにかく指示通り薬を飲み続けながら様子をみ
るのがいい」
と説得していました。説得しながら、やがて薬を飲む
ことに慣れて、だ、んだ、ん薬の効果も, ' 1 " ,てくるだ、ろうと
期待していました。ところが、副作 JIJにつ l~í亡の訴え

は 向におさまりません。それどころか、呆けること
や結婚についての不安は、おさまるどころか向まる
ばかりです。院者に対する小信感もつのるばかりで、
今にも治療をベヰちてしまいそうな雰囲気さえ山てき
ました。
私は、危機的なモのを!感じ、それまでの自分の態

度をもう 度見直してみました。よく考えてみると、私
は、医者のさ壊による治療を止しいものとし、それに
違和感を!日Eじξ 庄の気持.'15を|日I違った毛のとして扱っ
ていました。客飼的にI,Lて医者は正当な治療をして

いましたし、そのことが問題ではありません。問題な
のは、それまで彼の心にずっと寄り添ってきたはず
のカウンセラーが、彼の医者に対する不安や不信
感には寄り添うことなく、医者と L追う権成の側に¥ r :っ
てしまい、彼の気持ちを否定していたことでした。それ
が、彼の不安を促進していたのです。
私はそれまでの対応をあらため、 f皮の俣療に対

する不安や不信を積極的に受け人れるという)j向
に切り換えました。

「薬を飲み続けると米けてしまうかもという心配は
当然とね Irア供に影響かでなし辻は三えな川ユ.Jr本
ヨに一生薬を飲まなければならないかどうか、そこ
まで医者にわかるのか疑問だねJr薬なんて飲みた
くないよね」

さらには、一広踏み込んで、薬の分呈や飲み続
ける期 I~Jの円安などについて、納得がL ミくまで院者

と交渉してみることも勧めました。医者に従っておく
のが一番とL行三ととは 180度ちがう刻版です。彼は
薬についての疑問を箇条書さにしたメモをつくり、実
際に医者との交渉も試みました。そんなことを続け
て数か月、彼は、「薬には不安もあるけど、いつや
めるか考えるより、最低限の量を一平飲みながら働
いていく)jと考えた)jが気がラク」と弓うようになり、
薬をめくる不安は徐々に緩和していったのです。

医者との連携ということ

JL' 、を病んでいる人にとって、院者は、一由では薬
を日え病気を治してくれる理想的な「収済者」です。
しかし、その一方では、どうやったらよくなるかはっき
りしない病気をいいことに、金儲けめあてに入院さ
せたり、副作用のある毒を盛るかも知れない「怖い
人」というイメージモあるのです。その怖さも受け入
れる人 IUJが一人くらいは担i Jにいることも必立与なので
はないでしょうか。「ちゃ人と医者にかかるようにJrちゃ
人よさ壊を飲むように」というのは、誰でも青えることで
す。それに加えて、俣者に対する小安や小満を出
ける人間がいることで、行き場のなかった過剰な不
安が緩和されます。心の片隅にさ壊を飲まないという
選択の余地モ持つことが、かえって薬を飲まない場
合のデメリットについても落ち着いて考えξ ことにつ
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ながったりもするのです。
「医者との連携」という大義名分の毛とで、本人の

頭越しで医者と連絡を取り、職場の対策を立てると
とは、そのことを本人が知った|悼のリスケの由の方
が大きいと私は考えています。あまりいいたとえでは
ないかもしれませんが、医者が権威主る「父規的存
在」であるとするならば、父親を理解しつつも千供の
気持ちもちゃんと理解する「母親的存伝」もいる )jが
バランスがとれるのではないでしょうか。

ドクターショッヒ。ング、について

次の例をあけ芋ましょう。
ある穆に悩む )jの話です。彼は、私の紹介した

医師を受診して, lました。受診しはじめ σ時期、彼は、
診雪～～主での話をとてもうれしそうに報告してくれまし

た。医者を理主［¥8包な人物として'IL'咽昨してし沼感じです。
しかし、そう, lう過剰な瑚怨化はたいてい長くは続き
ません。やがて、ちょっとしたことをきっかけに彼は
医者に乙どく幻滅し、やがて泊院もやめてしまいま
した。私はやむなく引の医師をさがし、また受診をす
すめます。そこでも、また理想化がおこり、そして、幻
滅が起こる。そんなことを 2度 3度繰り返すうちに、
カウンセラーとの関係も疎遠になっていきました。
彼のように院者や治療者を次々と変えていくこと

を「ドクター・泊ッヒ。ング」と言います。医者との関係
が安定せず治療がうま«功、ないという台定的な怠
l床で使われます。では、こんなドクター・ショ、ソヒザング、
を繰り返す) jに、われわれはどのような対応をした
らいいのでしょうかつ

このケースの場合、私が医者を変えたくなる彼の
気持ちに早い段階均ら十分寄り添えていたら、事態
はちがったかも知れません。私が彼と医斉との関係
をアレンジし、彼がその関係を一旦理想化した後に
幻滅し、また私が医者との関係をアレンジし、また彼
がそれを台 J!l~ いこする という70ロセスが繰り返され
ました。そして、彼が院者との関係に失敗するたび、
私はカッカリし、 i庄の)jは私の期待に応えられなかっ
たとL乃絶唱感を味わっていたのかも知れません。
私と医者が|司却し、その 人の期待に応えら才ぴ劫り
た彼がいる。そんな図式が彼を追い込んでしまった

のかも知れません。
こんな経験をふまえ、私は最近、求砂うれでも医

者を紹介しないようにしています。もちろん、通院を
すすめますし、医者の探し方についての一般的な
情報は提供します。しかし、病院までついていったり、
主治医にカウンセリング?の|人j容を伝えるととは慎ん
でいます。もちろん、I'k者とカウンセラーで情報を共
イlした)jが、より効米的な治療の可能性をひろげる
という考え方もあるでしょう。しかし、医者とカウンセ
ラーが畏でつながっているということがもたらす恐れ
によるriii'Ht用」の) jがIL'噛dです。医者とカウンセラ
とは窓Uを別々にして役割を分相しておく方が、病
んだ心にとってはずっと安全だと私は考えています:

ドクター・ショッヒ。ングについては、そのこと肉休の
良し悪しをいうよりも、ドクターを変えざるをえなくなっ
た彼がいかに傷つき、いかに絶望感をl床わってい
るかということをまず考えて欲しいと思います。心を
病んだ、人にとっては、相りにしていた治僚者と別れ
ざるを得ない非常につらいことです。それでも別れ
ざξを得なし吋可かがあって別れるのですo彼を責め
るのではなく別れの絶雫感を瑚解するという形で、
i↑' Xrむ心を支え、次の出会いにつないでいくしかない
のではないでしょうか。

病名について

今回の足後に、医者でつけられる「病名」というも
のについて、少しだけコメン卜しておきたL辻 Jぶいま
す。
心の病について、本人はモとより回りの人間も病

名とL追うことを非常に気にします。はっきりしない病
であるだけに、職場などでは必ず病名が問題にな
ります。同僚から「さぼりでないならば病名をハッキ
リして欲ししリという意見が出てくることをあります。

しかし、経験的にLのと、心の問題についての「病
名」というのは、さほどアテになるものではありませ
ん。もちろん、治療や投薬のフ。ランを育てる|で病
名は重要です。しかし、 人の人間が働き生活して
いくというとととの関連で言えば、病名は副次的なも
のでしかありません。わざわさきこんな当たり前のこと
を強調するのは、心の問題の場合、人格ではなくあ
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よく味わえるというメリットがあるようにιLいます。

以下、具体的な進め )jを紹介します。いたって簡
単なものですので、相談J口~斉同士で実際にやっ

ていただくとよいかとlLLいます。
l人は悩みを担えた犬や首穣の役をやります。動

物でモ植物でモ感情移入しやす, lものなら何でもい

いです。できるだけ役になりきってカウンセラーに的

み事を訴えます。
相談に応じるカウニセラ一役の方は 2人。全然違

う2つのタイプのカウニセラーを演じます。 1人 2役で
もかまいません。

l人 Uのカウニセラーは、相談に来た犬やパラの

「考え方を変えさせよう」と強く働きカ斗fるタイプ。この

)j主|で徹底して相談に応じてみます。
2人凶のカウンセラーは、 kやパラの考えを「全然

変えようとはせず」に、ただひたすら共感するタイプ。
この2人を相子に5分程度の相談を2回やりますo

それぞれヌタートの一斉だけは全く同じ言葉で始前、
あとは流れにまかせて白山に相談を続けます。そ

れぞれどんな話になっていくか、それを休験してい
きます。

以下、実況放送風に紹介しましょう。相談者は悩
みを抱えた犬です。

パターン 1
考えを変えさせようとするカウンセラー

カウンセラー(以下「カ」と略すい

「どうされましたわ
悩んでいる犬(以下「犬」と略す)

「近頃、島1い主がちっとも散歩に連れて行って

くれないんです。それが悩みでj
「それで、あなたはどうしたいんですか ?J
r前のように散歩に連れてって欲しいんです」

「あなたは飼い主にはっきりそう伝えましたか」

r,礼火、お孫さんが並まれて忙しそfなのでー」

「飼い主は忙しぐて散歩は無理な状況なんです

ね」
rはい」

カ。 rそれなら散歩はガマンすξという選駅肢しかな

いようですね」

たかも病名が服を着てLミるかのような語られ方をす

ることがあまりに多いからです。
そもそも、診断占に占かれる心の病の病名は、

かなり融通無碍なtのではな L功、と私は思っていま

す。私の知る限り、心ある医者であればあるほど、

それがどういう U的でどとに附されるかによって病

名は融通無碍であるように以います。なぜ融通無
帰かといえば、病名というものが、下子をすると 人

JLきして忠者を傷つけるリスクがあるからです。わ

れわれもまた、診断書の病名だけをみて、背しんで
いる当の本人のナマの姿を比火うとし巾本末転倒

に陥らないように、気を付ける必要があるだろうと思

います。

前回まで、いくつか事例を紹介しながら、心の相

談において聴くことが何より重要だというととをお話

ししてきました。では具体的にどうやったら話が耽け

るか、そのコツについて書いてみたいと思います。
今回は、聴く技術を身につけるためにわれわれカ

ウンセラーが行うトレーニング、 i:tを紛介します。

トレーニングの基本は、自分が悩みを聴いて毛ら

f日JIになり、相手の対応次第でどんな気持ちになる

か、どういう|持に話しやすくて、どういう11寺に話しにく

いかということを体験してみることです。悩みを聴い
てお3う/sIJの気持ちが少しわかってくると、相談を受

ける|悼の応対の仕方もおのずかう変化してきます。

犬やバラになってみる

私がよくやるのは、「悩み事を抱えた犬やパラに
なってみてカゥニセラーに相談を受ける」という簡単

なお芝居を使ったトレーニングです。相談のトレー

ニングですから、うつ状態の人とか、自殺を考えて

いる人になってみるお芝肘を用いて中市えするという

方法も考えられますが、実際にやってみるとあまり

に生々しすぎて、基本のトレーニングには不向きで
す。むしろ、阿っている犬とかパうという他愛のない

モのになって相談するという設定の方が、他愛ない
分だけ心の舟F I lI主が高まって、かえって;Lの動きを

カ 

犬。

カ 

犬 

カ 

R:
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カ: 「以前はよく連れて行ってくれfこんですね」

犬 「ええ、でも最近飼い主にお孫さんが生まれて

忙しく、それで、私の散ιどとろじゃないようで」

カ: 「あなたの散歩どころじゃないという感じなんで

すね|

犬 「ええ、 iI方がないとは思うんですけど」

カ: 「仕方ないとはlLLう、その一方で、散歩に連れ

て行って欲u、という気持ちと同i Jjあるんです

ね」

犬。 rええ、別に散歩江ことは仕方なし辻lLLうんです

けど 何か自分が無視されているようで 」 

IJ!(I~ 視されてつらいんですね」

「ええ、 でも、今だけかなとも141うんです。忙

しいのが 段落したらと」

「とういう状態は今だ、けかなとも思うんですね」

「ええ、ずーっと一緒だったんですカら。今はた

またま忙しいことが重なってるだけで、でもそれ

はいつまでも続くわけじゃないでしょうし」

カ: 「ずーっと一緒だったのだ:から、一段F存したら、

また庇なたのことを気に掛けてくれるだろうと期

待してるんですね」

犬。 rでも、その時になってみないとわカらないです

けどね。でも、そう信じたいです」

カ 「ずーてと一緒だったということを信じたいんで

すね|

犬 「そう、今は信じて待つしかないんですよね」

** *
こちらのパタ-/の場合はこんな感じで話が展闘

することが多いように思います。

さて、持さんはこの 2つのモデルを比べてみてど

うよL｛われますか?

ここで、私はどちらのやりとりがいいとか悪いとか

を述べたいわけではありません。しかし、話を聴く側

の応対の姿勢次第で、聴いてもらう方の気持ちの

動きに明らかな泣いが山てくξということは、知って

おく価値があると思います。そオ iを体験的に問解す

るのに、このような演劇H士有てのトレーニングがとて

もいいと思っています。相談を担当されている )jは、

一度、実際にやってみることをお勧めします。

それでは、|記の 2つのパターンのやりとりにお

いて、 休何が起こっているのか、細かくみていき

犬 rでも、散歩に行かなL止運動ノド足で体調も IAi

くか1そうで」

カ 「では、散歩以外の方法で運動することを考え

たらどうですか引

犬 「そうはいっても鎖でつながれてるし、散歩に山

ないと気持ちモふさくむ、他のととではやる気が

でないし 」

カ 「行けないという羽廷がある以上、気持ちの )j

を切り換えるしか T今がないと思いますよ」

犬 rはあ、切り換えたら L込通というのはよくわかる

んですが、なかなか・」

カ 「くよくよしてると、よけいふさぐばかりですよ。 ｛日I
事も前向きに考えないと」

犬 「前向きにですかつでも私はしょせん飼われて

る身だから、前向きといわれでも白分ではどう

しようもありません」

カ 「そういう風に考える時点でもう麦ろ向きです才ム

だ、からつらくなる」

犬 r三ういのは私の後ろ向きな考え方に問題が

あるということなんですね・」

カ 「そうそう。他人は君主えられない。他人をどうと

うしようとするからつらくなる。自分の考え方の

) jを変えるしかない」

犬 「わかりました。色々教えていただいてありがと

うこなさ1通ました」

** *
細かいところは省略してありますが、大体とんな

!感じのやりとりになることが多いようです。

パターン 2

ひたすら共感するカウンセラー

カウンセラー

「どうされました?J

悩んでいる犬

「近頃、飼い主がちっとも散歩に連れて行って

くれないんです。それが悩みで 」

カ 「近頃ちっとも散歩に迫れてしりてくれないん

ですね」

犬 rええ、以前はよく連れて行ってくれたんですけ

ど'J

カ 

犬 

カ 

犬
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ましょう。 じて待つし均、なLミ」というような話に展開して行きまし

考え方を変えさせようとする

パターンlの「考えを変えさせようとするカウンtそド」

の場台、カウンセラーの主等で、悩みごとを台用的

に整理していく形で話し合いがすすめられます。

まず、カウンセラーは悩める犬に対し「あなたは

どうしたいの ?Jと質問し、この場で｛口Iを話し台うの

か主題を明確にしました。そして、犬が飼い主に「散

歩に連れて行ってほしい」という意志を伝えていな

いとと。飼い主が仕しくて散訟に連れていけるような

状況にないことなどを碓認していきます。さらに、現

状ででさることとして、ガマンするか、散歩に変わる

別の方法で不満をやわらげるかという具体策を示

して、犬に選択させようとします。しかし、犬の方はカ

ウンセラーの這うことをすんなり受け人れる気にな

れず、 J!(I~ 力感を諮ります。そごで、カゥニセラーは、

アプローチする方 101を変え、犬の考え方川良 101に焦
点をあて、「後ろ向きの考え )jJということを指摘して

いきます。 Rの方は、応初、反発を感じて反論しよ

うとしましたが、カウンセラーは、犬の反論そのもの

が、まさに後ろ向きの考え ) jの悪循環をしめしてい

るというごとを指摘します。犬は、結局、「くよくよしで

もしょうがない」、「自分の考え方を変えるしかない」

ということをカウニセラーから学んだと語り、話し合い

が一段搭します。

考え方を変えようとしない

パターン 2の「ひたすら共感するカウンセラー」の

場合、はどうでしょうか。こちらでは、カウンセラーは

ほとんど犬の育ったととをそのままなぞるだけです。

「散歩に連れて行ってくれないんですね Jr以前は連

れてLりてくれたんですねJrあなたの散歩どころじゃ

ないんですね」。そして、火の気持ちを中心に倖認

していきます。「仕方ないー散歩に連れて行って欲

しいという気持ちと両 )jあるんですね Jr無視されて

つらいんですね」。感伯に焦点をヨてた話を続ける

と、犬の話す内容が少しずつ変化し、「今だけじゃな

いかと思う Jrずーっと一緒だったことを信じたいJr信

た。話の内存については、色々な民聞が考えられ

ますが、ととでのポイン卜は以ドの 2点です。亡とつ

は、カウンセラーの悶心が、知的な整理ではなく気

持ちに向けられていること。もうじとつは、話の主導

権がカウニセラーではなく犬の方にあずけられてい

るということです。

このやりとりでwてきた「信じて待つ」というのは、

他愛のない結論のようにも思えます。待ったところ

で何の保証もありません。しかし、重必なのはその

結論がカウンセラーから日えられたのではなく、自

発的なものだ

違うところです。解決にはならなくても、情みを話な

かう自発的な結論を模索したという事実が今後の文

えになってく可能性があります。

パターン Iの方は、カウンセラーが「道を不してくれ

た!Jということで、 一時的には強い文えになること

もあります。しかし、処理して取り入れたものは身に

ならないということもあるのです。

悩める犬の相談にのるという突打|下のないことを

紹介してきましたfJ\~ 実際0:桐談場而を実験的にテー

プ。にとって後カら文字にしてみると、ここは相談に来

た )jの話が主導になっているとか、ここからはカウ

ユセラーの話が主導になっているとか、悩める J;:の
モデルとほぼ同じようなことが実際のやりとりでもお

こっているのがわかります。

不満や愚痴は徹底的に聴いてみる

相談の場では、上司や同僚への不満や出痴が話

題となることがよくあります。不満や愚州というのは、

聞いている側にとっては気持ちのよいものではあり

ません。延々と愚痴を語られると、凡込功口減にして

くオリ」という気持ちもわき|ーがってきます。現実が

あまりに誇張されゆがめられていると感じられるこ

ともあります。もっと生産的な詩へと方向転換したく

なります。でも、ノドj前や愚州から話題を変えようとし

てもなかなかうまく行きませんoそんな時、どう応対

したらよいでしょうかつ

私は、強いィ、満や愚痴が出てきた11寺には、これ

は「一つのチャンス」だと思って、さえぎらず、あえて
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くわしく語ってモううように心がけています。それでは

不満や愚痴が延々とつづくばカので、 Jド生産的だ!と

,～われるかも知れません。催かにそういう場台もあ

ります。しかし、経験的にみると、できるくわしく語っ

ていただいたみが、結県的に話が落ち着くべきとこ

ろに治ち着くという気がします。

|司や|司僚に強い不満を抱くのは、その人たち

に対して「無関心ではいられなLりということを意味

しています。無関心ならばそんなに強い感情を抱く

はずがありません。むしろ、無意識に卜可や|司僚に

強い期待や特定のイメージを抱いているがゆえ、非

常に不満だ、ったり愚痴を言いたくなったりしていると

とが多いように｝,心います。自分を認めてくれる存在

であってほしい、絶対に裏切らない仲間であってほ

しい、理忽の存布であってほしい、白分を尊敬して

ほしい、そういうさまざま気持ちが背景にまるからこ

そ、強い不満を感じ、たくさん愚痴を百いたくなるの

です。不満や愚痴を|分に言葉にしていくうちに、

やがて、そのように感じさ ξ をえない自分ということ

についての、白発的な探究が始まるのです。

連載の応後に、心の桐談の場に臼殺という問題

が持ち込まれた11寺、われわれに何ができるのかとい

うことについて考えてみたいと思います。近年、特に

中而年の白殺の急増が報じられ、経済的、社会的

な角度、あるいは、主化的、心理学的な角度カも論

じられていますが、ここでは大局以Jな観点とは別に、

TL;ミウI中!会ってきた人々との関係のなかてづ号えてきた

ことをご紹介させていただきます。

すかワ」

「化にたいと思ったことありますかわ

「先生は何のために生きてるんですかっ」

そんなドキッとする問いかけに戸惑ってしまうこと

もあります。私としては、

「うーん、難しいねえ」

としばらく黙って、とりあえず|噂|山をつくってみるしか

ありませんでした。

実際0:とこ弘人はどうして死にたいと,～うのでしょ

うワそして、どうして中きていけるのでしょうワ

ある)jは、「生きていてもつらいばかりだ」といい

ます。 「主主IC薬物に頼ってLばらく生きのびてきたが、

そんな自分に嫌気がさしている。もう寸てきていること

に疲れ県てたから先にたl>Jと語ります。また、ある

方は、「生きる気力を使い果たした感じで、もう被れ

た」とおっしゃいます。あるいは、「自分がこの世に

生きていること肉体が回りの人問や地球環境にとっ

てマイナスなだけで何の価値もないかう、死んだ方

が家族や世の中のためになる」と語る方もあります。

多くのケースを検討していけば「タじにたしりとおっ

しゃる方に、色々な共通点を見町し何種類かのタイ

プに分額することもできるでしょう。しかし、今の私は

「自殺するタイプ」について分類したり定義したりする

ととにあまり興味を持っていません。類型に気持ち

を奪われることで、 Hの前にいる方が、それぞれの

色々な事情で「先にたい」と思っているとし行事実か

らいをそらしたくないのです。必要なのは、白殺予防

の技術的なマニュアルよりも、円の前の相手とちゃ

/しと闘オコるという基本自~v勢だと考えています。

コミュニケーションが命綱

死にたいという気持ちと向き合う

「タじにたいJ'rもう必ぬしかなl >J r生きていても意味

が感じられな llJ r知っている人が一人も肘ない所に

行きたいJrこの世から消えてしまいたLり「もう疲れ

県てて何も残っていなl>J …
心の相談のなかでとんな青葉を聞くことはよくあ

ります。そして、時には、

「先生は先にたいという気持ちが本当にわかりま

我々のいの ～íj にいる人聞が「死にたい! Jとか

「死ぬしかない」と言Lヰまじめた|時、すくに｛可か手を

すJたなければとあわてるのは当然です。しかし、経

験的にみて、「これは大ごとだ」という一点、だ、けで行

動することには落とし穴がまるような気がします。ま

ずー呼吸おいて、自の前で「化にたい!Jと古って

いるその気持ちに搭ち着いてっきあってみるのが

よいのです。どんなつらさがあるのか、どんな悔しさ

なのか、何かを喪火したのか、何に疲れたのか、わ

20 安全センター情報 2C コ4年 11月号



けのわからない衝動が働いているのか、その辺り

をていねいに聴いてみましょうo

わ才ぱコれに対して「死にたい」という青葉がi!:1げ
かけられてL渇むり状況にはとても重注な意味が

あります。そこには、「先にたL、」と口にすることがで

きるコミュニケーションがまだ存夜しているのです。

そのコミュニケーションによって、彼や彼女は、まだ

なんとか生の凹界とつながっているのです。

「死にたい」とe'う青葉を受けとめてコミュニケー

卜するのは、別に自殺を認めようという意味ではあ

りません。「先にたい」という和子の気持ちを受け人

れて、そのととについてゆっくり訴しあった上で生き

てもらおうということです。

f':l殺について、jJJlの言い )jで「判決」とか「日裁」

という友現があります。「白決」とは臼分の生死を白

分で決めること、「自裁」とは白Eの存在を自分で裁

くとL、うような;首味合いでしょうか。私は、 日、気持

ちの上で死を選択しようとしている「白決Jr白裁」に

雫るJILlいを、もう 度再検討して、あらためて干の

)j向に「自決Jr肉裁」して欲しい、つまり、日分で生

きるととを選択して欲しい、そういう関わり方がなん

とかできないものかと思っています。

「先にたいJr化ぬしかない」とおっしゃる)jに対し

て、私は

「あなたの死にたいとe'う以いはよくわかる。それ

を最終的に決めるのはあなただということは間違い

ない。けれど、私はこのととについてもっとあなたと

話し合いたい。だから、とにかく、次の由接のHまで

は生きていて欲しい」

と約束していただくととがあります。死に主る思いを

無理に変えさせようというのではなく、円の前の私と

の関係をちょっとの問つなく守とL可約束を結んでもら

そのです。実際、そうやって、次固まで、また次固ま

でと何度主約束を繰り返しながら、数か月、数年とつ

ないでいくことが可能です。目問の '1'で生きてし、くこ

とは絶主主的に思えてを、 UのがIのわれわれとのちょっ

としたつながりのためならば恒きのびξ 二とカγ亡きる

かも知れないのです。

ゆるやかな自殺

アルコールで我を忘オlること、非合法な薬物に依

存すること、極端に食べたり食べなかったりすること、

そして、身体を壊すほど働きすぎるとと。それらは、

自分の身体をみずから焔めつけξということで共通

しています。そこには、「化にたい」という明確な茸識

はなくても、いわば「緩やかな口殺」と胃えるのでは

ないでしょうか。

アルコールで問題を起こす)jに酒をや記るように

助再すると

ri酉 をやめるくらいなら死んだ方がましだ!J
とJメ論されξことがあります。 「タじんだ)jがまし」とは

誇張のようですが、しかし、ひょっとするとホンネなの

かも知れないと 141うことがあります。非合法な薬物

に依存している)jとお話しすξと、薬のせいでおか

しくなったという結果論ではなく、一気に自殺するか

わりに薬物を使ってゆるやかに死に lojかっている

のが買実のように思えることがあります。糖尿病が

進行すると頭で|分わかっていても、全のすごい勢

いで過食する人も|百j様の感じがします。また、休H
の空しさに耐えられず、 H曜Hにも職場に山かけ

ないではいられない人も同じような感じがします。

アルコールも、非合法な薬物も、摂食陣需も、働

き過ぎも、それが心身を損なう毛のであり、できるだ

け早くそういう状態Jうも脱していただくにとしたととは

ないのですが、しかし、同時に、それらの :r心癖」が、

彼や彼火にとってとりあえず急激な先を免れるとい

う役割を果たしているかも知れないという観点も持

つ必泌があります。本人の納得なしに、ただただ :r忠
癖」を除去すれば問題解決になξという発想、のみで

関わっていくと、いよいよ死ぬしか道がないという引

のリスクを負う可能 '1'1もあるのです。

「人間やめますか、ケスリやめますか」

というキャ、ソチフレーズがありますが、

「クスリはやめます、そして、人 IUJもやめます」

とならないための目配りも必要ではないでしょうか。

緩やかな白殺の傾向にあるのではないかと思わ

れる方とお話をする 11寺、私は

「友なたはもしかしてタ凶ごたいと思ってしませんか?J
と4ねてみるととにしています。「死にたe'Jとe'う気

持ちが自分の心の奥にあることをみとめ、それを言

長として他人の前ではっきり口に山してみるところか
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ら、はじめて問題解決の糸円がみえてくるのではな

いかと考えるからです。

動かない支点となること

世間で生きていくととに絶雫し、死にたいという青

葉を由慢のたびに繰り返す女i門に、あるH私は

「ノ>はつらいだろうけれど、生きていけば、そのう

ちきっと道が拓けるとともあるんじゃないですか」

と言ったことがあります。すると、彼女は急に主主りの

表情になり

「先生、そんな世間の奴らみたいなこと青わない

で!私は、先ゃならわかってくれると14lって話して

いるのに!J

と、狐空:～!に抗議しました。彼女は「死にたい」という気

持ちを語っても、それを再定しないでふんふんと受

けとめる r)レ常識な」カウンセラーとつながっていた

のです。ところが、私が不用.-gtこ「常識的な」話をし

たことによって、そのつながりが切れてしまうような気

がして、主のすニーく腹が立ったようでした。私は、彼久

の絶望や死にたい気持ちに対する開解が足りず、

安易な話をしてしまったことを詫び、なんとか閃係を

つなぎとめました。

また、ある方は

「先桁がいるかう私はサてきているが、先桁が歳を

とって私より先に兆ぬのではなし功、と考えたら、また

死にたくなる」

と語ります。私に) jしであたカめ心中物のような必愛

心理の状態にあったようです。私は

「荘、が死ぬことを考えたら生きていけないと思うん

です;/;),でも、まだ10年や20 年は六よ夫だと思いま

すよ」

と答えました。とのように概端に思われるととはとて

も重荷です。しかし、そんな時には腹を決めてしばら

くは重備を背負い続けるしかありません。こちらが

法ち着いていると、心中物のような板端な心開状態

もゆっくりですが孫ち着いていきました。

別lに、専I"J家でな金払たとえは職場で親身になっ

て相談に比、じていξと、一時的にまるで恋愛関係や

親チ団係のような極端な形で頼られることはよくあ

ります。なぜ極端になるかといえば、世間で生きてい

くことにすっかり絶望している時に、ちょっとちがう人

間と山会ったことで、今までとはまったくちがう閣僻必

見間そうと必死になるカらです。たとえて青えば、わ

れわれは、絶望の淵にi: tみかけている|時にすがる

細い命綱を託されているようなものなのです。急に

引き上げようとすれば綱い綱は切れてしまう恐れが

あります。大切なのは、そのつながりをできるだけ長

く維持すること。極端に理想化されたり恋愛対象の

ように扱われたり、あるいは、その反動でとどく幻滅

されたり罵Gれたりしても、こちらがなんとか孫ち着い

ていることができれば、やがて、安定した関係を「文

点」として白分の力で絶望の淵からはい上がってこ

れるのです。相手をこちらのいいと以う方向に導こ

うとしていたずらに動くと、この「支点」が不安定にな

ります。半分泥 iJにつかっているような状態でも、と

にかく安定した「支点」の役割を果たし続けることが

何より大切だと思います。

言葉を交わしあうこと

一番閃難なのは、死にたい気持ちが背畏にある

のに、「死にたLりということを 切言葉にして語れ

ないという場合ではないかと思います。タ七にたい気

持ちを他人に対する青葉として発しないまま、さまざ

まな治療によって府状は改著し、問題も少なくなり、

医者やカウ:セラーかろも治ったと太鼓判を押され、

そして、ある日突然みずから死を選ぶというようなと

とも実際にあるのです。 Rに見える痕状はLミくらよ

くなっても、人とのつながりという生きる根本のところ

が切れてしまったら人は生きていけないのです。

たかが言葉、されど言葉。「死にたい」という言葉

もふくめ、 aるいはド口ドロして聞き難い内零を含め、

あるいは、'Il古しい沈黙や長怨的な言葉を含め、

語られる言葉は人と人とをつなぐ役割を持てものだ

と思います。心の問題にかかわる時、十日子の考え

方や行動を従えるとカ¥なんらかの成果をあげると

いうことよりも、今ここで言葉を交わし合っているこ

の関係を、いかに紺く長くつないでいけるかというこ

とが、一番大切なことだ、と私は思っています。 町内
(( ) 魁よ且

※「閣丙労災職業病」述載記事からの転載
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「産業人メンタルへルス白書」 
〜「メンタルヘルスの取り組み」に関する 
アンケート調査とJMI健康調査から〜

平成16年8月20日発表財団法人社会経済生産性本部メンタル■ヘルス研究所
I.企業における「心の病」の実態〜産業人を取 

り巻く状況は悪化〜
1. 最近3年間の企業における「心の病」は、約6 
割の企業が「増加傾向」と回答。

2. 「心の病」による「1か月以上の休業者」は、66.8 
%の企業で存在。

3. 最も多い疾患は「うつ病」であると、8 5.8%の企 
業が回答。

4. 「心の病」が最も多い年齢層は、約半数の企業 
が「30代」と回答。

II. メンタルへルスへの取り組み〜管理監督者 
の役割と機能を重視〜

1. 具体的なメンタルヘルス施策は「管理者向け教 
育」が、62.3%とトップ。

2. 「4つのケア」(旧労働省指針)の企業における 
優先度では、「ラインケア」を重視。

3. 「管理監督者に相談しやすい雰囲気づくり」を 
期待している企業が、3割弱。

4. 「安全衛生委員会」で取り組みを推進している 
企業が、半数を超える。

III. 施策と「心の病」との関係〜不調者を増やさ
なUアプローチが効果的〜
*「心の病」の増減傾向が「横ばい」の割合が高 
いか、「増加傾向」の割合が低い企業の特徴

1.「メンタルヘルスの取り組みの考え方•目的」で 
は、「不調者•病人の早期発見•早期
治療」より「労災•事故等の発生防止」「疾病予

防•健康の保持増進」が効果的。
2. 「4つのケア」優先度では、「ラインケア」重視の 
企業が、対策の効果を挙げる。

3. 「管理監督者に最も期待している役割」では、 
「業務内容壯事の質)の管理」「能力発揮のため 
の育成•指導」を求める企業が、不調者の増加抑 
制効果を回答。

IV. 30代を取り巻く状況〜JMI健康調査による 
年齢別分析より〜

1.30代を中心に「仕事への負担感のなさ」「将来 
への希望」「評価への満足感」が落ち込み、10年 
前との比較では、負担が増大し、評価満足感も急 
激に下降。

2.項目応答率でも、30代の精神的負担感、定年 
後不安、処遇制度への不満が顕著に。
*10年前との比較で、否定的な回答への応答率 
増加が30代で顕著である項目

「仕事がつらぐてとても疲れる」「職場にいるとき 
は、いつも気持ちにゆとりがない」「定年後の生活 
に不安を感じている」「現在の待遇にとても不満で 
ある」

「メンタルへルスの取り組み」に関する アンケート調査概要
2002年に引き続き、全上場企業の人事労務担当 

者を対象に、企業のメンタルヘルスに関する実態を 
分析•解明することを目的に下記の通り調査を実施 
した。
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|特集〆職婦のr JンタJνilm久対簾 E

調杏名。［メンタルヘルスの11 1 (り組み」に関するア

ンケート謝金

実施時期 2印)4年4月

実施方法アンケート調杏栗郵i基方式

調査対象全上場企業2,67'同士の人事労務担当者

回答企業 2 6 8企業(回収率 10.0%)
調杏内容: (1) メンタルヘルスに団する考え方 (2)

取り組みの羽状 (3)今後の課題

I 企業における「心の病」の実態

l 約6;';1］(58.2%) の企業において、最近3年問
の心の病 (021 )は「増加傾向」と回答している0

2 O (立年調杏(以下、前In l )では、 「増)Jult則何」は48.9
%であり、 9.3 ポイント増となっている。

乙れを従業は数規模別にみると、 l川JO人未満

江企業では(前|門134.6%→今|門［45.2%) 、1,Ol日人

かう2,999 入江企業では(前回 55.1%→今回 65.7
%)、 3サ。 0 0人以上の企業では(前回 61.5%→今

門| 17 1. 2 % )と、いずれも JIL化しているとの認識が

強まってあ旬、産業人を取り巻く状況の厳しさが懸

4与される。

2. 6 6 . 8 %の企業には、「心の病」で1か月以|休

業している従業員 (027) が存在する(前回 58.5
%)。さらに、 3ヲ000 人以上の企業では実に 95.9%
にも|っている(前|門189.7%) 。

3. ［心の病」のうち最も多い浜患 (023) は、「うつ

病(気分障害)1( 85 8 % )が圧倒的であり、前回

(72.3%)を1 3 . 5ポイントも ［'In［っている。以下「心

身症1(4.5%)、「神経症(ノイローゼ)1(2.6%) が

若下みられる。

前 In［は、従業員数規模が唱えるにつれて「うつ

病」の回答が多く、「うつ病」は「大企業従業員症

候群」であるとしたが、今回の調査においては、

従業員数規模による長はみられなくなっており、

般化してきでいることがうかがえる。

4 . ［心の病」の長も多い年齢層 ( 0 2..'5)は、 ［30代」

(49.3%) であり、次いで［4 0代1(2 2 . 0% ) となって

いる。比率は、業種や従業員数規模に閣係なく、

［30代」がトッフ。となっている。また、 ［30代」を指摘

する企業は、 1,l凶)人未満 (40.0%) 、1,000人か

ら2,9殉人 (50.0%) 、3, (閃人以上(63.0%)と従業

員数規模が大きいほど、顕著な似 101である。

H メンヲルヘルスへの取り組み

1 メンタルヘルスに関する具体的な施策 (05) で

は、「管理職向けの教育」が 62.3%を占めており、

次いで「社内械などによる PRl (47.4%)、「一般社

員 101けの教育1(41.4%)が［ 1ιであり、教育・内

発活動がrlIIL'七なっている。以下「干十外の相談機

関への委嘱1( 4 0 3 % ) 、「心の健康診断の実施」

(38.8%) などとなっている。

ユ 4つのケア(［日労働省2 0 0 0年)の企業に ;［3け

る優先度 (06) では、今回は「ラインケア→セルフ

ケア→事業場内ケア→事業場外ケア」となってお

り、前回の「セルフケア→ラインケア」の優先順位

が逆転している。つまり、管問転督者によるライ

ンケアをより重伺する似|向がみられる。

3 職場のメンタルヘルス対策として、管理監管者

に長も期待しているとと (07) は、「管理恥督斉に

相談しやすい雰岡気づくり1(28.0%)が第 11ιで、

次いで「部下の不調への対応1(2 1.6%)、「労働

時間管問1(1 6 .4%)、「職場の人間関係の調整」

(11. 6 % )の順で反る。特に「ラインケア」の優先度

が高L止回答した企業では、「管理監督者に相言

しやすい雰囲気づくり1(4 2 . 7% ) を期待して, ¥ると

のIn［答が突出しており、 ijt長からコミュニケーショ

ンをはかりやすい「場づくり」を重祝している。

4 安全衛生委H会でメンタルヘルスの取り組み

(010)を「靴進している」企業は、 52.6%(前 In145 .4
%)であり、 7.2ポイント上回り、半数を超えている。

逆に「推進していな, ¥1企業は2.3ポイントj成少し

た(前|門113.5%→今|門111.2%) 0 ［作進している」企

業では、 R休的施策 (05) も幅広く、取り組み対

象斉(04) の範凶も)ムがりがみられ、積械的な姿

勢がうかがえる。

また、過去1年の労使協議では、メンタルヘル

スの取り組みは 6 1 . 9 %の企業で議題となってお〕、

労使共通の課題としてもケローズアッフ。されてい

る。

II I.施策と「心の病」との関係

*［ 心の病」の増減傾向が「横ばい」の押l合が高
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いか、「増加傾向」の割合が低い企業の特徴

l メンタルヘルスの取り組みのちえ )j.目的(02)

と品近3年の「心の病」の増減傾向(。 21 )のケロ

ス分析では、「不調者・病人の早期充見・早期治

療J(横ばい2 3 . 3 % 、増加傾向63.8%)よりも、 「労

災・事政等の発生防I上J(横ばい3 5 . 3 % 、増加傾

向47.1%) [疾病予防・健康の保持噌進J(横ばい

2 6 . 9 % 、増加傾向5 0 . 7 % )のほうが、「心の病」の

増加抑制への効果を挙げている。

2 . 4つのケア (1日労働省2 0 0 0年)の企業におけ

ξ優先度(切)と最近3年の「心の病」の増減傾向

(021 )のクロス分析では、「ラインケア→セルフケ

ア→事業主若内資源によるケア→事業場外資源に

よるケア」とLη優先順位で取り組んでいる企業

は、不調者の増減傾向は「横はやいJ(46. 4 % ) 、 「増

加傾向J(35.7%)と、対策の効果を挙げてLミるこ

とカミうかカ1える。

3 管開再if雪者に品も期待している役割'J(07)と長

近3 "ドの「心の病」の増減似10 1( 0 2 1 )のケロス分

析では、「業務内存(仕事の質)の管理J(横はい

3 8 . 9 % 、増加傾向38.9%)や「能力発揮のための

育成・指導J(績はい2 5 . 0 % 、i曽)Ju、f跡loJ40.0%)と

の変勢を管理者に求めている企業は、不調者の

増加が抑えられていξとの認識が傾向としてみら

れる。

4 以上のこと均￥斗不調tiの増加を抑制させるた

めには、メンタルヘルス予防・保全、そして職場全

体正健康レベルを10J 1させる姿勢のλ切さが浮

き彫りとなったoそれを裏付けるように、ラインケ

アを中心亡する施策の有効性が認識され、メンタ

ルへAス10J 1に管理職の果たす役割のλきさを

印象付ける結栄が現れている。また、円頃から部

卜の抱えるf1事の難易度や業務の進捗を管理

し、育成の伺点で支える役割、 H常の業務管理・

職場管理の重要性がクローズアッフひされたとL、え

よう。

IV. 30代を取り巻く状況 ～JMI健康調査による

年齢別分析より～

|述の「メンタ凡ヘルスの取り組み」に悶するアン

ケート調査では、「心の病」の最も多い年齢層は、

[30代J(49.3~のであり、従業員数規模が大きいほ

ど、阪苫であった。

[30代の危機」に関しては、メンタル・ヘルス制究

所では従前より指摘してきたが、ヌ)代の自殺率の伸

びギ(17.0%)の高さ、精神障当等(円殺含む)の労

災認疋件数の比率(36%)の而さなど近時の動向も

あり、改めて3 0代を取り巻く環境を中心にJ M !健康

調金により浮き彫りにするため、 2 α 1 3年度と1993年

度のデータを年齢別に比較分析し、考察した。

1. J M !健康調査の尺度において、 3 0代に孫ち込

みがみられた尺度は、「将;.kへの希望J(定年後

も含めた今後の生活や将来に対する希望の程

度)、「評伺への満足感J(給与を含めた自分に対

する評価への満足感の程度)、「仕事へ江負担感

のなさJ (f 1事の上での身体的、粘伸的、物開的

な負担感の科度)が特に顕著である。

全般的にみると、2003年度と1993年度の比

較では、との3つの尺度はどの年代においても、

l品化の傾向にあるのだが、特に3 0代において孫

ち込みがみられる。

すなわち、将来への希望が持でなくなり、詐｛曲

への小満は強まり、仕事の負担感がI目している

のは、 3 0代である。

2 30代を中心とした法ち込みの内容を、 J M I健康

調杏の羽同応答率かS 2 0 0 3年度と1993年度の

データより更に分析すξと、以下のようにまとめる

ことができる。

公仕事の負担J惑の内容

「仕事がつらくてとても疲れるJ[職場にしだとき

は、いつも気持ちにゆとりがない」には、 2003年

度と1993年度の年齢別j比較では、 30代に六きな

差が現れており、「ノM仕事は肉体的に疲れる」

には、大きな差はみられなかった。

すなわち、 3 0代の仕事の負担感は、物理的と

いうよ切立精神山Jな負担感でよI)IJ.余裕のなさとLり

たものであると考えられる。

安将来不安の内容

「定年後の生活に不安を感じている」は、 2 0 0 3

年度と 1993 年度の比較では、 30~34 歳におい

て2 5 %も噌えている。また、「今の会主1は安定し 

ており今後の生活に不安はない」には、 40~45
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特集/職場のメンタ於ル湖策
歳で25%も増カロしている。

このことからは、若い層は定年後を、高年齢層 
は会社の将来を、それぞれ心配している様子が 
うかがえる。

③評価の不満の内容
「会社の昇進•昇給制度は公平に運用されてい 

る」と、「会社の給与制度は合理的にできている」 
は、2003年度と1993年度の比較では、それぞれ 

に全体では8%不満を高めている。「現在の待遇 
にとても不満である」は、全体としては1〇年の差 
はほとんどないものの、30代では若干(1.6%)不 
満に傾いている。
処遇制度の公平性、合理性が失われ、具体的 

な影響が30代に多く現れていると推察される。
※参考資料沐「メンタルヘルスの取り組み」に関す 

るアンケート調査結果)は省略

人事院「職員の心の健康づくりのための指針」について
平成16年3月30日発表
人事院勤務条件局

人事院は、本日、「職員の心の健康づくりのため 
の指針(勤務条件局長通知)」を発出した。
I趣旨
職員の心の健康づぐ:)については、昭和62年7月 

13日付け福祉課長通知「職場におけるメンタルへ 
ルス対策について」により、その推進に努めてきた 
ところである。
近年、公務において、自殺した職員の数が増加 

し、長期病休者中の職員のうち精神•彳了動の障害に 
よるものの数が急増している。このため、専門家か 
らなる「メンタルへノレス対策のための研究会」(座長： 
吉川武彦〔きっかわたけひこ〕中部学院大学大学院 
教授)を昨年10月に設置し、検討を行ったところであ 
る。
本日(3月30日)、その検討結果を踏まえ、新たに 

「職員の心の健康づくりのための指針」(以下「新指 
針」という。)を発出したものである。
n新指針のポイント
1新指針の基本的考え方

(1) 役割の明確化
人事院、各省各庁の長、管理監督者、職員等の 

役割を明示し、それぞれが協力して積極的に取り組 
むことを推進する。特に、各省各庁の長は、組織全 
体の心の健康づくりに責任を持ち、人事院は、その 
支援と調査研究を行う。
(2) 三種類の対策
心の三つの状況に応じて、それぞれの対策が必 

要である。
(心の状況)(対策)

ア健康なとき：心の健康の保持増進 
イ不健康なとき：早期対応
ウ回復したとき：円滑な職場復帰と再発の防止 
2新指針の重点項目
(1) 心の健康の保持増進の重視

心が健康なときの健康の保持増進を重視する。 
そのために、人事院はストレス対処法を備えたス 
トレスチェック表等を作る。

(2) 体系的な教育
心の健康づくりのための教育は体系的に実施 

する。そのために、各省各庁の長と人事院とが分
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担して実施し、また、人事院はカリキュラム例、教

材等を作成する。

(3) 職務遂行能力の回復古|画

職務復帰後の職務遂行能力のInliiiのために

は、計|向|自Jに職務内脊等を決定することがイJ効

である。百|画は、おおむね3か月以内として、各

省各)丁の長が決定する。

皿新指針の概要

1 はじめに

職員の心の健康つくりは、職員やその家族にとっ

て重要であるばカ叩でなく、|玉|民に対して公務を効率

的かつ的確に提供するという観点からも重法であ

る。

2 指針の目的

職員の心の健康づくりに閃し、各省各)干の長、管

理監留者、職員本人等の役古1'の重要性を示し、そ

れぞれが心rJ:健康づくりに結械的に取り組むとと及

び人事院が得省各JTを支援し、名省、各lTと人事院

との協力が促進され、心江健康づくりが効米的にfT

われることをU的とする。

3 基本的考え方

(1) 心の健炭づくりは、職員の心の三つの状況に

泌じて、それぞれの対策がなされなければならな
L 、A。

ア心の健炭の保持増進

イ 心の不健康な状態への早期対比、

ウ 円滑な職場復帰と再発の防止

(2) 各省各庁の長は組織全休の心の健康づくりに

責任を持ち、人事院は、その支暖等を行う。

(3) 心の健康づくりのための教育は、各省各JTの
長と人事院とが分担して、休系的に実施する。

ア 各省各庁の長は、職Hの地位、職種等に応じ

た体系的な研修カリキュラムを作成し実施する。

イ 人事院は、カリキュラム例、教材等を作成し、

各省各庁へ提供する。

ウ 人事院は、健康管理スタッフ及び医療スタッフ

を対象とした研修を実施する。

(4) 各省各庁の長と人事院は、職はの心の健康の

状況及びJ心の健康づくりのための施策の状況の

定期的把握、評価及び改善を行う。

(5) 各省、名JTの長と人事院は、相談窓刊を設ける。

また、相談窓口は、家族宅利用できるようにする。

4 心の健康の保持増進

心の健康づくりは、心がィ、健康になった場合にだ

けfTうのではなく、心が健hkな状態のときに行うこと

が必要である。

ア 各省名)丁の長は、勤務環境の整備、作充によ

る職員への支援等を行う。

イ 管理昨督者は部卜のストレス状況の改害等を

行う。

ウ 職員本人は心身の健康の積極的な保持増進

やストレスのコントロール等を行う。

エ 人事院は、ストレス対処訟を庸えたストレスチェッ

ク表、医師等の専川家の確保のモデル例等を作

成する。

5 心の不健康な状態への早期対応

心が不健康な状態になったときには治療など専

門家による早期の対比、により、早期回復を期待で

きる。

ア 各省各庁の長は、専 1"1家による対応が必要で

あるロJ能性があると認められる職Hがいる場合

は、必叫に応じ専門家の支援を得て対応する。

イ 管理監留者は、円治的に部下に接しており、

部卜の青動等の定化を早期に把隠する。

ウ職員は、積極的に相談窓円等割引JIする。

エ人事院は、早期対応のための職場内の休制

rJ:モデル例、具体的な早期対比、の事例等を作成

する。

6 円滑な職場復帰と再発防止

職場復帰の時期汝び復帰後の職務内容等の受

入方針は、適切なものでなければならない。

ア 各省各庁の長は、復帰前から職員本人の状

況等を担保し、職Hの職場復帰にあたっては、復

臓の時期、職務内容等にs'Jし、事前に職員の意

向、主治医の;草弘、健hk管理医等の惹 IJを聴取

して具体的な受入方針を決定する。

イ 管理監智者は、復帰後の職員の状況等を把

握し、必要に応じ仕事の内存等を調整する。

ウ職Hは、各省各庁の長等と|分連絡を取る。

エ人事院は、受入方針のモデル例、職場復帰及

(→ 43頁下へ続く)
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特集/職場のメンタ於ル湖策

心の健康問題により休業した労働者の 職場復帰支援の手引きにつ^て
平成16年10月14日 厚生労働省発表

厚生労働省では、労働者のメンタルヘルス対策を推進 
するため、平成12年8月に「事業場における労働者の心 
の健康づぐ〕のための指針」を策定し、その周知徹底を行っ 
てきたところである。

この対策の一環として、心の健康問題により休業した 
労働者の職場復帰支援のための事業場向けマニュアル 
となるものを作成するため、平成14年度から中央労働災 
害防止協会に検討を委託していたところである。これを受 
け、中央労働災害防止協会においては、「職場における 
メンタルヘルス対策支援委員会職場復帰支援部会」(部会 
長:下光輝一東京医科大学衛生学公衆衛生学教室教授) 
を設置し、検討を重ねてきたところであるが、今般、「心の 
健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引 
き」を別添のとおりとりまとめ、厚生労働省に報告があっ 
たところである。
厚生労働省としては、上記指針の周知徹底とともに、 

この手引きの周知を行い、労働者のメンタルヘルス対策 
の一層の推進を図ることとしている。事業場においては、 
この手引きを参考として、それぞれの事業場の状況に応 
じた職場復帰支援プログラムを策定し、職場復帰支援の 
ための体制整備等を進めることが期待される。

(別添)
心の健康問題により休業した労働者の 職場復帰支援の手引き
1趣旨

経営環境の厳しさが増す中、企業における組織の見直 
し等が進行し、業務の質的、量的変化等による心身の負 
担の一層の増加が懸念されている。また、心の健康問題 
により休業している労働者が増加しているという調査結果

もある。
平成12年に旧労働省により策定された「事業場にお 

ける労働者の心の健康づくりのための指針」においては, 
事業場において事業者が行うことが望ま!-いメンタルヘル 
スケアが総合的に示されている。その具体的進め方の中 
で、心の健康問題により休業中の労働者の職場復帰につ 
いて、事業場内産業保健スタヅ7等は管理監督者及び事 
業場外資源と協力しながら指導及び支援を行うこととされ 
ている。
心の健康問題で休業じていた労働者が円滑に職場に 

復帰し、業務が継続できるようにするためには、休業の開 
始から通常業務への復帰までの流れをあらかじめ明確に 
しておくことが必要であると考えられる。
心の健康問題で休業じていた労働者の職場復帰支援 

においては、心の健康問題の特性に応じた対応が必要 
であるが、この手引きは、心の健康問題による休業者で、 
医学的に業務に復帰するのに問題がない程度に回復し 
た労働者を対象としたものである。実際の職場復帰に当 
たり、事業者が行う職場復帰支援の内容について総合的 
に示しており、事業者は本手引きを参考にしながら衛生 
委員会等において調査審議し、産業医等の助言を受けな 
がら個々の事業場の実態に即した形で、事業場の職場復 
帰支援プログラム(以下「事業場職場復帰支援プログラム」 
という。)を策定し、それが組織的かつ計画的に行われる 
よう積極的に取り組むことが必要である。さらに、職場復 
帰支援に関する体制や規程の整備を行い、定められた体 
制や規程については、教育等の実施により労働者への周 
知を図る必要がある。

また、事業場職場復帰支援プログラムの実施において 
は、労働者のプライバシーに十分配慮しながら、事業場内 
産業保健スタッフ等を中心に、労働者、管理監督者が互 
いに十分な連携を取るとともに、主治医との連携を図りつ 
つ取り組むことが重要である。
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2職場復帰支援の流れ 図職場復帰支援の流れ

本手引きによる職場復帰文t足元刀流

れは、病気休業開始から職場復帰後

のフォロ アyフ。までの次の5三のス

テッフ。からなっている。 (凶参照)

<第1ステップ>

病気休業開始及び休業中のケアの

段階であり、 「労働背カ' ( s )診断書(病 
気休業診断書)のf,j2山」、「管理監督

昔、事業場内産業保健ス夕、ソブ等によ

るケア」で構成される。

く第2ステップ>

主治医による職場復帰可能の判断

の段階であり、「労働青からの職場復

帰れの芯思表示及び臓鴻復帰可能の議

断書の提出」で構成される。

<第3ステップ>

職場復帰の可否の判断及び職場

復帰支援ブラシの作成の段階1'", IJ,
「情械の収集と評価」、「職場復帰の "1
否についての判断」、「職場復帰支媛

プランの作成」で構成される。

<第4ステップ>

最終白'Jtcti臓場復帰の決止の段階で

あり「労働者の状態の最終確認」、

「就業卜の措置等に関する意見書の

作成」、「事業省による最終的な職場

制杭決定」、「そのイ山引高成される3

<第5ステップ>

職場復帰筏叩フォローアップの段階

であり、「症状の再燃・再発、新しい問

題の発生等の右無の確認」、「勤務状

況及び業務巡行能力のm l l r J 、 「職場

復帰支援フラニの実施状況応確認」、

「治康状況の格認」、「職場復帰支援

プランのJ刊1111と見直し」で構成される。

3職場復帰支援の各ステップ

(1) 病気休業開始及び休業中の

ケアく第1ステップ>

イ労働者yぽの診断書(病気休業

診断書)の提出

病気休業の開始においては、主治

く第lステッブツ病気休業開始及び休業中江ケア

イ労働脅からの診断書。丙気休業診断書)の提 fH
口管理監督昔、事業場内売業保健スタップ等によるケア

↓

く第2ステッブ>主治医による職場復帰可能の判断

労働者からの職場復帰の:意志友示及び職場復帰可能の診断書の提出

く第3ステ、ソプ>職場復帰のいj斉の判断比び職場復帰支援プランσ下成

イ情報の収集とす軒1111

(作労働者の職場復帰に対する意思江確認

但)産業医等による主治医カ'0")の意見収集

(ノリ労働昔の状態等の評仙!

(ニ)職場環境の評価

(ホ)その他

口職場復帰の可否についての判断

ハ職場復帰支援ブラニσ下成

(イ)職場復帰日

(口)管理監督昔による業務上江配慮

(川人事労務斥理上の対応

(二)産業医等による医学的見地力,~':")］j.た意見

(ホ)フォローアップ

(へ)その他

く第4ステップ>最終的な職場復帰の決定

イ労働骨川伏態の最終確1沼

口就業上の措置等に関する怠見去の作成

ハ事業者による辰終的な職場復帰江決定

こその他

職I易復帰

く第5ステッブ>職場復帰後のフォローア、ソブ

イ症状の阿燃.～発、新しい問題の発生等の有無の確認

口勤務状況及び業務遂行能力正汗  11111

ハ職場復帰支援ブラ;の実施状況江確認

ニ治療状況U確認

ホ職場復帰支接プランのJ引Illiと見直し
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|特集〆職婦のr JンタJνilm久対簾 E

院によって作成さオ1た診断書を労働青より管料転倍背に

提出してもらう。診断書には病気休業を必要とする旨の{也

職場復帰の準備を計仰l的に行えるよそ入必要な療養~I聞

の見込みについて明記してもらうととが望まし l'0
口管理監督占、事業場内yt業保健スタッフ等によるケ

ア

管科署t留守は、病気休業診断書が提, ' f " ,さオ1た三とを、 

人事労務管理スタッフ及び事業場内J宅業保健スタソ7 1こ

連約する。休業を開始する労働昔に対しては、療養に専

念するよう安心させξ3と同時に、休業中の事務手続きや

職場復帰支媛の下町民についての説明を行う。

tpi理監督者及び事業場内産業保健スタyブ咋は、必要

な辿絡事項及び職場復帰支援のためにあらかじめ検討

が必要な事項については労働占に連絡を取る。場合によコ

ては労働者の同意を得た上で主治医と連絡を取ることも

必要となる。

(2) 主治医による職場復帰可能の判断

く第2ステップ>

休業中の労働脅から職場復帰の意,［1.7刈云えEれξと、

事業者は労働占に対してヰ主治医による職場復帰可能の

判断が記された診断書(復職診断書)を提出するよ引云え

る。診断書には就業hの配慮に閣する主治医の具体的

な志見をfTめてもらうことが望ましい。

なお、現状では、主治医による診断書の内存は、病状

の回復紅J_!之を巾dし、に記載されている三とが多く、労働者

や家族の希望がfTまれている場合宅ある。

(3) 職場復帰の可否の判断及ひ職場復帰支援プラン

の作成<第3ステップ>

安全でスムーズな職場復帰を支媛するためには、最終

的な職場復帰決定の手続きの前に必要な情報の収集と

評価を行ったhで職場復帰のwJ fiを適切に判断し、さら

に職場復帰を支媛するたI})の副本的プラン(以下「職場復

帰支援フラン」とl,う。)を準備しておくことが必要で庇る。

とのプロセスは、本手引きにおける中心的な役割を果た

す宅のであり、事業場内産業保健スタソ7等を中心に、管

理監督昔当該労働者の聞で|分に話し合い、良く連院

しながら進めていく必要がある。

心の健康づくり専門スタッフが配世された事業場にお

いては、これ巴の専門ス夕、ソフは、より専門的な立場か弘

他の事業場内産業保健スタッフ等をサポートするととが

望まれる。

産業医が選任されていない5 0人未満の小規模事業場

においては、人事労務管理ス夕、ソブ及び管叫信管者等、

止は衛牛推進苫もしくは安全衛牛推進苗が、主治医との

連慌を図りなカ立斗また地域産業保健センター労災病院

~~'元P守メンタルヘルスセンター等の事業場外資源を祈用

しながら検討を進めていくことが必要である。

ケースによっては、最終的な職場復帰の決定までのブ

口セスを岡崎にまとめて検討する三ともはJ能であるが、通

'ì:~、職場復帰の準備にはある程度の時間を要することが

多いため、職場復帰前の面談守は、実際の職場復帰まで

に十分な準備期閣を設定したhで計画実施するととが

望ましい。

職場復帰の可否及び職場復帰支援プランに閣する話

し台いの結束につLだは、「職場復帰支援に関する商談

記録票J(様式例 2)等を利用して記録にまとめ、関係書が

その内符を1上いに確認しなが3その後の職場復帰支援

を進めていくととが望ましい。

イ情報の収集と~'1'iI111

職場復帰の可否については、労働者及び閣係者から

必要な情却を適切に収集し、様々な視点から評価を行い

ながら総台的に判断することが大切でiI';る。情報の収集

については労働者の7'ライパンーに|分配慮すること

が垂要なポイシトとなる。情報の収集計と評価の具体的内容

を以下に示す。

(イ)労働者の職場復帰に対する意思の確認

a 労働守U )職場復帰の意思此び就業意欲の確認

b 事業場職場復帰支援プログラムについての説明と|叶

重主
(ロ)産業医等による主治医からの意見収集

議断書に記載されてし渇内容だ討て怯十分な臓場復帰

支援を行うのが困難な場合産業医守は労働者の同意を

得たhで、必要な内容について主治院カジぷ育制や意見

を横制的に収集する。この際には、「臓場復帰支援に関

する情報提供依頼書J(様式例1)舎を用いるなどして、労

働青のフ。ライノ1シーに十分配慮しながら情報交換を行う

ことが責安で主る。

(ハ)労働者の状態守の評価

a 治療状況および柄状の回復状況の確認

(a) 今後の通院治療の必要性、治療状況についての

概要の確認

(0) 業務遂行に影響を汝ぽす症状や薬U痛JI作用印有

4Ii f

(c) 休業中の止活状祝

(d)その他職場復帰に関して考慮すべき問題点など

b 業務逆行能力についての汗制Ir
(a) 適切な睡眠覚醒リズムの有無

(0) IJ!閣の眠気の有無

(c) 注, E:力・集中力の程度

(d)安全な通勤の可否

(0)業務遂t計二必要な作業(読書やコンヒ"ュータ作業、

軽度の運動等)の実胞状況と、作業による疲労の|ロ|
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復貝台
(1) その他ホームワーケ等の巡行状況など

c 今後の就業に閣する労働者の考え
(a) 希望する復帰先

(b) 希望する業務上の配慮の内容や期間

(c) その他符理監督者、人事労務特理ス夕、ソフ、事業

場内産業保他ヌ夕、ソフに対する意見や希望(職場の
問題点の改葬や勤務休制江変更、健康管理上の支

援方法など)

d 家族からの情端
必要に応じて家庭での状態(病状の改善の程度、食

事・睡眠・飲酒守の止活留慣など)について情報を収集
する。

(ニ)職場環境のJ刊 1,
a業務及び職場との適合性

(a) 業務と労働青の能力及び意欲・関心亡の適台性
(b) 職場の人間関係など

b 作業特理作業環境特理に闘する評価

(a) 業務量(作業時間、作業密度など)や質(要求段、
凶難度など)等の作業管理の状況

(凶作業環境の維持・特理の状況
(c) 時期的な変動や不測の事態に対する対~é.~O)lR 祝

c職場側による支援準備状況

(a) 復帰者を支える職場の雰圏気やメンタルヘルスに

関する理解の紅J見
(b) 実施可能な業務上江配慮(業務内容や業務量の

変更、就業市' 1 I1h["宇)
(c) 実施 "1能な人事労務管叫卜江町民主(～日置転換異

動、勤務制度の変更等)

(ホ)その他
その他、職場復帰支援にあたって必要と思われる事頃

について検討する。また、治療に関する問題d山、や、本人

の行動特性、家放の支援状況など職場復帰の阻害要閃

となりうる問題点についても整叫し、その文援策につLべ
検討する。

ロ職場復帰の可否についての判断

イの「情却の収集と評価」の結果をもとに、当該労働青
の職場復帰が可能と与え己れるか否州こついて判断を行

う。この判断は、主に事業J場内産業保健スタyフ腎を中心

に行われるが、職場探境等に関する事頃については、管
理監督苫等のJ百見を十分に-4慮しながら総合的に行わ

れなければならない。産業医が選任されていなし ¥50人未
満の小別模事業場においては、人事労務管叫スタッフ汝

び管理監督吉一等、主<は衛牛推進苫もしくは安全待J牛推進

者均九主治医及び地域産業保健センター、労災病院勤労
者メシタ)vヘルスセンター等の事業場外資源による功, i
をもとにしながら判断を行う必要があるロ

ハ職場復帰支援ブラシの作成

峨場復帰が可能と判断された場台lコ立、職場復帰を支
援するための具体的な7'ランを職場復帰支援7'ランとして

作成する。通常、ノじの就業状態に属すまでにはl¥ くつか

の段階を誌記しながら経過をみる。プラン作成にあたって

はそれぞれの段階に応じた内向及び)!II聞の設定を行う

必要がある。労働背には、きちんとした計画にぷづき着

実に職場復帰を進足ることが長期的、安正的な職場復帰

腎につながることを|分に理解させ、本人の希望のみに
よって職場復帰文援プランが決定されξととがないよう気
をつける必要がある。

職場復帰支援プラン作成の際に倹討すべき内科につ
いて下記に示す。

(ィワ職場復帰H
復帰のタイミングについては、労働者の状態や職場の

準備1Killω両方を考民草した卜で総台的に判断する必要

がある。

(口)符理監督者による業務上の配慮
札業務サポートの内容や方法

b 業務内容や業務量江変更

c就業制限(残業交代勤務深夜業務手の制限また
は禁止、就業時間短縮など)

d 治療上必要なその他の配慮(治療のための外出計

可)なと
(ハ)人事労務管叫卜の対比t
a配i置転換や異動の必要性

b フレソクアタイム市1'度や裁量労働制度腎¢自勤務制度
変更のd必要性

(ニ)序業医等による医J芋的見地からみた,g:見

a安全(健康)配慮義務に関する助言

bその{也、職場復帰支援に関する院学的見地からみ

たE見(売業医が選任されていない場合は宅治医によ
る意見)

(ホ)フォローア、ノブコ

a管理監督占によるフォロアッフの }j法

b事業場内産業保建スタyフ腎によるフォローアソブの

方法(職場復帰後のフォ口ーアップ商談の実施方法等)

c 就業制限等の見直しを行うタfミンク
d全ての就業上の配慮や医学的観察がィ、要となる時

期についての見通し
(へ)その他

a職場復帰に際して労働者が同ら責任を侍って行うべ

き事頃

b 試し山勤制度(リハビリ山勤制度)等が正る場台はそ
の利用についての検討

c事業場タ資源が提供する職場復帰支援プログラム
等の利岡についての検討
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(4) 最終的な職場復帰の決定<第4ステップ>

職場復帰の可否についての判断及び職場復帰支援プ

ランω作成を経て、事業者による艮終的な職場復帰の決 
A止を行う。この際、 J宅業医等が選任されている事業場にお

いては、産業医守が職場復帰に闘する蛍見及び就業上

の措置等についてとりまとめた「職場復帰に関する意見

書J(様式例 3)等を宅とに関係昌問で内容を確認しなかう

手続きを進めていくことが望ましい。
イ労働青の状態の昆終倖認

す'c状の再燃・再発の有無、|ロ|復過程におけるj,凶犬の動

揺の様子号について最終的な確認を行う。
口就業上の措置等に関する意見書の作成

売業医等は、就業に閣する措世等の最終的なとりまと

虻を行い、「職場復帰に闘する意見書J(椋式例 3)守を作
成する。

ハ事業者による最終的な職場復帰の決止

上司口の「職場復帰に関する意見書」守で小された内
容について管県官官者、人事労務管県スタッフの確認を

経た上で、事業者は最終的な職場復帰の決返を行い、労

働者に対して通知するとともに、就業上の梢置の内内に
ついても併せて通知する。管理常倍育、事業場内並業保
健ス夕、ソ7等は、「臓場復帰に関するJ百見書」等の写しを

保告し、その内本を確認しながらそれぞれが責任を持っ
て遂行するよう努めなけれはγぶない。

なオ主職場復帰支擦として実胞する就業上の措i置は、

当該労働者の健康を保持し、円滑な職場復帰を目的とす
るキJのであるので、とω「イ的に必要な内容を超えた措置を
講ずるべきではない。

こその他

職場復帰についての事業場の対比、や就業上の措置の

内容等については、労働昔を通じて主治医に的確に｛ムわ
ることが望ましい。書面による場合は「職場復帰及び就業

措置に関する情地提供書J(様式例4)等の書商を利用す
るとよい。こういった情報父換は、 J宅業医等が全治医と連

院を図りながら職場復帰後のフォローアソフ。をスムー丈に

行うためにλ切なポイントである。

(5) 職場復帰後のフォローアップ<第5ステップ>

心、の健康問題には様々な要閃が復維に重なり合って II
ξ三とが多いため、職場復帰のはJ什の判断や職場復帰支

媛プランの作成には多くの不確正要素がfTまれることが

少なくない。また、たとえ周到に職場復帰の準備を行った

としても、実際には綜々な事情から当初の計画通りに職

場復帰が進まないこともあるロそのため職場復帰支援に

おいては、職場復帰後の経過槻察と臨機応変にプランの

見商しを行うととがより王立要となってくる。

職場復帰後は、管県陪百者によξ観察と支援の他、事
業場内J宅業保健ス夕、ソフ等による返期的または就業上の

抽置の更新時期舎に合わせたフォローアソフ。を実施する

必要がある。フォローアソプのた 15 1)の商談においては、下

記の事唄を中,［,斗ご労働苗及び職場の状況を労働者木人

及び告理監督者カら話を聞き、適宜職場復帰支援7'ラン
の評価や見直しを行っていかなけれはかならない。

イサ'c状の再燃・再発、新しし、問題の発牛等の有無の確

認

フォローアソプにおいては、症状の丙燃・内発について

の半期の気づきと迅速な対応が不可欠で主る。事業場内
産業保瞳アタyフ守は符理監督者と連慌しながら労働者

の状態の変化について適切なタイミングで対比、 , ' 1 ' ,米るよ

うH頃から連携を図っておく必要があるロ

口勤務状況及び業務遂行能力の評価
職場復帰の綜子を評価するσ氾主主要な視点であり、労

働者の, E:見だけでなく管理監督占かうのE見も合わせて

客槻的な評価を行う必夏が庇る。
ハ職場復帰支援ブラユゴ〕実施状1］［の確認
職場復帰支媛プランがJ十回通りに実』面されているかに

ついての確認を行う。予定通り実施されていない場合に
は、関係者間で阿制整を|刈る必要がある

ニ治療状況の確日記

通院状i'iIや治療の自己中断守のチエソ夕、現在正病状
や今後の見通しについての主治慌の意見を労働者から

聞き、必要に応じて労働苫の|寸志を得た上で宅治医との

情報交換を行う。
ホ職場復帰支援ブラユゴ〕評価と見向し

様々な視点、かう現行の職場復帰支媛フランについての

評価を行う。何らかの問題が生じた場合には、閣係者間
で辿携しながら臨機脳変にプランの変更を行う必要があ
る。

4 管理監督者及び事業場内産業保健スタッフ

等の役割

(1) 管理監督者

管理監督昌は、事業場内高菜保健ス夕、ソフ等と協力し

ながら職場における作業環境及び作業環境符理上の問
題点を把握し、それらの改造を|ヌ|るととで職場復帰支援

における業務上の配慮を履行する。また、復帰後の労働

者の状態についても事業場内産業保健ス夕、ソフ守と協力

しながら注意深い観察を行っていく。人事労務管開上の

問題については人事労務管理スタソ7と連携して旭切Yょ
対応を図ってしベ。
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(2) 事業場内産業保健ス少yフ等

イ人事労務'Pt理スタyフ

人事労務管開ス夕、ソフは、人事労務管叫卜の問題点を

把梶し、職場復帰支援に必要な労働条件の改蕎や、配世

転換、異動学についての配慮を行う。職場復帰支援にお

いては、佐業1 ' "等他ω事業場内並業保位ス夕、ソブ等と辿

携しながらそのF続きが円滑に進むよう調整を行う。

ロ産業医等

監業院等は、職場復帰文援における全て正過程で、管

理監督昌及己主人事労務担当昌広機能を専門的な u:場か

ら支援し、必要な助言及び指導を行う。特に、労働者の診

績を担当している主治院との情報交換や院煽的な判断に

おいては、専門的、'f場から中心的な役割を担うD 労働昌

や主治医均、ょうYnlJ得た情報についてはプライバシーに西日

屈しながら、関係守閣で取り扱うべき情報について制整を

行い、就業上の措世が必要な場合には事業者に必要な

:吉見を述べる。

ハ衛生管理青等

衛牛管理苫等は、 yt業医等江助言、指導等を踏まえて、

職場復帰支援が円滑に行われるよう労働昔によJするケア

及び管叫駐留者のサポートを行う。また、必要に此、じて人

事労務管理ス夕、ソフや事業場外資源との連絡調整にあた

る。また、 5 0人未満の小規模事業場においては、衛生推

進守又は安全衛生推進者は、労働背反び管開駐留者と

連携し、全治医及び地域序業保健センタ一、労災病院勤

労者メンタルヘルスセンタ一号の事業場外資源による財

,, を求めなカち、開場復帰支援に闇する業務を担当する。

ニ i~健帥等

保健師守は、産業医腎及び衛生f~;,理者等と協力しな

がら労働背に対するケア汝ぴ管叫官官者に対する支援

を行う。

ホ心の健康づくり専門スタyフ

事業場内l訴前中科医、 ιし、瞭内科医、臨床心県一仁並業

カウンセラー、心理相談担「占等の心正健康づくり専門

スタyフがいる場合には、これらの専門スタソフは他の事

業場内並業保健スタソブ等をより寺門的な立場かユ支援

する。

5プライバシーの保護

職場復帰支援において主紛れる労働者の健康情報学

川まとんと守が、労働守のプライパシーに関わるもので ileる。

労働昌の健康情報等は個人情報の中ても特に機微な情

報であり厳格に保護されるべきをのである。とりオ>けメン

タルへん刃こ関する佐康情制等は慎主主な取り扱いカ,e1i_ 、要

である。また、周四の「気づき情報」は、当波f~供苗にとっ

ても何人情端でお;真卓な取り扱いが必要となる。事業育

は労働省の健康情報等をi直止に取り般い、労働者のプラ

イパシーの保護を園らなければならない。

(1) 情報の収集と労働者の同意等

職場復帰支媛において取り岐う労働昌の健康情報等

の内dれは必要最小限とし、職場復帰支援と事業者の安全

配慮義t)jの履行をけ的とした内容に限定するべきである。

労働昌の健康情報等を収集する際には、原則として、全

て本人の阿;童を得なければならない。必要に応じて二t治
医や家族から情械を得る場台にも、平11用H的を明らカ斗=

し、原則として本人の|叶, gを得た上で情報の収集を行わ

なければならない。また、労働昔の健康情報守を第三昔

へ提供する場台も本人の同意が必要で車る。

このような場合に備えて、あらかじ館市件委員会等の

審議を踏まえて、必夏な情報の収集号を行うた止の労働

者の同意の取り方やその｝,l本部Yぷ項円や手続き等を定

めておくことが望ましい。

(2) 産業医等による情報の集約ー整理

労働青の佐版情半日等はそれを取り扱う青及び権限を

明確にし、職場復帰支援に関わる占がそれぞれの責務

を遂行する上で必夏な範圏の情報に限定して取り扱うこ

とを原則とすべきである。特に、メンタルヘルスに闇する位

康情報等のうち、精神疾患を示す病名は誤解や偏見を糾

きやすいことから、特に慎重な取扱いが必要である。この

ととからも、情411が産業院等の手許に集中され、産業1*
等が就業よ必要と判断する限りで集約・整理した情報が、

事業場の中でその情報を必夏とする者に伝えられる体制

が望ましい。との場台、産業俣等は守門的な立場から情

報を集約・整理し、労働者のプライバシーが守!ミれた状態

で除|係者間σ育報交換が可能になるよう、調整役として上

手く機能する必要がある。

しかしながら、現状では、 yt 業医が剥',～: ～勤である事業

場や産業医の選任義務のない事業場も多い。このような

事業場では、今後、健康情報等の取扱いに際し、産業1*
等が中心となるよう、その体制を備えて1)くことが望ましいロ

(3) 情報の漏洩等の防止

事業者は、労働干干の健康情報等の漏洩等の防 11措置

を厳重に講ずる必要がある。また、健康情報等を取り扱

う者に対して、その責務を認識させ、具体的な健康情報ウ干

の保護措置に習熟させるため、必要な教育政む研修を行

う必要がある。さらに、事業場外資源である外部機関を活

用する場台には、当該機関に対して、労働者のプライパ

シ- O J i1'護が|ヌ|巴れるよう、必要かつ旭切な占策を1講じる

必要がある。
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(4) 情報の取り扱Lリレールの策定

事業者は、事業場職場復帰支援7rゴグラムに闘する規
程汝ぴ体制の整備をド1(るにあたって、他康情半日等ぴ〕取扱

L、に関して、持J牛委員会等の帯議を踏まえてー止のル

Jレを指定するとともに、関連するえ書の書式、取り扱い.'A
びに保管方法等について定めておく必要がある。

(5) 法令・指針等の遵守

ブライノローの保護に閣しては平成1 5イ1 5 ) )に個人
情報の保護に閣する法律が成立し、平成17年4月力、ら全

面他行され、さ引こ、関連する法令指針等の制どが進む

など、個人情報保護の取り組みへの要請は高まコている。
事業育は労働者江健康情報等プライバシーU刈呆t~に闇

する法令指針等の趣旨及び内容を十分に理解し、これ

らを遵守し、労働者の健康情報守干の適疋な取り扱IIを図
らなければならない。

6その他職場復帰支援に関して検討留意すべ

き事項

(1) 主治医との連携の仕方

主治院との辿携に当たっては、事前に当該労働背へ
の説明と|叶J古を得ておく必要が£る。また、全治医に対し

て事業場内産業保健7/'?yフ守有平!理監督者それぞれの
立場や役割、病気休業や職場復帰に関する会祉の別g'J 、

ブラfパ、ニーに関する事項等にτいて十分な説明を行う

ことも必要である。その際、労働者本人の職場復帰を支

援する立場を巾JL ; 、としながら必要な情報交換カ吋丁われる
よう努めなければならない。必要な情報とは職場復帰支

援に関して職場で配慮すべき内向が中心であり、またそ

のた虻の開解を得るための必要昆小限の病態や機能に

関する情報であるロ必ずしも具体的な疾患名が必要とさ
れるむけではない。特に産業医警は専門的な立場からよ

り詳細な情報を収集出米る立場にあるが、主治院とスムー

ズなコミュニケ ションが図れるよう精神医 '7 、心身医学
に閣する基礎的な畑識を自得していることが必要となる。

また、「職場復帰支援に闇する情制提供依頼書J(版式
例 1)等を同いて判治医に情報抱供を依頼する場台や、直

肢二t治医との連絡や面会を行うi場合、それに費用が要す

る場台の負担については、事前に各事業場で取り決めて

おく必要がある。

(2) 職場復帰可否の判断基準

職場復帰μl再について以叫的な判断基準を示すこと

は困難であり、個々正ケースに応じて総合的な判断を行

オJなければならない。労働守の業務遂行能｝］が職場復帰

時には未だ病両日のレベルまでは完全に改著していないこ
とも考慮した上で、職場の受け人れ態勢と組み合わせな

がら判断しなければならない。職場復帰判定思準の例と
して、労働苫が職場復帰に対して十分な,g:欲を示し、通勤

時間帯に 人で安全に通勤が出来ること、会社が設定し
ている劫務時間の就労が "1能であるとと、業務に必要な

作業(読書及びコンヒ。ュータ作業、軽度の運動等)をこなす

ことカγとさること、作業舎による疲労が翌円までに|分回

復しているとと等σ;也、適切な|昨眠党問リズムが整ってい
ること、昼間の眠気がないこと、業務巡行に必要な注丘力・

集中力が回復していること等があげられよう。
次頃に掲げる試しf十I劫制度(リハビリ I中『助制限)が整

備さ才lてL託事業場や、事業場外の職場復帰支援サービ

ス守が利用可能なJ場合には、これらを利用すξことにより、
より実際的な判断がはJ能となる。

(3) 試し出勤制度(リハビリ出勤制度)

社内制度として試し出勤制度 (l lわゆるリハビリ出勤
山lt !_i uを設けている場台、より早い段階で職場復帰の試み

を開始することが出来、結果として半期の復帰に粘びつ

けることが可能となる。また労働者自身が実際の職場に
宇'jl)て自分白身此び職場の状況を確認しながう E帰の準

備を行そことが出来るため、より高い職場復帰率をもたら

すことが則侍される。しかし、この制度の運用においては、
試し附劫の人事労務管開hの位置づけについて十分に

検討しておく必要が正る也、この帝度が職場の都台でな

く労働者自身の主体的な考えや判断にをとづいて運用さ
れるよう情意すべきである。

(4) tまずは現職へ復帰」の原則

職場復帰に闘しては現職へ復帰させることが多い。こ

れは、もしより好ましい職場への配置転換や異動であっ
たとしても、新しい環境への適応にはやはりある程度の

時間と心理的負担を要するためであり、そこで生じた負
担が疾病の丙発・ドチ燃に結びっく "1能性が指摘されてい

るからである。これ以〕ことから、職場復帰に関しては「ま

ずは現職に復帰」を原則とし、今後配置転換や児動が必
要と忠オ)れる事例においても、ます2はノ cOJ! l:! nt=職場で、

iJtる程度のペースがつかめるまで業務負担を軽減しなが

ら経過を樹祭し、その上で配置転換や民動を考慮した方

が良い場台が多いと考えられる。ただし、とれはあくまで

も原則であり、異動等を誘因として発伍したケ スにおい

ては、現在の新しll職場に上手く適応出来なかコた結果
でiJtるはJ能性が画いため、適此、同米ていた以前の職場に

戻すカ¥または他の泊応可能とJ.ttわれる職場への暴動を
積極的に考慮した方が良い場合が去る。そ江他、職場夏
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凶と何人要凶の不適台が生じている "1能性がある場台等
においても、本人や職場、主治医等からも十分に情報を

集め、総合円切三判断しながら配置転換や民動の必要性を

検討する必要がある。

(5) 職場復帰に関する判定委員会("わゆる復職判

定委員会等)の設置

職場復帰に閣する判定委員会(いねむる復職判定委
員会等)が設置されている場台、職場復帰支媛の子続き

を組織的に行える舎の利点があるが、委員会決議につい
ての責任の所在の明格化、迅速な委員会開催のための

ム犬、身体疾患にオ卦する tlJiioT続きと異なることについ

ての問題点舎について|分に倹討しておく必要がある。

(6) 職場復帰する労働者への心理的支援

校病による休業は、多くの労働占にとって働くことにつ

いての同信を失わせる出来事で去る。必要以上に同信を

失った状態での職場復帰は、他国語及び就業能 )Jの回復
に好ましくない影響を与える可能併が高いため、周阿か

らの適切な心理的支援が大切となる。特に告理監督者は、
労働者の焦りや不安に対して斗を傾け、 flt康の回復を優

先するよう努め、 Mら均的珂題が中じた場合には単めに

相談するよう労働者に伝え事業場内産業保瞳ス夕、ソ7守

と相談しながら適切な支援を行っていく必要がある。

(7) 事業場外資源の活用

職場復帰支援に主卦7る専門的な助7守や指導を必: 2 Iと
する場合には、それぞれの役割に比、じた事業場外資源

を活用することが望ましい。中小規模事業局等で、専門的

な人材の確保が困難な場台は、地域産業保健センター、
都道府県並業保健推進センター、中央労働災害防 11協

会、労災病院草J!労昔メンタルヘルスセンター、精神保健福
祉センターウ7の事業場外資源の支援を受ける号、その活

用を|叫ξことが有効で正る。特lこ5 0人未満σ〕小規模事業

場で1立、事業場内に|分な人本初、確保できない場合が多

いことか3、必:2Iに応じ、地域産業保健センター、労災病
院勤労者メンタルへ)cスセンター等の事業場外資源を活

用すξことが有効であり、衛1'推進者又は安全衛1'推進

者は、事業場内の窓口としての役割を果たすよう努める

ことが必裂となるU

(8) 職場復帰支援に関する体制の整備と教育による

事業場職場復帰支援プログラムの周知

事業育は策J.Eされた事業場職場復帰支援フιログラム
が、事業場の実態に即した JI~で実肱されξ ょう社内の規

程及び体制の整備を図らなけオリまな巳ない。また、事業場
職場復帰支援プ口ゲラムが労働者及び管坤監伴育、事業

場内虚業保位スタソフ等に十分間知されるよう必要な教

育を実施する必要がある。 悶
付記

1 用語の定義

本手引きにおいて、以下に掲げる用語の定義は、それ
ぞれ以トに定めるととろによる。

(1) 産業医等

産業医その他労働者正建康管理守を行う医師をしの。
(2)衛生管理者等

衛牛管理昔、持J牛推進昌止は安全衛牛推進苗をいう。

(3)事業場内産業保健スヲッフ
並業~等、衛生管f明者等及び事業場内の保健師等を

し、う。

(4)心の健康づくり専門スヲッフ

心叫相談担当育、並業カウシセラ一、臨床心県一上、精
神科医、心療内科医等をいう。

(5)事業場内産業保健スヲッフ等
事業場内並業保健スタソフ及び事業場内の心の位版

づくり専門スタiノブ、人事労務管理ス夕、ソフ等をいう。

(6)事業場職場復帰支援プログラム
相々の事業場における職場復帰支援の手順、内容及

び関係書の役割等について、事業場の実態に即した形

であらかじめ当談事業場において定めたもの。
(7)職場復帰支援プラン

職場復帰をする労働占について、労働者ごとに具体的

な職場復帰円、骨理監督昔の業務上江配慮及び人事労
務管叫卜ω対応等の支援の内容を、当夜労働者の状討

を踏まえてlどめたものロ

2 様式例について
後掲の様式例［省脈］は、本手引きにぷづいて職場復

帰支媛を行うために、件ステッ7で必要となる文書のうち安

となるえ書について、その基本的な項目や内dれを例とし
て示したものである。との様式例ω所用に当たっては、各

事業場が衛牛委員会等ロコ帝議を踏まえて事業場職場復
帰支援7 " 0ゲラムを議定し、必要な諸規程を整備し、事業 

場職場復帰支援ブロゲラムを運用する過程において、三
れ~~ø様式例を参与に、より事業場の実態に則したもの

を整備することが望ましい。

3 本手引きの適用に当たっての留意点

本子引きは、心の健康問題による休業昔で、医予的に
業務に復帰するのに問題がない程度に回復した労働者

を対象としたものである。本手引きの適用が同難な場台

には、宅j台医との連携の上で、地域障害者職業センター

腎の外部の専門機関が行う職業リハビリテーションサー
ビス等の支援制｝_~O)~丹用について検討するととが町T育

者えられる。 且μ』
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労働者の健康情報保護検討会報告書

労働者の健康情報の保護に 関する検討会報告書
平成16年9月6日公表

労働者の健康情報の保護に関する検討会

はじめに
〇労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以 
下「安衛法」という。)に基づき労働者に対して行 
われる健康診断の結果や、任意に事業者が労 
働者について得た健康に関する情報に対して、 
個人情報保護の観点から適切な措置を講ずるこ 
とが必要であることから、「労働者の健康情報に 
係るプライバシーの保護に関する検討会」似下、 
「検討会」という。)(座長:保原喜志夫•北海道大 
学名誉教授)が平成11年3月に設置され、平成12 
年7月に「中間取りまとめ」が行われた。

〇本検討会は、その後、平成15年に個人情報 
の保護に関する法律(平成15年法律第57号。 
以下「個人情報保護法」という。)が成立し、平成 
17年4月1日に全面施行されることから、同法を 
踏まえ、平成16年4月に改めて労働者の健康 
に関する個人情報(以下「健康情報」という。)の 
保護の在り方について検討を再開することとした 
ものである。

〇個人情報の保護に関しては、私生活はみだり 
に公開されるべきでないという従来の伝統的なプ 
ライバシーの概念があり、さらに、近年の情報化 
の進展した社会においてその侵害を未然に防止 
する観点から、自己に関する情報の流れを自ら 
が管理するという考え方が出てきている。労働者 
の健康情報は特に機微な情報であることから、 
この新たな考え方は非常に重要である。

〇さらに、「中間取りまとめ」では将来的な課題と 
された事項もあり、当検討会においては、これら 
の視点からも労働者の健康情報の保護の在り方 
についての検討を行った。

1.労働者の健康情報の範囲について
〇「個人情報」とは、個人情報保護法において、

「生存する個人に関する情報であって、当該情報 
に含まれる氏名、生年月日その他の記述等によ 
り特定の個人を識別することができるもの(他の 
情報と容易に照合することができ、それにより特 
定の個人を識別することができることとなるものを 
含む。)」(同法第2条第1項)とされている。

〇 労働衛生の分野で、個人情報保護法にいう「個 
人情報」に該当するものは、安衛法に規定する、 
産業医が行う労働者の健康管理等を通じて得ら 
れる情報(同法第13条)、作業環境測定結果の 
評価に基づいて労働者の健康を保持するため必 
要があると認められる時に実施される健康診断 
の結果(同法第65条の2第1項)、一般健康診断、 
特殊健康診断、臨時健康診断の結果及びそれ 
について医師等から聴取した意見と就業上の措 
置(同法第66条〜第66条の5)、保健指導の記 
録侗法第66条の7)、心と身体の健康づぐ〕(トー 
タル•ヘルスプロモーシヨン•プラン:THP)を通じて 
得られた情報(健康測定結果、健康指導内容等) 
(同法第69条)、及び労働者災害補償保険法に 
規定する、労働者から提出された二次健康診断
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等給付に閲する情報(一次健康診断の結果、特

定保健指導の記録等)(同法第お条、第 27条)が

ある。

それ以外の健康情報としては健康保険組合が

実施する保健事業(人間ド、ソグ等)を泊じて符られ

た情報、療益の給付に関する情報(受診記録、

診断名等)、限療機関からの診療に悶するその

他の情報(診断書等)等が挙げられる。

0 労働斉の健康情報は、労働者の健康の保持

噌進を円的とする場合以外にも、安衛法第2条

$3月に規定する事業者(事業をfTう者で、労働

斉を使用するものをいう。以卜「事業者」という。)

によって収集される場合がある。例えば、労務管

理のために浜病による欠勤の際に提出される原

凶疾病に関する届印I等があり、とうした労働斉の

健康碓保以外をH的として収集される健康情報

であっても保護されるべき健康情報であξことに

変わりはない。

2.労働者の健康情報保護
についての基本的な考え方

0 健康情報は、恒人情報の '1'でモ特に機微な情

報であり、労働者の権利として、特に厳絡に｛思議

されるべきものであることから、事業者は、情報

提供する範囲を必要最小限にするなどの配慮を

行い、その適正な取扱いがい1(られなければなら

ない。

0 しかし、事業者は、安衛法やその他の関係法

令により、労働斉の安全と健康の倖保のために

必叫な陪置を講ずる責任を有するとともに、裁判

における判例等によれば、民事上の安全配慮義

務を果たすととを期待されているため、 J去の許す

範阿で、労働者の健康状態、病歴に悶する情報

など医療上の個人情報を幅広く収集し、必要tci. J就
業場所の変更、労働時間の短縮等の措置、作業

環境測定の実施や施設・設備の設肯・整備等の

措置を講ずるために活用することが求められて

いる。

0 事業者は、以|のように労働者の健康を確保

するために、健康診断等を五施し、労働者の健

康情報を収得するだけでなく、その結果に基づき

適切な措置を講じるために、その健康情報を医師

等のほか、必要に比、じて関係者に対して提供し、

対応を協議することが求められる場合もあり、そ

の際に労働者のプライバシーに抵触する可能性

がある。

0 以|のことカも明らかなように、事業者が健康

情報を取り扱う際には、労働者の健成保持のた

めに健康状態を担保する北務と、不必要に労働

者伺人のフOライパシーが伝言されないように保護

する義務との問での均衡を圏ることが求められて

いる。

0 こうした基本的考え方を具体化するため、検討

会は、事業者が労働者の健康情報を取り扱う際

に遵守すべき事頃や方向性について引き続き検

討を行った。

3労働者の健康情報を取り扱うに
際しての事業者の義務等

(1)利用目的の特定とそれによる制限

アー利用目的の特定

0 個人情報の「利用の目的をできる限り特定しな

ければならなしりという倒人情報保護法第 15条

第1唄の規定は、労働者の健康情報においても

当然にあてはまる。その「できる限り特定」とは、

抽象的、一般的な特廷ではなく、具体的かつ凶別

的な特定である。

0 法定の健成診断は、その結栄に基づき、事業

者が温切な措置を講じることにより、労働者が健

康を確保しながら就業できるようにすξ二とを円的

としている。

Oi去定外の健康診断キその他の健康情報の収

集は、それぞれH的が異なる場合があることか

弘それぞれ具体的かつ個別的にその目的を特

定するべきである。そして、利用U的の特定は、

事業者が策定したルールに従って行わなければ

ならない。

イ利用目的による制限

O f同人情報保護法第2条第3唄によると、個人情

報取般事業者とは、個人情報データベース等を
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事業の川に供している者 (1)圃の機団、 2)地方
公共同休、 3)独立行政法人等、 4)地 )j独立行政

法人、 5)その取り扱う個人情刊の屋及び利用方

法かうみて個人の権不Ij利益を宵すξおそれが少

ないものとして政令で定める者を除く。)をいう。

個人情報保護法施行令2条では「過去6か月以

内のいずれの臼においても、原則として、その事

業の用に供する個人情報によって識別される特

定の倒人の数が5000を超えない事業者」は、同

法に規定する｛同人情報取扱事業者にならないこ

ととさオ1ている。

O j凶人情報保護法第 16条によると、個人伯報取

扱事業者は、 1)法令に基づく場合、 2)人の桁命、

身体又は財産の保護のために必要がある場合

であって、本人の同 dEを得る三とが閃難であると

き、 3)公衆衛恒の|向上又は児草の健全な育成の

推進のために特に必要がある場合であって、本

人の同患を得ξ 三とが閃難で主るとき、 4)同の機

関片しくは地方公共凶体又はその委託を受けた

tiが法令の定める事務を遂行することに対して

協力する必要がある場台であって、本人の同怠

を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ほ

すおそれがあるときを除き、あらかじめ本人の同

五、を符ないで、特定された利用U的の達成に必
'～な範阿を超えて何人情報を取り扱ってはならな

いこととされている。また、合併その他の事自によ

り、他の個人情報取扱事業者カら事業を求継す

ることに伴って何人情報を取得した場合は、あら

かじめ本人の同慈を得ないで、承継前における

～該個人情報の利用 U 的の達成に必要な範囲

を超えて、当校f同人情報を取り扱ってはならない

とされており、この原 lliJは、事業者が労働者の健

康情報を取り扱う場合にもi且用されるべきである。

(2)事業者による収集

0 $業者は、労働者江健康情報を収集する際に

は、上記の倒人↑古報保護法の趣旨にのっとり、

1)法令に基づく場合、 2) 人のや命、身体又は財

産の保護のために必要がある場合であって、本

人の同怠を得ることが閃難で主るとき、 3)公衆衛
恒の|句|又は児草の健全な育成の抑進のため

に特に必要がある場合であって、本人の同;芭を

得ることが凶難であるとき、 4)圃の機河村しくは

地 )j公共悶休又はその委託を受けた  tiが法令

の定式る事務を遂行する三とに対して協力する必

l立がある場合であって、本人の|司立を得ξことに

より当該事務の遂行に文障を及ぼすおそれがあ

るとき、等の特別なI場台を除吉、利用凶的を明ら

カヰこした|で、本人の|百I立を得なけ才叫立、な巴ない。

O 労働者カ￥~!定山された診断書の内存PJý 正育

械について医原機関から健康情報を収集する必

0 このような場合に備えて、事業者はあらかじめ

衛生委H会等の審議を踏まえて、医療機関から

必 l比な情報を収集するための本人の|司意の取り

)jや基本的な項目と子続き等を定めておくことが

望ましい。

0 安衛法では、事業者に対して健康診断の実施

(同法第 66 条)、その粘県の記録(同法第(前条の

3)と引コ結果に艮づく必要な措置(同法第66条の

5)を義務付けており、さらに、労働者に対しても

受診義務(同法第 66条第5項)が規定されている

ため、事業者に対して労働者の健康情報がヨ然

に提供されることになってL氾二とかう、労働者に

対する健康診断の受診の義務化について個人

情刊の保護rJ:観点から検討を行う必要が主ると

の意見があった。

0 すなわち、 1)安衛法の趣肖・目的と労働者の

プライバシーrJ:保護手選択権とを比較した場合、

労働者に対する健康診断の受診の義務化は妥

当かどうか、 2)仮に義務化は妥当であったとして

も、現行制度の義務化の方策が妥3かどうか、

についての以下のような議論があった。

0 労働者に健康診断受診を義務付けるという  )j
向を変えるべきとのd意見として

1) 労働者に健康診断の受診義務を課して、そ

の結県として個人情報の提供を義務化してい

る現行の安衛法の規定は、個人↑古報保護の

観点カらは適当でなく、出リ伺の方法を考えるべ

きではないか。例えば、 般(建炭診断に限り同

法第66 条第5項の労働者の受診義務を削除

し、これと引き換えに事業者の健康診断の実

施義務に対応する労働者の健康診断を受け

38 安全センター情報 2C コ4年 11月号



る権利Iを明確化することが考えられる。

2) 安衛法第凸6条第5項は、国が労働者に対

して健康診断の受診を北務化した切コであって、

この規定に基づいて事業者は労働者に対して

受診を命ずることはできないとの比解もあり、

乙の見解によれば安衛法における労働者の

受診義務の規定をはずし、就業規則等に明記

することにより、事業者は労働者に対して直接

受診を命ずるととができるようになり、労働者

の権利と義務がー屑明確になるとともに、受診

卒との関係でも羽白の法定健康診断の制度が

実効イヒしていくと青える。

といった意見があった。

0労働者に健康診断受診を義務付ける  )j向を

変えるべきでなtlとする志L見として

1) 労働者の受診義務の規定をはずしでも、事

業者が健康診断を実施しなければならなL、義

務が残るととから、労働者は白らの義務では

なく事業者の法遵守のために健康診断を受け

なければならないこととなり、事業者として労働

者に健康診断を受診させなければならない義

務は重くなり、受診を望まない労働者への説得

は難しくなる。そ1江粘県として、健康診断¢受診

率が上昇するとは考えにくく、むしろ低ドする

懸念がある。

2) 安衛法で労働者に義務付け足れている 般
健康診断には、個々の労働者の健康を催保

する同的、労働者を集凶としてとらえて健康を

謝金する目的、そして、伝染性の疾患、 R体的

には結核等の疾病の蔓延から職場を守るU
的の=つがあり、労働者の受診義務をなくした

場合、事業者はこれらの目的を米たすことが

閣難となる。

3) 過重労働による健康障害がなお存在すると

いうわが国の現状から、現時点で労働者の健

康診断の受診義務をはずすととには危険が大

きすぎる。

などとする意見があった。

。乙の件に関しては、将来の課題であるなどの

様々な意見が出されたが、結局現行制度を変更

することには、現時点では消極的な見解が大勢

であった。

Oしかし、このように国が労働者に対して健康診

断の受診を義務付けている結果、本人の4百思lこ
s'Jわらず、 f同人の特に機微な情報といわれる健

炭情報が事業者に把握されξことからその情報

保護の措置も、同によって適切に講じられる必要

があると考えられる。

Oまた、法定の健康診断において、国が健康診

断の項Uを定め、また事業者が検査伯そのもの

を収集するよう運川している点をどのように考え

るべきかとの議論もあり、

1) 健康診断の項Uを同で定めなければ、事業

者によって健康診断に格発が中じるので、現

状どおり定期健康診断において、椋準の項目

を設けるべき。との彦見が大勢であったが、一

方で

2 ) 労働者が肉らの権利として、事業者の費用

負但により、一定の検査を受け、健康の維持

に必l止な情報を得るとの観点カもすれば、国

が健康診断の項目を義務付けξより、労使関

係の問題として取り扱うべきではないか。

との見解ももE刀之された。

(3)秘密の保持

O 安衛J去においては、「健康診断の実施の事務

に従事した者」に対して「その実施に関して知り得

た労働者の心身の欠陥その他の秘密をJ属らして

はならないJ(同法第 104条)とされている。

0健康診断の結果以外にも、健康情報には、 r1
労働者の健康情報の範囲について」で述べたよ

うなものがあり、これらの情報についても、 i出止

に収、密が保持される必l止がある。

0 健康診断をはじめとする労働者の健炭確保に

ついては、虚業医等(安衛法に規定する、主主業

医 1(司法第 13条)及び労働者の健康管理等を行

うのに必要な医学に閣する知識をのする医師(同

法第13条の2)以ザ「虚業医等」という。)の役割

はもとより、産業看護臓や衛十管理者・神i小冊進

者等の役訓も大きい。また、健康診断の実施に

関する業務の全部メは一部を、医原機関等17:外
部の健診機関に委託する場合もある。これらの

者には適疋に秘密を保持させる必要がある。ま
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た、健康情報を記録したり、具体的な人事・労務

上の権限等を行使する者(安衛法第 oo 条の3及

び第6 6条ののにもi且止に秘情を保持させる必

泌がある。
(4)情報の管理

ア安全管理体制の整備

0 事業者は、その取り扱う労働者の健康情報が

機微で主力、労働者の権利として特に厳格に保護

されるべきものであることに鑑み、漏えい、滅失

又はき慌の防止そ7也何人データの安全管理の

ために、人的、組織的、技術的な安全管理措置

を厳重に講ずる必要がある。

0 事業者は、健康情報の収扱いに当たって、個

人情報保護江主日,) )JJめ利用目的に合致した情報

の取扱川こ関する安全保護措置等、一定のルー

ルを策定しておく必必がある。

0 $業者は、健炭情報の管理責任者や健康情

報を取り扱う者に対して、その責務を認識させ、具

イ体4的な健康情報の保町護蔓拍J白肯に習熟させるため、

必要な教育及び

O 事業者は、健康診断の実施に関する業務の

全部又は一部を、院療機関等に委託したり、メン

タルヘルスサービスを提供する氏問機関を利用

したりして、健康情報の取扱し吃外部機関に行わ

せる場合には、契約に際して、健康情報の安全

管理が図られるよう労働者のプライバシーの保

護方策を感り込む等、委託先に対する必要かっ

適切な監督を行わなければならない。

イ取扱いについてのルールの策定

0 事業者は、健康情却を取り扱う者及びその権

限を明碓にした|で、そのうE務を行わせなければ

ならない。

また、健康情報の取扱いについて権限を与え

られる者及びその取り扱う健康情報の範阿は最

小限度とすべきで£る。具体的には、産業医・産

業看護職や衛生管問者等の虚業保健スタッフ、

人事労務担当者・管理監督者等が、それぞれの

責務を逐行するうえで必要な範囲の情報に限定

して取り扱うととを原則とすべきである。

事業者は、このような~X扱いについてのルー

ルの策定において、あらかじめ労働者の惹比を

聞く必'～がある。

o ['1 '間取りまとめ」で検討が必要とされた、労働

者の健康情刊の取扱いを虚業医等が中心となっ

て行うことについては、労働者の健康情報に閲

する秘密保持や適疋な取J泣いを徹底するため、

健康診断の結果である生広データは、主主業医等

の手許に集中され、労働者の就業|必止!lと判断

する限りで、加工されたデータが事業坊の1' 'でそ

の情報を必要とする背に伝えられる体制が望ま

しいということができる。ただし、実際には月に llnl
職場を訪れる非常勤の産業医が多い1' 'では、情

報の伝達が滞るロJ能性があり、また、 50人未満の

産業院の選任義務がない事業場も多数存在す

ることから様々な課題も指摘された。

0 健康情報にぷづく診断、医守的な判断により

事業者へ意見を述べることなどは、産業区等が

行わなければならない。

しかしながう、健康情報が記載された文占の授

受・整理・保管などを行う者は、必ずしも産業医等

である必要はなく、事業拐の常勤職が関日する

ことにより実務をj帯りなく処閉するととができると

考えられる。

0 今後、事業場において健康情報を取り扱う際

には、虚業医等が中心となって実施するような体

制を備えた事業場が噌えるよう取り組んでいく必

要がある。

0 このほか、健康i情報の取扱いに関して、法定

の健康診断など特別な場合を除いて、収集の段

階で本人の同;草が必要であり、また、収集された

情報の利用停止や陀棄についても、本人の志思

が最大限尊重さ才げ』ければならない。

このような取扱いについても、事業者は、労働

者と台,ê~した上で、ルールで具体的で実効的な対

応方法を取り決めておく必叫がある。

ウ.労働者とのトラブル

0 個人情報保護法は、「倒人情報取扱事業者は

何人情報の収扱いに関する梓情の適切Jかつ迅

速な処理に努めなければな巳ない。 J(同法第 31
条第1項)とし、さらに「個人情初取扱事業者は、

前項の円的を達成するために必l立な体制の整備

に努めなければならないJ(同条第2項)としてい

40 安全センター情報 2Cコ4年 11月号



る。労働者の健康情報に関しても、何人情報保

護法の趣日にのっとり、事業者はaうかじめ労働

斉との聞で不適切な取扱いが行われた場台の古

情処理の方法等について合意しておく必l止があ

る。

(5)本人への開示

0 安衛法|、一般健康診断については、健康診

断の五施後にその結以を本人へ通知する義務

が規定されているが(刊法第 66条の 6) 、特殊健

康診断の結果についても、労働者の権利として

同様の通知義務を規定するべきである。

(6)事業者から第三者への提供

0 事業者は、僻人情報保護法の趣旨にのっとり、

1)法令に基づく場合、 2)人の生命、身休又は則

主主の保護のために必要がある場台であって、本

人の同意を得ることがはJ難で反るとき、 3)公衆衛
生の向上又は児童の健全な育成の推進のため

に特に必要がある場台であって、本人の同患を

得ることが凶難でまととき、 4) 国の機関丹しくは地

)j公共同休又はその委託を受けた者が法令の

定める事務を遂行するととに対して協力する必要

がある場合であって、本人の|百j意を得ξ二とによ

り当該事務の遂行に文障を及ぼすおそれがある

ときを除き、あらかじめ本人の同志を得ないで健

康情報を第三宅者に提供してはならなL止考えられ

る。

0 台併等事業永献に伴う労働契約の求継の場

合には、労働契約かう小じた安全配慮義務も引

き継がれξと考えられることかう、健康情報だけ

を排除するむ行のは台用性がなく、この場台は、

労働契約を包括して継承した者は第=者には当

たらないと考えるべきで変る。ただし、労働者の

部のみを縦続して雇用する場合は必ずしもこの

包括承継には当たらず、また、健康情報を基に

労働者を選別すること等は健炭情報の目的外使

用にキ~L_jするととを事業斉や人事J口出者などに

認識させておく必 l止がある。

(7)特に配慮が必要な健康情報の取扱いの留
音山点

0 回 V !感染府やB型肝炎等江草 '1"1的経過をたど

ξ感染症の感染状況に閣する情報や、色覚検金

等の遺伝情報の収扱いは、特に慎重に検討を

要する課題である。これらについては、事業者が

就業上rJ:配慮を行う必要性がない場合が多いの

で、職業|の特別な'～ボがある場合を除いて原

則として収集すべきではないと考えられる。

o H J V感染に関する情却は、感染者に対する社

会的偏見と舟別の契機となるおそれがあり、極め

て秘密性の高い情報に属するものである。本人

の日,ê~を得て HJV 検査を行う場合であっても、真

に自発的な|司意を得られるかの問題があり、本

人の同惹があってを検金は行わないことが望ま

しい。

0 また、労働者を海外に派遣する際に、渡航先

からH I V感染のイl無等、特定の感染症に閣す

る個人¢健康情報の提供を要求される場合には、

労働者本人の任意の対応に委ねるべきである。

具休的には、労働者の派遣にあたって、事前に

これらの健康情報を渡航先から求められるとと

を周知した|で派遣の希望を確認すξ二とが望ま

しく、派遣を拒否したことにより、 H I Vに感染してい

るととが疑われるような事態を生じることを避ける

ような配慮が望ましい。

0 その他の感染症情報については、それぞれの

感染起の内容を考慮し、その伯却の取扱いにつ

いて産業医・産業看護職・続j1'管理者等の産業

保健ス夕、ソブが協議した上で判断することが必要

である。乙の場台、職場において感染する可能

flの低い感染症に悶する情報まで収集する必民

性はないと考えられる。

0 一方、結絞など職場において感染し、職場に

蔓延する可能刊が高い感染府の情報について

は、感染の拡大を防止するために、本人の承諾

を得るととなく情報を取り扱う場台も生じ得るカL
その場合であっても、本人のプライバシーに配慮

し、必要な範囲の対象者に必要な範囲の情報を

提供するとととすべきである。

0 メンタyν,)~スに閃する健康情報のうち、精神

浜患を示す病名は誤解ゃ偏見を招きやすいこと

から、特に、慎重な取扱いが必要である。

また、同開の「気利き情報」の場合、当校提供

者にとっても個人情報であり、当該提供者との信
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|労働者の健康情報保護検討会報告書 E

頼ß'J係を維持する|でも慎重な~X扱いが必山と

なる。

メンタルヘルスに関する↑古刊の取扱い方が不

適切であると、本人、主治区、家族などカνろの信

頼を火い、健康管理を担当する者が必要な情報

を得るごとができなくなるおそれがある。

0 したがって、メンタルヘルスに閃する健康情報

の収集ゃ利用等その取J泣いについては、産業医

等がその健康↑古刊の|付容を判断し、必要に応じ

て、事業場外の精神科院や主治区等とともに検

討することが重要である。

なお、メンタルヘルス不調の者への対比、にあ

たって、職場では|司や同僚の理解と協 )Jが必

要でよをるため、産業医・産業看護職衛生管理者

等の虚業保健ス夕、yフは、ノド人の同五、を得て、上

司やその臓場に適切な範阿で情報を提供し、そ

の職場の協力を要請することも必要でξaと考え

らオ1る。

4.労働者の健康情報の

保護に向けた取組

(1)国の取組

ア基本的な考え方

0 労働者の健康情報については、特に機微な情

報であることから、保イlするデータ数によって対

象となる事業者を区別するととは温3でないと考

えられる。

0 安衛法では、労働者の健康確保の責務を事業

斉に課しており、そのーっとして健康診断の実施

を義務付けているところから、その際に収集され

る情報に対して適了Eな保護が図られなければ、

健康伯報管理の問題で労働者の信頼を失うごと

になり、 |百J法のH的を果たせなくなるおそれがあ

る。このことから労働衛生分野において健炭情

報0:性質を踏まえた11組みを構築して,lくことが

必山と考えられる。

0 個人情報保護法においては、「個人の権利利

誌の一層の保護を凶るため特にその温止な取扱

IIの厳格な実施を確保する必叫がま引同人情報」

について、政府に対し「必要な法制l上の措置その

他のJ首揖」を講ずべきことを義務付けている(1可
法第6条第3布、)。

。|玉|は、倒人情利保護法の趣旨にのっとり、事

業者が健康情報を収り扱うにあたって依拠する

べき指針を示し、普及指導をはかる必要がある。

O しかし、同が一位に県市を示すととか難し, l事

項や、適当とは言えないような事項等、事業者と

労働者の合;芭に委ねるほかないと考えられる事

頃宅あり、ごうした事項に関しては、事業者が労働

者に事前に協議した|、収集・平IjJIJ等そのl収扱

いについて 定のルールを策定することが必要

である。

イ小規模事業場への対応

O 小規模事業場であっても、労働者の健康情報

は適正に保護されるべきである。特に、常時使用

する労働者数が 50人未満の小規模事業場にお

いては、産業医及び衛生管理者を選任する義務

がないため、どのように労働者の健康管聞や健

康情報を保護する体制を整備するかが課題となっ

ている。

0 そのため、複数の小規模事業場が産業医を共

同して選任し、労働者の健康管理を行うことを州

進し、充実させることが望ましい。また、地域産業

保健センターを活用し、虚業保健に関する情1'11(産

業俣名簿・健診機ß'J名簿等)の捉供を,~けて、産

業医等による健成管理や職場の巡視を行うこと

を通じて、労働者の健康情報を保護する体制の

整備を進めたり、健康情報の適正な~X扱いに関

する教育・啓発、相談などをfTうことも考えられるo

ウ.個人情報保護についての啓発

0 労働者自らも、事業場内で自己の健康情報が

どのように取り扱われているのかについて関心

を持ち、健康情報の保護の必要性について認識

を持つべきである。また、事業者も、事業場でl収
り扱っている健炭情報すべてが、労働者の個人

情報で主るととに情dEし、そ0:保護の必要性を認

識する必必がある。

0 このため、国は、閣係者に対して労働者の健

康情報保護の必要性について啓発を行うととが

重立主である。具体的には事業者及び労働者以方

への啓発や産業医・産業看護職衛生管理者等

42 安全センター情報 2Cコ4年 11月号



の産業保健ス夕、ソフに対して、健康情報の収扱い

の伝り)j等を研修等を通じて周知させ、さらに、外

部の健診機関に対して、各種0:健康情報の保護

の重出~'VI を周知させる必必がある。

(2)事業者によるルールの策定

ア取扱いのルールの策定とその策定への労働

者の参画

0 国の示す指針に依拠しつつ、事業者が健康情

報の取扱いについてのルールを策定するに際

しでは、産業医、衛乍管理者及び労働者等が参

同| lする衛生委員会等で審議される必要が£る。

O 事業者は、事業場で取り扱う健康情刊の保護

の必 '~JPI や、事業者が必山とする健康情報は必

ずし毛検金怖や病名その毛のではなく、就業上の

措置や遁止配置の観点から必要民小限0:情報
であることを理解し、健康情報の取扱Lヰごついて

のルルを策定する必要がある。

イ ルールに感り込まれるべき事項として、以卜の

ようなものが考えられる。

-保護されるべき健康情報のレベルに対応した、

温切なjD "J者の選任

・利JIJ円的の通知方法

.労働者の同 d首の取り )j

・労働者への健康情報の開示、訂止及び削除

の方法

-健康情報の安全な管理・保管体制

.廃棄等に閣すること

.古情の処理方法 国
「労働者の健康情報の保護に関する検討会」

参集者名簿

荒井 稔 H本私有学校振興・共済事業凶

東京臨海病院精神科部長

JI 上 温 日本ヒ、ケタ一株式会社人事総務

部安全健康管理センター長

加藤 隆康 トヨ夕刊動車株式会社安全衛生

推進部部長

鳥井 弘之 束尽一仁業大学原子炉一仁学研究

所教授(元・円本経済新聞社論説

委は)

中桐孝自;1 tJ本労働組合総連合会総合労

働局雇用法制対策局次長

中嶋士川也 上智大J干γ去守'部教授

藤村 伸 H本医削会常任理事

O保原喜志J、 天使大学教授
明江止知虚業医科大学教授

松本恒雄一橋大学教f~

柏木孝上 医療法人LJ4孝会北摂クリニック

理事長

O:siZ長 (50音順)(敬称略)

(→ 2 7良卜から続く)

び再発の防止に閃する具体的事例を作成する。

7 自殺防止

白殺を防止するためには、職 Hの身近にいる管

理監督者、|司僚、家族等が、健康管理院等の助言

を得ながら、各省各庁の長と協力・連携して対応す

ることが必要である。

ア 各省名)丁の長は、関係者の枠発と協力・連携

を促進し、職務が精神的肉体的に過重な状況に

ある職以については、聞置換するととも考慮す

る。

イ 管理監醤者は、職員の状況に注意し、相談等

に兵掌に対応し、必要に応じi1事誌の分J口の安更、

勤務環境の改菩等を行う。

ウ 職員は、 今人で悩まずに積極的に家族、友人

等に相談する。

エ人事院は、自殺防止のための具体的対応例

等を作成する。

8 職務遂行能力の計画的な回復

心の健康の問題により長期 IUJ休んでいた職員が

職場に復帰した際に、職務遂行能力が全面的に回

復していることは少ない。職務遂行能力の順調な回

復を図るためには、 K~l務復帰後の一定期 IUJ計画的

に職務内脅等を決定していくことがイl効である。

ア計画は、各省各庁の長が、職H、主治医、管

理監督者、健康管理院等の意見を聴取して決定

する。

イ 古|画は、おおむね3月以内とし、劫務内容の段

階毎に期 IUJを定める。 国
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塩沢美代子「語りつぎたいこと一日本•アジアの片隅から」31

講師料•原稿料での暮し
塩沢美代子

パートで働く機会逸す
“結婚退職後の私たち”という岩波新書は、 

内容がユニークだったせいか、日本でも新聞 
の書評などで紹介され、それからは労働講座 
などに、講演依頼が舞いこむようになった。

その頃の私の関心事は、これからは新たな 
低賃金労働として、主婦のパートタイマーが増 
加するだろうということだった。それで実際にパー 
卜で働いてみたいと思っていた。

こういうことを考えたのは、それまでずっと労 
働問題に関わりながら、自分が労働の現場で 
働いた経験が全くないことが、心のなかで、つ 
ねにひけめになっていたからである。

パートなら、あまり経歴を詮索されないで、 
雇ってもらえるだろう。労働組合で働いていた 
経歴を隠すと、履歴書に約20年間のブランク 

ができるが、そこは女性の都合のいい点で、 
長患いの家族の看病で、外で働くことができな 
かったが、亡くなったので働きたい。しかし、こ 
の年では正規の就職はできなかったとでもい 
えば通るだろう。40代で独身なのも、戦争独身 
の多い世代だから不自然ではないなどと考え 
ていた。しかしパートの賃金では、ひとり暮しの 
生活もなり立たないから、少しお金をためるこ 
とが先決だと思い、講演や原稿の依頼に応じ 
ているうちに、パートで就職する機会を逸して 
しまった。

仕事はやっていると次々とくるものである。 
例えばある労政事務所で講演をすると、その 
後に東京都にある8か所の労政事務所のす 
ベてを廻ることになった。電機労連の全国婦人 
集会で基調講演をすると、その後は、地方支 
部や傘下組合の婦人部から、次々と講師を頼
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まれた。ただしこの時は、私に声をかける組合

と、そうでない組合とは歴然と別れており、その

組合の体質をあらわしていた。

このように、仕事は次々とくるのだが、 H本

では、個人で労働力を切り売りするのは、いか

にむつかしいかを知ることにもなった。

原稿にしろ講演にしろ、依頼するさいに原稿

料や講師料について、決して話してくれない。

いわなければ、私がきいて受けるかどうかを

決めるべきなのだが、それがなかなかいえない。

それに私が依頼を受けるテーマは、私としても

占いたりしゃべったりして世に聞いたいことなの

で、ついきかずに受けてしまう。また私への依

頼主は、労働団体かキリスト教団体が多いの

で、前者は運動なんだから、後者は奉仕の精

神でというつもりか、ボランティア精神で当然
と思っているらしく、お車代と称してわずかな金

額であることが多かった。かつて日本 低賃

金の製糸労働者の労組で14年も働いて以来、

貧乏暮しのベテランだ‘った私は、こんな状況で

も何とか暮していたが、ついに前代未聞のこ

とをやってのけた。

原稿と引き換えの支払いを要求

版社になんども電話してやっと支払いを受け

た。

その'f年後くらいに、彼からまた!原稿依頼

があった。そのテーマも書いた方がいいかな
と思ったが、前回の原稿料の支払いの遅れで

生活に支障をきたしたのを思い出し、私はいつ

支払いがあるかわからない原稿料で、依頼に

応じられる経済的身分ではないので、残念な

がらお引き受けできません。世の中では、何

を買うにも品物と現金は引きかえです。出版界

ではそうではないようなので、私には無用です

というと、彼はなんど‘私が責任をもって、原稿

と引きかえに稿料をお支払いしますから、ぜひ

とも芹いて下さい"といった。その人は信頼で

きそうに思ったので、“本当ですね"と念を押し

て引き受けた。
原稿ができて彼と会って渡すと、せそ口の同じ

時刻に、彼は原稿料を現金で渡してくれた。

私は、やはり信頼できる人だったとしか忠わ

なかったが、後に大手の有名山版宇lに勤めて

いる友人に、この話をすると、おどろき呆れて

いた。彼は、 “イJ名な作家などならいざ知らず、

君の原稿と原稿料を引きかえに渡すなんて、

考えられない。"といっていた。

それはれっきとした山版社から、共著の単行

本の!京稿依頼を受けたときだった。若い久性

と中年の男性がきて、女性に話をさせた。彼女

は求めている原稿の内容をくどくどと話すが、

原稿料には 切ふれない。私は相手が尚売

として本を出しているのだから、この際原稿料

をきかねばと思ってたずねた。すると中年の男

性が慌てて、 “失礼しました。 400千いくらです。 "

と終えた。それで私は書いたのだが、本が発行

されて 3か月たっても支払いがない。夜、はその

頃同定収入は全くないので、今月の家賃は、

この講演料で払えるかな、光熱費はこの原稿

料で大よ犬かな、という暮しぶりだったから、山

労働組合にストライキ宣言

もうひとつ異例なれ動は、夜、が労働組合に

対して、ストライキ宣百をしたことだ、ったo

大洋労組の上部団体だった食品労連は、さ

まざまな輯類の食品メーカーの労組が所属す

る連合体で、菜子・パン製造や水産加工、醤

油の製造現場などに、久性労働者が多かった。

加盟組合の体質は、御用組合として有名な

労組もあれば、大洋労組に準じるくらいの民

主的労組もあり、 1970年代前半は、労連本部

は民主的労組がイニシアティブをとっていた。

大洋労組時代に、私も労連の青年婦人部の
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会合などに出ていたので、存 rrは知られてい

た。それで食品労連傘下の労組の婦人部など

から、ときどき講師として呼ばれるようになった。

大洋労組を退職してから、食品労連では、

私を“お抱え講師"という忌味で、婦人部関係

の文占に、“常任講師"と記した。労連との雇用

契約はもちろんのこと、きまった嘱託手当のよ

うなものは一切なかったが、私もそれを求めも

しなかった。その文書が山てからある単調lに講

師として呼ばれたが、講師謝礼は一切なく、お

菓子をおみやげをもらっただけだったo私もそ

の場では、そのことをいいそびれ、後で食品労

連の青年婦人部担当の役員に問いあわせて

もらった。すると常任講師ということだから、食

品労連で専従に準じた報酬が山ているものと

思い込み、講師謝礼を、依頼した組合で支払

うものとは知らなかったという話だった。その時
期は、活発に活動している労組では、女子組

合員の関心を高めようと、職場の婦人部の学

宵会や大手労組では、全国婦人集会を闘くな

ど、私への講師依頼がたくさん米ているときだっ

た。そのことは張合いがあり嬉しいことだった

が、これがみなボランティアでは、私はず上

がってしまう。旅費もどこが払うのかはっきりし
ない。

それで私は青婦部担当の役員に、委員長

や書記長、総務部長などと一緒に、労連傘下

の組合が依頼した仕事をするさいの、報酬を

いくらにするか、旅費も含めて、どこが支払う

のか、それをきめて、すべて依頼先の組合が

支払うのなら、その基準を傘下組合に、立;占

できちんと知らせてほしい。その1'1で早急に話

しあいをもってほしいと頼んだ。
ところが、なかなかその話しあいの機会をつ

くってくれない。みな忙しいのはわかるが、ひ

とりの人間の生活権は考えてくれないのかと、

いらいらしながら待っていた。しかしいつまで

待っても話しあいの場を設定してくれないうち

に、依頼された仕事のスケジュールの込んだ

時期が近づいてきた。これではストライキ宣言

をするしか手はないと思い、担当役員と委員長・

書記長に、この話しあいが、いついつまでに

聞かれないときは、すでにお受けした各組合

での11事を、すべてキャンセルさせていただき

ますと手紙を出した。これにはさすがにおどろ

いたらしく、間もなくその話しあいがもたれ、私

が' E1Sを維持していくのに必要な程度の報酬

が保証されるようになり、受けていた仕 ')iはちゃ

んとやることができた。その頃は、総評で働く組

合雇用の書記たちが、主書記の組台をつくり、労

働条件について役員と交渉しはじめていたら

しいが、個人が労働組合を相手どって、ストラ

イキ宣言をしたのは私ぐらいかなと思う。

“ただ働ぎ'させる金銭感覚

私はフリーラユサーになっても、自分を労働

運動をする人間として杭置づけていたから、報

酬なしにはどんな仕事にも応じないという気は

全くなかった。ただ主前に、ボランティアかどの

くらいの報酬があるのかを畑りたかったのであ

る。

ところで、大洋労組を退職してから、大学で

サラリーをもらうようになるまで、凶定収入の

ない 15年間に、実にさまざまな仕事をしたが、

その時期に、ある共通点に気付いた。お金が

なくて苦労している人たちは、私に話を頼むと

き、貧しい予算からめいっぱいの謝礼を周忌

し、お金に全く不自由していない人たちは、、|え

然と私に“ただ1動き"をさせるということだった。

例えば、争議中の組合の集会に呼ばれた

ときなど、謝礼どころか、こちらがカンパをして

こようと思うような場而で、ちゃんと謝礼を渡さ

れる。そういうときは、“これはいただいた上で、

改めてカンパします"といっておいてくることが

多かった。
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その逆のケースで、あまりにも頭にきたので、

いまだに覚えている経験がある。 1970年代の

はじめ頃だから、キャリアウーマンなる矢作が、

きわめて少ない時代に、大子新聞社の記者や
著名な評論家なと¥3時の女性としては、最高

の収入があったであろう人たち 10人あまりの

懇談会のようなものに訴を頼まれた。主催は

エリート火性たちの、フェミニスト運動の機関誌

だった。私のスケジュールの点で、たいへん困
難な円時だったが、私としては、例外的なこの

種の会合なので、 1!lQ用してやることにした。岩

波新占によって私の存紅を知ったらしいので、

エリート女性たちに下積みの女性たちの、実情

を知ってもらうことが大切だ‘と思ったのと、お金

が必要なときだったからである。こんな高収入

の女性たちの会合なら、まともな講師謝礼がも

らえるかと思った。ところが実際はお車代すら

出ない、全くのただ、働きだったのである。しかし

依頼を受けたとき、私がそのことを確かめてい

ないから仕方がなかった。それでもその会に山

て、こういう人と知りあえてよかったとでも思え

れば、まだよかったのだが、“エリート女性たち

は、鼻持ちならない人たちで、私とは肌があわ

ない"としか感じなかったので、尚更のこと後味

がわるかった。

美濃部都政との関わり

ときは遡るが、 1967(42)年に束京都知事

に美濃部長吉氏が3選した。 1 ' , r片犀時代にう

つ病になっていた私が、同復したのは大洋労

組の活動によるものだと記したが、加えてこの

都知事選挙があった。私の憂畿の種が、社会

党と共産党がつねに争っていて、いかなる運

動も分断され、共通の闘いの相 Fにぶつける

べきエネルギーを失っていることだった。とこ

ろが珍しく社・共が共闘して美濃部支持の選挙

をやることになったo このとき私は大洋労組と

しての活動の他に、“美濃部さんを支持するキ

リスト者の会"の行動に参加して、休 Hはすべ

てこの活動にあて、全力投球した。そして革新

知 ')iの誕坐は、この上なく嬉しかった。

この選挙のさい、戦前から婦人参政権運動

をしてきた市川房枝さんが、強力に美濃部支

持で活動された。市 111さんは婦人有権者|司閣

の会長だったが、この凶体は婦人に有権者と

しての意識を平等発するのが目的で、党派件を

もたないという原則だったので、この職を辞し

て、美濃部支持の選挙運動をされた。それで美

濃部さんは、知事就任後に市川さんに東尽都

の参与という、相談役のような立場をお与えに

なった。

市川さんは、活動拠点として婦選会館をもっ

ており、荘、はそこで聞かれた講座で、婦人労働

について講演したことがあった。そのとき後ろ

のほうにだいぶご年配の } jがいるなと思って

いたのが、市川さんだったのである。それから、

私を評価して下さったらしく、東京都の参与に

なってから、労働局の|対係者に、塩沢を活用

するようにと話されたらしく、都の依頼による仕

事が次々と舞いこんで忙しかった。

そして都の労働審議会の第二者委員に、指

名されたが、第一ー者委員には女性ははじめて

ということだった o

美濃部知事になってから、都がtJ"う調宣な

ども、下積みの人々が対象となることが多くなっ

た。同窓で～時は n校の教授だった 苔ケ瀬

康子さんと一緒に、“戦争独身の婦人たちの生

活実態の調査"や“婦人パート労働の実態調

査"などを、若い人たちとチームを制 lんで行っ

た。

前者については、たいへん深刻な実態だっ

たので、首同夜提出後も、私としては、さらにつっ

こんで取りくむべき課題を、与えられた 町市
と141ったのである。 民以温
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アスベスト禁止をめぐる世界の動き

ドキュメント

アスベスト禁比をめぐる 
世界の動き

ISSA： 2004年北京 アスベストに関する宣言
Internatinaol Social Security Association, Beiiing, 2004.9.16

国際社会保障協会(ISSA)第28回総会に際して、 
9月28日に北京において開催された同協会の予防 
特別委員会は、アスベスト生産国の政府に対して以 
下のアピールを発する。
•アスベストは、自然の鉱物である。疫学研究の結 
果は、クリソタイルを含め全ての種類の採取、形 
質転換及び利用において、全ての種類のアスベ 
スト繊維粉じんが、人間に対して発がん性がある 
ことを示している。アスベスト関連疾患(石綿肺、 
肺•喉頭がん、中皮腫)に関する統計の外挿に 
よれば、職場におけるアスベスト曝露の結果とし 
て毎年世界中で数十万人の人々が病にかかっ 
ている。現在まで、これらの疾病のよって数千人 
の人々が死亡している。

• 20世紀を通じて、アスベストは、多種多様な製品 
の製造に使用されてきた。いかなる形質転換が 
この物質になされたとしても、その有害な特性は 
なお潜在し続ける。

•何億USドルもがすでに補償の支払いに費やさ 
れてきた。数多ぐZ)企業が、圧倒的な数の補償請 
求に直面して、破産申請をしてきた。

•それが人々の命と健康に及ぼ'す破壊的影響や、

それが引き起こす迫り来る経済的脅威にも関わ 
らず、今なお、毎年およそ250万トンのアスベスト 
が生産されている。

•多くの先進国において、アスベスト及びアスベス 
卜含有製品の製造及び使用の包括的な禁止の 
ための、30年の長々とした努力と適切な代替物質 
の出現を必要とした。これら諸国は今では、解体、 
改修及びメインテナンスの間のみ、アスベストの 
取り扱いを許している。

•最初のアスベスト曝露から関連疾患の症状の出 
現までの間には、いまだアスベストが禁止されて 
いない全ての諸国において公衆衛生上の時限 
瀑弾の引き金を引くまでに、数十年が経過してし 
まうかもしれない。
ISSA予防特別委員会は、全てのアスベスト生産 

国に対して、可及的速やかに、全ての種類のアスベ 
スト及びアスベスト含有製品の製造、貿易及び使用

姗
※ISSA第28回総会は、9月12-28日、中国•北京 

で開催された。ISSAウェブサイト：http://www. 
issa.int/engl/homef.htm
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暫定PIC手続への包含再び阻止される
Earth Negotiation Bulletin, Vol.15, No.100,2004.9.20

国際貿易における一定の有害化学物質及び農 
薬の事前の情報に基づく同意(PIC)手続の適用に 
関する、法的拘束力を持つ国際文書のための政府 
間交渉委員会の第11回会合(INC-11)が、9月18 
日、ジュネーブで開かれた。開会挨拶と事務的な手 
続の後、参加者は、暫定PIC手続にいくつかの化 
学物質を追加することについて討論を行った。
參開会

INC!義長 Maria Celina de Azevedo Rodrigues 
(ブラジル)が、全権委員による会議として召集され 
た、会期一日のINC-11セッションの参加者に歓迎 
の言葉を述べ、最初の発言者たちを紹介した。国連 
環境計画(UNEP)副事務総長Shafqat Kakakhel 
は、INC-11で審議される化学物質は、人間の健康 
及び環境に対するその悪影響がよく知られている 
と指摘した。国連食糧農業機関(FAO)事務総長補 
佐Louise Frescoは、暫定期間中における条約の執 
行手順の開発、国際的及び国レベルにおける方針 
の首尾一貫性の強化、及びとりわけUNEPとFAO 
の間における、諸機関間の協力のなかで学んだ教 
訓に焦点をあてた。
參議題の採択
参加者は、議題(UNEP/FAO/PIC/INC.11/1)を 

修正なしに採択した。
參議事の体制
全権委員による会議運営規則に基づき、参加者 

は、過去1〇回のINCを手弓Iきしてきた運営規貝降 
採用した。
參暫定PIC手続への化学物質の包含手順に
関する決議

ロッテルダム条約暫定書記局の合同事務総長Jim 
Willis (UNEP)が、INC-11において討議される、暫 
定PIC手続への追加の化学物質の包含のための 
手順に関する決議案(UNEP/FAO/PIC/INC.11/2) 
を提出した。彼は、暫定協定に関する決議(UNEP/ 
FAO/PIC/CONF/5付録I)によって、同条約の発効 
に伴い、新たな化学物質を追加するINCの権限が 
消滅することから、本決議は、INC-11に暫定PIC 
手続に化学物質を追加する権限を付与するもので 
あると指摘した。アメリカは、この決議が暫定協定に 
関する決議第8項を補足するものであることを明ら 
かにするという修正を提案した。決議は、アメリカに 
よる修正をいれて承認された。
•暫定PIC手続の執行
ICRC-5報告書：
暫定化学物質レビュー委員会(ICRC)委員長 

Reiner Arndt が、ICRC-5 報告書(UNEP/FAO/PIC/ 
INC.11/3)を提出した。彼は、化学物質dimefox、 
endrin、endosulfan、mevinphos 及'〇、vmcloz 〇lin に 
関する最終的規制行動の通知を受けとったが、そ 
れらの通知が付録IIの全ての要求事項を満たさな 
いことから、同委員会はそれらの暫定PIC手続への 
包含を提案しなく/没を決定したべた。彼は、ICRC 
報告書付録IIに含まれる、「リスク評価」に関する注 
釈をICRCが用意したことに言及し、この検討をCOP- 
1にまわすよう参加者に求めた。欧州共同体(EC) 
は、注釈をCOP-1にまわすことを支持した。INCは、 
この文書(UNEP/FAO/PIC/COP. l/27/Add.1)を 
COP-1に回送することを承認した。多数の諸国とと 
もに議長de Azevedo Rodriguesは、ICRCの貴重 
な貢献と委員長Arndtの作業に謝意を表明した。
參暫定PIC手続への化学物質の包含
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パラチオン
国連食糧農業機関 (FAO) のBill Murravが、パ

ラチオンに関する JCRCの J H言及び決定千引文』
(DGD: Decision Guidance I】 curnent)案 (UNEP/ 

FAO/PIC/INC. 11/4)を提出したo I N Cは、パラチオ 
ンを暫定 PJC 手続の対象にするという JCRCの勧汗
に同意し、 DGDを承認した。

四工チル鉛及び四メチル鉛
暫定書記仙の Sheilaじ〕日叩が、同エチル鉛汝び

四メチル鉛を暫定 P I C手続に台めることに闘する 
JCRC-5の勧告及びDGD家 (UNEP/FAO/PJC/

INC.1l/5)を提出した。 I N Cは、同工チ凡鉛及び下町
メチル鉛を暫定 P I C手続の対象にすると IIうICRC

の勧告に同,eし、 DGDを欣認した。

クリソタイル・アスベスト
じ明 anが、化学物質［としての］ク, ) ,ノタイル・アス 

ベストを暫定暫定 P J C手続に含めるととに関する 
ICRC-5の書信及びDGD案 (UNEP/FAO/PIC/

I N C.lI /o)を提出した。彼火は、 INC- lOでは、この
問題に関して決定に主る三とができなかったととを指
摘した。ロシア連邦は、リスケのレベル、関連する闘
値及び人問に対する健康影響に闘する科学がJデー
タの不足に焦点を出てて、暫疋 P J C千続へのクリ、ノ
タイル・アスベストの包台を支持することはできない
と述べ、ウケライナ、カザフスタン、キルギスタンが
この4E見を支持した。議長 dcAzcvcdo Rodrigucs
は、 INC-ll は、科学的問題を議論するのにふさわ
しい坊ではなく、クリソタイル・アスベストを暫定 PIC
千続に包めるかどうかを決定するためのものであ
ることを、参加者に注意した。チリは、ロシア連邦の
覚え書き ( U N E P/FAO/pIC/INC. 1l/ CRP.l)にある 
チリの通知の特徴づけに反対しなが弘暫定 PJC 千
続へのケリソタイル・アスベストの包台を支持する充
ーをした。彼は、［チリの］通知及びチリが提出した背
長文』は、 J C R Cによって修証されている三とを強調
した。カナダは、園内及び国際的にこの物質の管理
使用を提唱していξことを指航して、現時点では、暫
定円Cf今続へのケ1Jソタイル・アスベストの包含を支
持することはできないと表明した。インドネシア、ジン
パブ工、コロンビア、メキシコ、イラン、ガーナ、イン

ド及び中国は、ケリソタイル・アスベストの包台に反
対であることを明らかにした。 ECは、この物質の国
際的祭止を彦叫ょする毛のではないととを指摘しつつ、
包合を強く支持した。彼は、ケリソタイル・アスベスト
を含めないことは、ロッテルダ、ム条約の将;.kに否定
的な前例を残すことになると主張した。エシフト、ノル
ウェ一、ニューンーランド、タLザニア、アルゼンチン、
ガシビア、ジャマイカ、コンゴ及びギニアは、暫'!tP I C

手続へのクリ、ノタイル・アスベストの包含を支持する
発言を行った。世界自然保護基金( W羽/ F )は、付録 
IIIの目的は、物質を制限したり、禁止すξことでは
なく、単に政府に～該物質に関して警汗をするとと

であると述べた。彼は、クリソタイル・アスベストをリ
ストに載せる決定をしないことは、追加の化学物質
を含めるための条件に関連するロッテルダム条約
の諸条唄を深刻に受け止める必公はないというン
グナルを送ることになるかもしれないと述べた。世界
保健機関( W H O )は、アスベストの健康影響及び代
替物質に閲する、圃際化学物質安全-1"'1計画( Jp臼)

によるさらなるアセスメントが、 2005 年までに見込ま
れているととを指摘した。 JNC-l Jの報特占の中でケ
リソタイル・アスベストに閲する合意が得られなかっ
たことをどのようにJぇ映させるかという議論のなかで、
アスベスト祭 rcl玉|際占記局(JB A S )は、アスベスト
被災者たちがこの問題についての自国の代表の姿
勢を知ることができξようにするために、ク1_)~ノタイル・

アスベストの問題に関する全ての参加者の発育を
報告書に合めるべきだと述べた。 I N Cは、ケリソタイ
ル・アスベストの包含に閣して台意に達することが
できず、占記局が、 JNC-ll の応終報汗占には、台
立の欠如を示す一文のみを台めると述べた。

.技術支援の必要性に関する調査結果の発
表

七〕巳 anが、技術支暖の必要性に関する占記局の
調杏結果を提出した ( U N E P /FAO/PI C厄-.rC.ll厄仔/
1) 。地域レベルでのニ ズに優先順位をつける必
要性に焦点をあてて、ナイジェリアは、技術支暖は、
同充途 J 1買と先進国との|自lの架け橋となり、また、
関係者が条約の様々な義務を満たすことができる
ようlこするだろうと述べた。 J N Cは、制令占に同怠し
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.参加者の資格審査報告

Bernard Made (カナダ)が、全権委員による会議

のための資格審査委員会の報告書を発表した。参

加者は、資格審査委員会から直接の説明を求める

こと、及び、 INC-llの報告書にその手続の結果を

含めることに同意した。

.報告書の採択

合同事務総長Jim羽Tillisが、 COP-1に提出する

別 C-ll報告書の概要を口頭で提供した。数か国が、

議長deAzevedo Rodri田町、書記局、 ICRC及び

INCのホスト国に対する参加者の感謝の意を報告

書に反映させるよう求めた。参加者は、報告書を承

認した。

.閉会

閉会にあたって、合同事務総長JimWillis (UNEP) 

及び、Niekvan der Graaf(FAO)が、感謝の言葉を

述べて、議長deAzevedo Rodri只ues及び'ICRC委

員長Arndtに記念品を贈った。議長deAzevedo 

Rodri只uesは、午後4時15分に会議が閉会したこと

を宣した。

-議場の外で

INC-llは、その議題に、暫定PIC手続リストへの

へのクリソタイルの掲載という、ただひとつの係争課

題をもった。クリソタイルを含めないという午前中の

決定を受けて、数人の参加者は、経済的利害に基

づいてある化学物質のリスト掲載を阻止するという

ことは、とくにクリソタイル・アスベストに関する通知

が包含のための全ての要求事項を満たしているとい

う条件のもとで、条約のプライオリティと矛盾しない

かという疑問を呈した。幾人かの参加者はまた、条

約の履行及び一部の関係者にとって大きな利害関

係のあるような追加の化学物質のリスト掲載に対し

でもつ可能性のある含みについて、懸念を表明し

た。ICRCの作業が無視されたことを避難する立場

ではないと強調しながら、クリソタイル・アスベストの

包含に反対する参加者たちは、条約は、ある化学

物質をリストに掲載するかどうかの最終判断にあたっ

て、経済的及び社会的検討を考慮に入れることを

許していると主張した。しかし、他の者たちは、 PIC手

続へのある化学物質の包含は禁止と同等であると

いう思い違いが広まっているように見えることを残

念に思っている。彼らは、条約の守備範囲が、貿易

される一定の化学物質に閲する情報の共有に限定

されていることを、 COPにおいて明解にさせる必要

性を強調した。この独特の問題に対する合意の不

足にもかかわらず、参加者たちは、 COPが開始され

ることに伴って、条約が、議長deAzevedo Rodrigues 

の首尾よしりーダFーシッブコを維持することを 町↑情

可能にするであろうと期待していた。.:.u.岨

※原文は、http://www.iisd.ca/vol15/enb15100e

htmlで、入手可能。

2004年世界アスベスト東京会議
刷obalAsbeslos Congress 2004 in 10刷。
G白C器製2;4322孟F
2004年世界アスベス卜東京会議組織委員会
干 136-0071東京都江東区亀戸7-10-1Zビル5階
TEL (03) 3636-3882 FAX (03) 3636-3881 
ウエブPサイト:http://park3.wakwak.comr問 c2004/

「写真展.静かな時限

爆弾二アスベスト被

害」から写真 今井明
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各地の便り

職場のメンタルへルス講座
東京♦八王子労働安全衛生ネットワーク

6月26〜27日、八王子労働安 
全衛生ネットワーク主催による、 
「2004年労働安全衛生学校」が、 
府中市生涯学習センターにおい 
て行われた。このネットワークは、 
三多摩労災職業病センターと八王 
子勤労者市民センター(旧八王子 
地区労働組合協議会)が、三多摩 
地域における地域の労働者市民 
が考える労働安全衛生ネットワー 
クを共同で立ち上げたもの。安全 
衛生学校は、2002年から神奈川 
も参加して3回目となる。
XXX
今回は、職場のメンタルヘルス 

講座を事前に勉強したうえで、実 
際に職場の同僚との接し方につ 
いて具体的、実践的に学ぼうと企 
画された。参加者は23名。福祉職 
場からの参加者が多く、実際に精 
神疾患を発症した被災者の方も参 
加されていた。
♦第1日目
第1セッションでは、「発症から職 

場復帰までの経過」というテーマで 
事例報告があった。まず、復帰で 
きた事例と復帰できなかった事例 
が八王子市職から紹介された。次 
に、被災者本人が報告。
質疑応答をはさみ、第2セッショ 

ンでは、「発症の要因」についてグ 
ループ討論し、発表した。発症の 
原因はどこにあるのか、どうしたら

防げたのか、職場内•職場外では 
どうだったのかなど、さまざまな意 
見が出た。たとえば、職場内では 
同僚や上司と上手くコミュニケー 
ションがとれていたか、同僚と無理 
につきあっていなかったか、本人 
自身に病識があったか、過労や 
労働時間はどうだったか、同僚の 
干渉がひどかったのではないか 
等。職場外では、家庭環境や性 
格、親子や友人関係の問題など 
があげられた。発症を防ぐ方法と 
しては、結婚など生活環境の変化、 
親の病気に対する認識や本人の 
自立、また、上司は部下を信頼し、 
組合が情報を伝えることや、職場 
における仲間づくりが必要だと言 
う声もあがった。外部からの情報 
を得ることも大切だという意見も 
あった。
続いて、「職場復帰のあり方」に 

ついてのセッションがあった。発症 
後の勤務内容や、配置転換後の 
フォロー、回復過程における組合 
と医療機関との連携、具体的な職 
場復帰プログラム、また、本人に 
病気だといぅことを自覚させるため 
にどのようにアプローチするのか、 
配置転換ができなかった場合どう 
するか、本人が相談できる体制 
や、相談を持ちかけられた場合ど 
う対応すれば良いかなど、具体的 
な問題点が上げられた。時間が足

りな くな:り、1E目はこれで終了した。
夜は、懇親会が行われ、互い 

に交流を深めた。
•第2日目
前日の報告発表の後、「ストレ 

ス及び職場のメンタルヘルスケア」 
というテーマで、永田耕司先生(活 
水女子大教授•長崎大学医学部 
講師)の講演があった。永田先生 
は、現在、長崎県庁の産業医でも 
あり、ご自身の経験談も交えなが 
らお話して下さった。
自殺者が多い昨今、周りに問 

題を抱えた人がいる場合、利害関 
係のない人がカウンセリングマイ 
ンドをもって関わることが大事であ 
り、誰もがカウンセラーになれると 
いうことで、実際にロールプレイを 
行なうことになった。

まず、問題を抱えている人に応 
答するための具体的方法を考え 
てみた(右表を参照)〇参加者は、 
1〜5の応答別に挙手した。筆者 
は5を選んだが、正解は3だった。 
4や5は、Aさんがもしかしたら言う 
かもしれない「答え」をカウンセラー 
が言ったことにより、Aさんは自分 
から答えを言うことができなくなる 
ということだった。実は、4や5を選 
んだのは、労働組合の人が多かっ 
た。
相談者の気持ちを汲んで理解 

するには、同じ色の球を投げ返 
す、つまり、赤い球(回答)を投げ 
返すのではなく、相談者が白い球 
を投げてきたら、白い球を投げ返 
す(応じる)ことが大事だということ 
だった。先生の講演を聞いて、日々 
の相談業務の中で、つい回答して 
しまっている自分に気づき、今ま 
での対応を振り返ることができた。
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次に、三人一緬って傾聴訓 
練のロールプレイを行なった。
•観察役を一人決める。
.クライアント役はカウンセラー役 
に二分間話す。

•今朝、起きてから研修に来るま 
でにしたこと。

•昨日の出来事、普段ストレスに 
感じていること。

•この1か月間で心に残っている 
こと(嬉しかったこと、嫌だったこ 
と)。

•観察役が、カウンセラー役の聴 
き方や声かけについて、1分間 
感想を言う。

•役を交代して同じことをやる。 
•難しかった点、うまぐ^ったコツ
等について、グループで討議す 
る。

•最後に、先生を含め全体で「振 
り返り」の時間を持った。
このロールプレイにより、相談 

を受けても必ずしも無理して価値 
(答え)を出さなくても良いこと、ま 
た、改めて「聴く」ことの大切さを学 
んだ。
最後に永田先生は、働く人の心 

や身体が健康でないと娜ナないこ 
と、心の問題は誰もが抱え得るの 
で、職場の皆で考えることが大事 
であると締め«った。まとめとして 
は別表の通り(注：自治体職場向

Z \
24歳女性職員Aさんがあなたに訴えてきました。どのように応答しま 

すか？
「今、一番嫌なことは、Bさんとうまくいっていないということなんです。 

Bさんは挨拶してもそっぽを向いているんです。私も気が短いのかも知 
れませんが、本当に腹が立ちます。仕事の時、私たちはBさんの指示に 
従わなければなりません。でも、Bさんは、私にははっきり指示をしてくれ 
ません。もっとはっきり指示をして欲しいというと、にらみつけたり、少し 
でも間違って私語をするとネチネチといやみを言います。だから、私も反 
抗したくなるんです。こんなBさんと仕事をするのは嫌なんですが…自分 
が選んだ仕事だし、最近は就職難だし…毎日我慢をしているんです。」
応答1:そういうBさんだったら、他の人も嫌がっているでしょうね。他の 

人も何か言ってますか？
応答2:あなたはBさんのために毎日嫌な思いをしているでしょうが、B 

さんはあなたをいじめようとしているのでしょうか？あなたの方 
で、何かBさんに対して先入観を持っているのではないでしょう 
か？

応答3:あなたとしては、Bさんがあなたをよく思っていないような態度を 
とるので、ひどく反抗したいような気持ちになってしまうのですね。 

応答4:ずいぶんひどい人ですね。まあそういう人は、どこにでも入るも 
のですからね。大変でしょうが、しばらく我慢するしかないでしょ 
うね。様子見て、それでもどうにもならないようでしたら、また相談 
してください。なんとか対応策を考えましょう。

応答5:おそらくBさんとしても何か事情があって、不機嫌になっている 
のでしょうね。いろいろなことがあるでしょうから、その気持ちを 
察してあげて、むやみに反抗的にならないようにできないもので 
しょうか？

以上の応答から、カウンセリング対応はどれだと思いますか？\)
け)。これを逐一守ろうということで 
はなく、自分たちの職場に活かせ 
る項目はないか参考にして欲しい 
とのことだった。
筆者にとって、いつでも相談で

きる、話し相手になる心構えを一
から学ばせていただいた
貴重な2日間であった。
(神奈川労災職業病センター

池田理恵)

【別表】まとめ
A職場復帰に関して
1. 復帰前の試し勤務など就労期間を設けること。復帰 
後の慣らしを取り入れること。

2. 復帰の手順をルール化する。職場復帰に関する審 
査会について、所管課は職員課が望ましい。

3. 復帰後も産業医や嘱託医が当分の間、面談を行う。
4. 本人にとって、最も良い方法を一緒に考えていく (異 
動、転職、早期退職など)。元の職場に戻すことが本人

にとって必ずしもハッピーでないこともある。
B業務上で検討すること
1. 仕事が偏らないような業務分担の見直し。やれる人 
にどうしても業務が偏る。

2. 上司から部下への評価だけでなく、部下から上司へ 
の無記名式の評価体系を作る。

3. 異動して業務を弓Iき継いでも戸惑わないように、可能 
なら文書化をしておく。異動のルール化。

4. 無駄な会議はしない。何が大切であるか、優先順位
安全センター情報20〇4年门月号53
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を職場で決めていく。
C規模の小さい職場での対策
1. 誕生月や干支でグループ分けして、「職員がよりハッ 
ピーに仕事や生活をしていくためには、どのようなこと 
をしていけばよいですか?」などで、1か月間の間と期間 
を決めて各グループで話し合いを持ってもらう。

2. 〇〇運動など、全職員で取り組めるものを導入する。 
小集団活動などを行い、グループ単位毎に話し合いを 
もっ。

3. スポーツ、レクリエーション活動など、職員同士で汗を 
流せるものを取り入れる

4. 外の民間クリニックとの契約(これは自治体でやるか、 
組合がやるか検討する必要)

5. いぐ3かの企業や町村会(市町村合併予定自治体同 
士など)とタイアップして、広域相談体制を作る。いくっ 
かの自治体や組合で、非常勤のスタッフ(カウンセラー 
など)を出前研修やストレス相談を行う。最初は来談者が 
少ないので、健診での要精検者や要受診者との面談か 
ら始める。

6. 講演を依頼した専門家に、今後、対応法など相談で 
きる関係を作っておく。

D職場内のまわりの対応
1. 腫れ物に触るようには接しないこと。普通に接するこ 
とが大切。白い球で投げ返すコツ

2. サポーター制度など職場内の上司や同僚以外で、気 
軽に相談できるようなキーパーソンづくり
E職場の上司の対応
1.普段からの声かけやコミュニケーシ'ョンが大切であ 

る。「そうか、なるほど」「それはきつかったね」「これまで 
よくやっているね。もう少し、この辺について少しやって 
みようか」「頑張っているね。」の声かけから。

2. 上司のほうから自分の事を腹を割って話すと相手も 
本音で話してくることがある。(上司は認められたいか 
ら、から元気している人が多い。そのような人が心配な 
人が多い。向上心がない人も問題ではあるが…)

3. 上司自身のストレスマネージメントが大切である。(ス 
トレスがたまっていると、部下の話を聴く余裕が持てない)
Fその他メンタJlzxルスがうまくいくコツ等
1. 家族の相談(親の介護の問題、子供の不登校相談 
等)、&ざまな相談経路ール相談や電話相談を行う)

2. 可能であれば訪問したり、時間外でも相談を受ける 
などの体制を整える。必要ならば配置転換等の環境調 
整も行う。

3. 安全衛生係を他の職員課と話す。安全衛生係を昇格 
させ、人事課から独立させる。

G メンタルス対策を勧めるうえでのスタンス
1. 信頼関係が最も大切であること。信頼関係がないと、 
どんなメンタルヘルス対策を講じてもうまくいかない。メ 
ンタルへルス対策よりも信頼関係づくりのほうが先。じっ 
くり時間をかけてやっていくこと。

2. メンタルヘルスが増えてきたのは,業務の量や質の
ストレスが増えたこと、また業務量の適正配分がなされ 
ていないこと(やっている人とやっていない人との格差 
が出てきている)、業務に対して人が適正配置されてい 
ないこと、嘱託職員やアルバイトなど雇用形態が多様化 
してきたことなどが要因として出てきている。そのためメ 
ンタルへルス対策と同時に業務内容の改善などの対策 
を可能なかぎり講じて行く必要がある。一人ひとりがス 
トレスとの上手なつき合いの方法をいくつか持っていて、 
時には誰かに相談したり、必要があれば気軽に専門 
家に相談するなどが大切である。 rswn

ルタル〜労働組合の課真
東京參職場改善から復帰まで

東京管理職ユニオンは9月18 
日、東京•新宿でシンポジウム「メ 
ンタルヘルスケアに対する労働組 
合の課題一職場改善から復職ま 
で一」を開催した。このシンポジウ

ムは、東京管理職ユニオンが、昨 
年春にメンタルへルス研究会を立 
ち上げ、他労組、弁護士、医師な 
どの協力を得ながら、研究•意見 
交換などを重ねてきた成果を踏ま

えて開催したもの。コーディネー 
ターを東京管理職ユニオン副委員 
長の山崎洋道氏が務め、パネラー 
に精神科医の天笠崇氏、弁護士 
の中野麻美氏、毎日新聞記者の 
東海林智氏の3氏を招いて行わ 
れ約60人が参加し、パネラーの 
話に熱心に耳を傾けていた。

シンポジウムでは、まず天笠氏 
が、メンタルへルス対策関連情勢 
や精神疾患発生のメカニズム、う 
つ病を例にした職場改善と復職対 
策などについて解説。このうち、復
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職対策については、「職場要因で 
休職の場合種々の手続は家族が 
仲介」「まず心身ともに休める環境 
づくり」などからなる「復職に向けた 
工夫10ヵ条」を示し、「医師、本人、 
企業の三者で情報を共有するこ 
とが大切」と述べた。そして、「在宅 
プラン」として、「1日8000歩、半日 
のデスクワーク5日間をやり、2日 
休んで疲れを持ち越さなければ復 
職を考えるようにしたほうがよい」 
などとした。
中野氏は、ILO-EUのレポート 

などをもとに「グローバル化による 
競争促進•情報化といった仕事や 
職場の環境変化とともにハラスメ 
ントが顕著に増加してレ込」と述べ、 
「ハラスメントによる失業が増加す 
れば納税額が減り、国家的な損失 
につな^る」とし、啤等待遇と職場 
の暴力をセッドU考えて法整備が 
必要」と訴えるとともに、「職場の人 
間関係も労働条件の問題とじ€捕 
らえていぐべき」と述べた。さらに「ハ 
ラスメントにより傷つけられた自信 
と誇りを取り戻すことが必要。その 
ためには被害者は悪くないことを 
強調することが大切で、交渉ベー

スでの安易な妥協はなじまない。 
行為をきちんと糾弾して、加害者 
に責任を取らせることで、本人が 
許せるよぅはることが大切」と語っ 
た。
東海林氏は、うつ病で休職中の 

者に対して、産業医が「会社に迷 
惑がかかっているので、よく考えた 
ほうがいい」などの心ない発言を 
行っていた事例を紹介。「産業医 
が、会社と一体になって職場から 
病気で苦しんでし«労働者を排除

マツダ(広島県安芸郡)の社内 
下請会社R社で、ワイヤーハーネ 
ス設計(自動車内部の電線の配線 
設計業務、たとえば、http://www. 
sei.co.jp/seiworld/2001/03/0103. 
pdfなど参照)に従事していた女性 
Yさんが、1H3-4時間の残業と 
いう過重業務って類肩腕障害 

しようとする行為はあまりにもひど 
すぎる」と述べた。さらに「このケー 
スでは、会社の規定で休職期間が 
3か月となっていたため、産業医の 
発言もあり無理に出社し、症状が 
悪化してしまった」と語り、「うつ病 
の場合では休職期間3が月は身 
近すぎる。もっと柔軟に休職期間 
を設け、さらに労働時間を身近く 
したり、出勤日数を少なくしたリハビ 
リ出社などが必要」と訴えた。そし 
て「うつ病になる労働者がいる職 
場には“ストレスの雨が降ってい 
る”といわれる。職場環境を見直 
し、対策を講じなければ、次々と犠 
牲者がでる」と語った。

その後、会場からの質疑応答、 
東京管理職ユニオンに加入し、現 
在、うつ病の罹患について会社の 
責任を問う裁判闘争を行っている 
原告本人からの会場発言などが 
行われ、復帰に向けた職場改善 
や復職のための支援の必要性や 
重要性などを改めて考えさせられ 
たシンポジウムとなった。

を発症したため、広島中央労働基 
準監督署に労災請求したところ不 
支給とされ、審査請求していた件 
で、7月初めに、原処分取消決定 
が行われ、業務上認定されること 
になった。
決定は、労基署が、「仕事自体 

が上肢等に負担のかかる業務で

CAD作業によるケイワン
広島參審査請求で逆転労災認定
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はなく、過重な業務モなく、疾病的

にも頚椎症である」などと、 Yさん

側の主張をすべて合定していたの

に対して、「負担作業であり、過重

性が認められる」と判断を変更し

た。しかし、主治医・出島降興医師

の「頚肩腕障害」むり診断に対し

て、局医の「診断」である「頚椎症」

を採用し、その既存疾病の増悪と

して業務!とした。患者の診主命せ

ず、職場実態も知らない局医の;首

見を偏重し、「既存疾病の増悪」と

して認定するという誤1を犯した、

きわめて不十分な内存である。

Yさん側からの主治医怠見の

再調杏l旦!請を無但し、決定すると

いう重大な問題を残したが、とりあ

えず業務上認定をかちとるととが

できた。今後、労基署に未請求分

江提山し、その '1'で主治医の意此

を尊重し、実態に即した労災補償

を行わせていきたい。

Yさ/,,'立、労基署段階、審査段

階と巾立ムトを提, 'Hし、とれが大き

な)Jになった。刊局診療所の協力

はもちろん、田烏診療所の労災患

者でつくるひまわり労災被災者交

流会の応援モあって、今 101の業務

上決定につながった。

-明らかな原因

Yさんは、 2002年5月からR社

に勤務した(採JIJI時32歳入その5

年前カ )G ,コンヒ。ユータを使用した

3次ノじC A D作業に従事してきたD

VDT作業が中心で、以前から頚

肩腕障百とみられる症状を感じる

ことがあったが、今回のような症状

となったのははじめてだった。

R干十では、特にリアノ¥ーネス(月JI
?,ボディハーネ九天 )1部・版部・

卓体脇部といった前部$席カも卜

ランク部にわたる配線システム)の

設計を｝D " lした。未経験なため、

入社|時由接で経験者の下で教育

を受ける環境であることを確認し

たれ7月はじめにベテラ:が退職

した後には、 Yさんともうひとりの

未経験者が残され、悪戦苦闘が

加速することになった。業務改者

を|司に頼んでも、らちがあかな

かった。

7月は、休日間勤3口を含んで

25 t J 1自l働き、 11寺IUJ外労働11寺|山は

112.6時間、 8月は、休円山勤2円

問、時間外労働 88時間、 9月に入

ると、連Hの深夜に雫る伐たが続

いたため、順吐が止まらなくなって

しまった。そして、 9月中旬が淵k業

することになったE

Yさん「仕事は、具体的には次

のようなものだった。

基本的には、千ソダの '~)Jとに基

ついて製品を設計し、 2D(Z;X元)/

3 D ( ",欠ノじ)1刈而を作成して、フ 11)

ピン・セブ見によtるR中上下今場に製

j宣指示LヘAλ成した製品を?ソダ車

同に取り付けてチ工、ソクする、乙の

ときノト具合力法オリ工、設計図面を

変更しなが仏製品の質を高めて

いくという流れである。

その過程で、実卓内でのチヱツ

ク作業で、うつもて、のぞき込む、

見上けると, lう不安定姿勢での作

業を行う。不具合が出た場合は、

デ、ィスプレイ上で江長時間チ工、ソク

を行い、そのあとでプリントアウト

された大図由にむ力、い、何11寺山も

うつむいたままの注視、行日人作業

を行う。同時に、パソコン上でエク

セルを川いて設計図由を作成す

る。そのほか、各種の資料作成、

メールの読み書きなど、長|時山の

V D T作業を行う。受信するメール

は、英文も含めて相～な呈にのぼ

る。

テ守スケトッフ。とノートタイプの2種

類のパソコンを使用し、キーボー

ドやマウスを使川して、入 )J作業

をfTう。スペースが限られるため、

足ノしに荷物を置かなければなら

ず、 J旬末的な姿勢を強いられる。

たとえば、設計図の｝.～検は、右側

の低い机に設計|刈を)ムげて、体

を右側にねじった状態でうつもてと

いう作業姿勢になる。

とうした作業態献によって、 Uが

極度に疲れ、汁、肩、頭の補みが

強くなり、幅吐までする状態になっ

た心激しい頭痛、 H匝吐、首・行の筋

肉の緊張と焔み、頭がボーッとす

ξ、子、腕がしびれる、数十分うつ

むいていると、気分が悪くなる、 U
カリ同み闘けているのがつらい、と

いった症状が慢性化してLり t::.o
H匝吐で早退するとともあった。

9月7t Jに、午前21持まで伐業し

た後、激しい頭痛、順吐が断続的

に数日間続き、 ICまらなくなり、つ

いに、病院にかかることになった

のだったo

-認定基準と解釈に問題

労某岩の不支給開白は、次の

ような内容だった。

1) 業務肉休カ王子 tfj.子・前腕

を早く動かす作業とは認ふとうれ

ず、|肢の反復動作の多い作

業ではないと判断される。

2) パソコンや机卜の荷物は、

施設として凶定されていないの

で、姿勢は、拘束される作業で

はない。

56 安全センタ情報2コ口4年 11月号



会織の便!りE

3) 発府までの作業i正事期 IUJが
4か月で、認定基準の6か月に

満たない。

4) 業務量が、他の労働者と比

較して1 0 %以上の増加が認め

られず、過重な業務だとは認め

られない。

5) 局医(地 )j労災医員)れ「頚

椎JiE性変化が年齢の割に決し

て軒度でゆ出入非'E理的な姿

勢での作業という負備が、あった

としても業務は過重ではなかっ

た」と、業務との相当因果関係

を否定する意北を述べている。

頚府腕障害を含む上肢作業障

需の認定基準は、［I肢作業に基

っく咲病の業務上外の認定基準

について(平成9年2月3口付け思

7官第65号)Jと［I肢作業に基づく

疾病の業務上外の認定基準の運

用上の情怠点について(平成9年
2月3tJイ、Jけ事務連絡第1号)Jに
示されている。

1、) 2)は、認定法準で類型化

された例市作業の中に、 Yさλの

行った作業があてはまる均、どうか

を労l ; ! ;砦として検討したカえどオUこ

モ該当しない、と判断しました、とい

うことを;意味している。この点につ

いて決定占では、 Yさんの申立占

等をもとに、「ある程度の作業負

1~Îとして上肢への負担が認めら

れ、認I正l;!; i告が定める「上肢等に

負担の力功、る作業を主とするうた務

と認められる」と判断した。

「実態カら上肢負)0作業かどう

かを判断する」という基本を忘れ

てしまい、「認定基準上の例示作

業のどれかに3てはまるかどうか

だけを考えてしまう」という誤りを、

労基署は犯していたのである。

3)については、認定要件の中

で、業務に「相当期山」従事した後

に発症したモのであること、とL、ぅ

項 U があり、この「楠～期間」につ

いて、 ［1週IUJとか10 t J I日Iという極

めて短期的な毛のではなく、原則

として6か月程度以上をいう」、「原

則として6か月科度以!としたが、

府全鞘炎等については、作業従事

期間が6か月程度に満たない場

合でも、知期山のうちに集中的に

過度の負担がかかった場合には、

発症することがあるので情dEする

はじめに、労災認定に至る長い道のりを暖かく文

え励まして下さった関西労働者安全センタ一、出島

診療所、ひまわり労災被災者交流会の皆様に、こ

の坊をお借りして才う礼を申し上げたいと思います。

私が侍様のお世話になるようになったのは、原凶

イJ明の日旧日十・激しい頭婦が断続的に続き不安にな

り、精密検査を受けよさと本職していたときに、偶然

UIこした関西労働者安全センターによる「電話での

労働伺談会J(←でしたつけりの新聞記事がきっか

けでした。その頃は退職を考え、「運が悪かったと思っ

てあきらめよう」、「命があるだけでもラ、ソキーだ」な

どと自分に言い聞かせ、前向きに気持ちを切り換え

ようとしながらも、どこか釈然としない、「討1場のない

,~いをて九とり抱え込Jレでし三時期で〕た。安全センター

の方にお話を嗣いていただき、用品診療所で検査

を受け、通院することになりました。

労災申請はどこか後ろめたさのようなモのがあり、

中請すべきか斉か大変悩みましたが、通院し始め

て半年後の昨年の4けに、申請しました。アドバイス

を受けながら、作業内容や作業殿境の詳占紺日を記載

した中寸書(仇A 4
労働基主準事監皆署による聴取 (υl人で面t按喜お)、 7月・ 10

月'11月に電話による聴取があり、どれだけ酷い環

境で作業を続けていたのかを訴えました。そして、今

年の1月に決定通知のはがきが同きましたが、まさ

カミの不文給決定でした。

月平均8 0時間、多い時には1 0 0時間を超える残

業があり、過労死していても不以議ではない環境で

す。私と同時期に同部署に配属された男性2人のう

ち1人は、幻覚を見たり、 Uが見えなくなったりして体

調を崩し、 3か月後にill脱しています。もうひとりも、

半年あまりで耐えきれずに職場を去っています。そ

の様なi環境の中で体調を崩した者に対し、労災を認

めないはずがないと考えていましたので、ただただイJ

文給決定には驚き、不思議でなりませんでした。

通知のはがきには決定理由が』カ寸1ていません。

問い合わせても詳しくは教えてもらえません。簡単

に受けた説明によると、「頚椎症という既存疾病に

よるもので業務の過重性も認められず業務外認定

である」とのことでした。つまり、「もともと体がJILくJl!j
常業務で悪化した」、「君の休が~J~いんや」というこ

とです。 「月100時間を超える残業をしていても過重

業務にならないのですか」と訊ねると、「他の人もし

ているじゃないですか」と、長時間労働を是認するよ
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こと」と言～さ才 l ている。

労基署は、 Yさんの場合は、「発
症が入社4か月後」であり、 ljr建鞘

炎ではない」ことをもって機械的lこ
判断したとみられるが、あまりに碓
拙というほかない。

4) については、認定基準は、
「過重な業務」とは、 iI C t川としてJ4)

のような条件を示しているが、一方
で、 r;r且重な業務」の判断に当たっ
ては、業務量の面カら過重な業務
とは直ちに判断できない場合で
あっても、通常業務を超える一定
の負怖が認められる場合には、
それらの要国も総台して詐{曲する
こと。「通常業務」とは、当殺事業

場における所定労働時|山におけ
る所定の業務をいうものである」
と記している。
決定書では、この記載に照らし、

Yさんの総平均労働時間が所定
労働時間 (8時間)を超えている三
と汽可十業実態を踏まえて、「監督署
長は、請求人が従事した当該作業
の業務量を労働時間数に置き換
えて本i ' I疾病の業務起因' 1 '1を判
断している。請求人の作業従事時
聞は l日出たり 11. 4~'J問と会社の

同庁定労働|時I~J(剖噂|山と比較する

に多い毛のである。その作業態様
は、請求人白らが述べているよう
に、この作業|時山のすべてを|目立

に過度の負担のかかるうた務に費
やしていたとは認められないが、
総合的に計4曲するに「過重な業務」
に相当すると判断する。」とした。

.局医「診断」偏重

問題は、 5)の点で庇る。審査官
は、労足場段階で4吉見をきかれた
同院と|司 人物に意見をとってLミ

る。「先生の頚椎症とL汚診断を前
提にしても、請求人が過重な業務
に従事していたとすると、その基礎
咲患の増悪とは考えられません
かつ」という趣旨の質問を局医に
行い、 「労働時|自l数を業務量に情
き換えて判断してL沼のでまオ1ば、

うな労働法準恥督署からの発言もありました。
これは一次災害ではないでしょうか。他の理山も

とうてい納得しくモのではありませんでしたので、 3月
に審査請求を行いました。 4月には、安全センターの
方と一緒に、広品までイJ支給決定の理山を確認し
にわニきました。驚くほど稚拙な報告に基づいて下さ
れた決定だというととが分か 1ました。形式的に巾立
書を預かり、肘、～～はするけれども、その内容に基づ

いて何か調査を行うということはない。
jQ " J事務A向、そして、その報f与を認めた恥督者長

に対し、今でも腹守:たしく 141います。彼らは、自らの
報告・決定に責任を持つべきです。「不支給決定は
取消します。すみませんでした。」の一言で済まされ
ては小愉快です。広品カ沿戻り、小支給決定理山
に対しての申立書を作成しました。アドバイスをいた
だきながら、認定ギ;;1'と照らし台わせ、徹底的に異
議をまとめていきました ( A 4・5枚) 。そして6月に審査
官からの聴取があり、安全センターとひまわり労災
被災者公流会の方々と共に抗議をしました。その結
果、 7月にようやく労災認定されました。

「堅固肩腕障当JI=:対しての労災申請を行ったにも
かかkらず、 E2後まで「頚円腕障害」であるか台か
に全く触れなかった論点のずれた決定には疑問を
感じます。ですが、ここに至るまで l年 3かけの期間

を費やすととになってしまいましたが、振り返ってみ
ると、背中を押していただきながら、あ1品、しいことをお
かしいと叫ぶヂJ気を持てたこと、やり場のない気持
ちを吐き, ' 1iすととができたととて寸投われた思いです。
今|門|の経験をとおしてー岳感じたことは、労災に

関して何の知識もない人間が乙とり、労働基準監醤
岩桐手に状況を必死に訴えるだけでは、動いてくれ
ないのではないカということです。やはり、知識を持っ
た人と 緒に相子を攻め立てて、はじめて動いてく
れるのではないかと。悲しいととですが。そして、巾
寸書も「攻め」のスタンスで作成する必l立があるよう
です。時間外労働賃金が未払いの場合は、実際の
労働時間を管理したモの、就業規則や雇用契約占、
できればPCメールの道受信記録などがあれば、話
はスムーズに進みやすいでしょう。

「他の人も(長時間労働)しているじゃないですか」
と私が労働基準監督署に言われたように、みんな
が我慢しているのだから、私も我慢しなければなら
ない、みんながサービス残業しているから、私もしな
ければならないというのは|山違っています。おかし
いものはおかしいのです。小さな声でもそれが増え
てゆけば、状況は定わってゆくはずです。今回の労
災認定が~{Jを投ずるきっかけとなってくれ

ることを望んでいます。 国
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この既存疾病は業務により増悪 
したものとするのが相当である。」 
という回答を得て、これをもとに、 
類椎症という既存疾病の増悪とし 
て、Yさんの疾病を業務上認定し 
た。
審査官に対しては、労基署段階 

と同じ局医に聴くのはぜひやめて 
もらいたい、類椎症という判断は 
主治医の診断と判断と歡60で、 
再度主治医の意見を聴いてもら 
いたいと要請していたが、無視され 
たかたちとなった。

こうした調査方法は、明らかに 
不適切であった。
參あってはならないこと
以上のような、認定基準の適用• 

解釈や不十分な調査内容ととも 
に、本件の審査請求でYさん側が 
問題にしたのは、労基署の基本姿 
勢だった。

Yさんの労災請求において武 
器になったのは、Yさんが残してい 
た労働時間を記録したパソコン上 
のファイルだった。これは、R社が 
労働時間管理のために各社員に 
提出させていたもので、これによ 
り正確な労働時間が把握できた。

はじめにYさんの相談を安全セ 
ンターが受けたとき、ここに記録さ 
れた時間外労働賃金が支払われ 
ていないとのことだった。労災課へ 
の労災請求と同時に、Yさんは、 
安全センターのアドバイスを受け 
ながら、自力で賃金不払い是正の 
申告を監督課に対して行った。申 
告に基づいて監督課は、R社の調 
査、指導を実施、Yさんを含む大 
量の賃金不払いを発見し、是正さ 
せるという大きな「成果」をあげる 

こととなった。(また、R社は、Yさん 
の労災請求に対して事業主証明 
を拒否したが、事業場のある広島 
で労災保険加入手続をしなm飞ば 
ならないにもかかわらず、これを 
怠っていたことが発覚、R社は加 
入手続をさせられた。)

Yさん自身权夬して少な边い是 
正分を受領できて、あとは、労災 
課からの業務上認定の知らせを 
待つだけだと思っていたら、思い 
もかけない不支給決定だった。

Yさんは、不支給の理由を直接 
聴くために、安全センター事務局 
とともに広島に足を運んだ。不支 
給決定を行った当事者である署 
長、次長、課長、担当者はすべて 
直前の人事異動でおらず、後任 
者から説明を受けたが、その内容 
は、耳を疑う、ずさんな内容だった。

R社の賃金未払い大量摘発に 

の労災請求を不支給にするとは 
何事なのか、しかも、こんなずさん 
なやり方で…。

いったい何を考えて労働行政を 
やっているのか、と強く抗議すると 
ともに、不支給決定の見直しを求 
めたが、労基署は、「審査請求し 
てくれ」と言うばかりであった。
審査官に対しても同様の申し入 

れをしたことは言うまでもないが、 
結果は、原処分が取り消されたと 
はいえ、呆れる中途半端な内容 
だった。

ともあれ今回の決定を受け、広 
島中央労基署は、Yさんに対する 
完全な労災補償を実態に基づい 
て行う責任があるのは当然として、 
なによりも、Yさんにとんでもない 
迷惑をかけたことに関して猛省を

刪
関する最大の功労者であるYさん (関西労働者安全センター)

シック^ウス症候群労災申請
神奈川♦(財)地球環境戦略研究機関

さる6月14日、(財)地球環境戦 
略研究機関(略称IGES)で働いて 
いた女性労働者(31歳)のKさん 
が、「シックハウス症候群」で横須 
賀労働基準監督署に休業補償請 
求をした。これまでの経過を報告 
する。

Kさんは1999年10月に、IGES 
で研究秘書として勤務し始め;to米 
国の大学を卒業後、研究秘書とし 
て働いてきたが、帰国して初めて 

入ったのがIGESである。Kさん 
は、自分にとっても勉強になると考 
えて、一生懸命働いた。ある研究 
者からは、「ここまでやってくれる 
人は見たことがない」と言われたこ 
とも。IGESの研究秘書は、形式的 
には1年契約であるが、3年ごとに 
研究プロジェクトを見直すことに 
なって！/ゝる。その区切りが2000年 
4月であった。ただし、秘書は、プロ 
ジェクトごとではなく、IGES全体で
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採川されξのであり、 Kさんも京旧2

年4けからは2つのフ。ロジェク卜の

秘占を兼務するようになった。一

屑忙しくなって、残業や休H勤務

を余儀なくされていた。

IGE Sは、地球殿坑問題に関す

る環境省所管の外邦研究機関で

ある。 2 0 0 2年6けに、長山山lの湘

南l:li l際十11:>1"5出Jf究施設が新設

された。 I G E Sは自らホームベージ

で以下のように説明している。

rIGESは新たな地球文明のパ

ラダイム構築を円指して、地球環

境問題についての戦略的な研究

を行う~)f究機関であり、持続可能

な閣発のための革新的な政策手

法の開発、及び環境対策のため

の政策的実践的制究を行い、そ

の成果を様々な主体の政策決定

に只J:¥,lイ七し、 t山正E士見宅吏、 f占にアジ

ア太平洋地域0:持続可能な閣発

の実現をはかることを円的としてい

る」。

「乙の研究胞設は、とのような

I G E Sに相応しい、快適な研究環

I克を章IJWすることによってレベル

の向い研究成果の骨Ijf引に資する

ことを同的として計画さオlた」。

「設計にあたっては、高度な研

究を将来にわたって完全にサボー

卜してしける快適な研究環境の自JI

山を第1の目標としたが、忠まれた

敷地のポテンシャルを応大限活用

しつつ、施設自体を IGES 江研究

内平手に相応しい、環境組手11型建

築のフoロトタイプとするととら没古|

の大きなテーマの1っと考えた」 。

この仰々しい文市と全く中日比す

る事態が進行するとは、あまりに

も皮肉な現実である。

2旧日2年6月9円、 Kさんは引眉

Ul !当者として休H出勤しわれ強

空.～～な悪央が漂っていた。設計上窓

の開閉ができないようになってい

て、だんだん頭古河出くなってきた。

実は工期が遅れていて、人所後

も、上事が残っている部分宅あっ

た。当|刷、ちょうど連H夜のり|時

や 1 0時まで残業があり、めまい、

眼の刺戟感、皮膚のかゆみ、不

川などの症状にf尚まされるように

なる。

他の同僚の中にも、同様の1正
状を訴える人が出始めた。 7月に

は、 2名が化学物質過敏状態と

いうことで、束京勤務となった。 7

月末、 I G E Sは、ホルムアルデヒ

ド、トルエンなどの濃度測定を実

施した。とのとき、ホルムア凡テモ

ド¢値は、 0.078ppmである。厚乍

労働省が定めている指主|値は

0.08ppm で、それにかなり近い濃

度でよtる。もちろん0.08ppmのホ

ルムアルデヒドを吸うと、必ず病気

になるわけでもないし、逆に

。仁 8p凹1未満だと、全く問題がない

ということではない。しかし、建築物

衛生法でも、とれを限度長準値と

して才如、労災認定基準でもかな

り参考にされているようである。 3

か月後の II月の測廷では、 0.008

p p mまで下がっている。一般にホ

ルムアルデ1二円立科日発性が高いの

で、一気に卜がって、後は安定す

る。 6月の入所当初は、かなり高濃

度であったと推測されるo

IGES は、 8月には職はにアン

ケート調杢を行ったり、設計者や

県(研究施設そのものは県住宅供

給公社がJw~償で貸与している)と

宅相談して、対策についての検討

専川委員会を聞くTょとした心10月に

は、検杏費 JIJの負担と共に、北L日

研究所病院を紹介する通知を全

職Hに刑した。 Kさんも、早速同病

院を受診、「シソケハウス指候群」

と診断される。この月には11名、

11月にはさらに7f,が診断されて、

2 00 3年3月までには、なんとお名

が、シソクハウス症候群(是正L地含

む)と診断されるととになった。

IGES は、シソケハウスと診断さ

れた人のために、月JIの建物を借り

るととにした。 Kさんも診断』があ

ればそ- t :とに移れると聞いていた。

しかし、只体出Jな別棟勤務のため

の措置はなかなかなされず、実際

に別棟で勤務することができたの

は、 11 月 22 円になってカ)r--～であっ

た。しかも、やはり本部の建物に

入らざるを専なLことも少なく7ょぐて、

12月にはかなり症状が悪化。日分

を責めてしまう、物忌れか微ししぜよ

どの精神的な府状が出るように

なった。翌年 lH に北里研究所病

院を再受診したところ、早怠、な改

書、休業を指示される。ところが、

「精神的症状はシyケハウスと閑

係がないはずだ」などという、法人

事務局長の;L ,.¥ tJ :い充言モあった。

結局すぐには休むことができず、

実際に休職に入ったのは、 1月 20

H力、らであった。 Kさん以外にも、

4人が休職、 l人が肉宅勤務、 3名

が別棟勤務、さらに1人は3月で退

脱した。

I G R弓の就業規則が、県職員の

規則に準拠してお以休職中の賃

金は1 0 0 %保障された。治療費も 

IGES が負担してきた。前述の泊

、り 1年契約であったが、 Kさん毛他

の硲書も、 2C口3年4月に契約は更

新された。 Kさんは実家に帰って、
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各地の便り

療養に専念することにしたが、な 
かなか症状は改善しない。

2004年2月、IGESは、3年ごと 
の研究プロジェクトの見直しとレう 
ことで、研究秘書に対しても試験 
を実施、公募もした。まだKさんは 
試験を受けたり、勤務のできる状 
態ではなかった。3月になって、 
IGESに派遣されてシックハウス症 
候群になったTさんの問題(2003 
年12月号参照)に、神奈川労災 
職業病センターが取り組んでし砀 
ことを知り、相談に訪れる。早速、 
よこはまシティユニオンに加入し、 
団体交渉を申し入れた。

IGESの雇用は、形式上1年契 
約であるが、実質的には労働基 
準法違反の3年契約であり、期限 
のない雇用とみなすべきである。 
そして休業中の労災職業病患者 
の解雇は違法である。そのような 
主張に対して、IGESは、あくまで 
も1年契約であり、契約が切れた 
以上、治療費も賃金も払わないと 
いう回答。
同時期にやはりIGESに雇い止 

めされた研究秘書のMさんがい 
る。Mさんは、試験の成績は悪く 
ないが、協調性がないなどと言う 
理由で更新を拒否に相談し、団 
体交渉を重ねたが、やはりIGES 
は雇い止めということで復帰を拒 
否。現在、横浜地方裁判所で仮処 
分裁判を闘っている。要するに、 
IGESは、今回の契約更新で、職 
業病患者や出産を控えている人 
を「厄介払い」したとしか思えない。
団体交渉では、当時の事実関 

係をきちんと認識させることが重要 
である。ところが、IGESの法人事 
務局を担うのは、県や環境省から

の出向者。いずれもKさんの休職 
後に派遣されてきており、当時の 
状況を全く把握していない。さらに、 
Kさん0休業補償の請求書で平均 
賃金を算定するのであるが、そこ 
の残業代はゼロ。基本給に19時 
間分入っていると言うのだが、どう 
も労働時間を全く把握していない 
ようだ。
新聞記事に上ると、シックハウ 

スと診断された27人中、すでに21

人が退職したと言う。わずか60人 
余の研究機関で、約3分の1が退 
職するということでは、良い研究成 
果があがるはずはないだろう。地 
球環境戦略を研究するのもいい 
が、まずは職場環境で起きた事態 
に、きちんとした責任、つまり労災 
補償、雇用責任を取り、原因究明 
を行うべきである。そして、環境省 
や県の責任も含めて、徹底的に 
追及することが必要である。

心臓突然死で労災認定
大阪參過労による「急性心筋炎」

財団法人の職員Aさんは40歳 
の若さで、帰らぬ人となった。妻と 
幼い子どもたち3人を残しての突然 
の死だった。死因は解剖の結果、 
「急性心筋炎」とされた。

Aさんは、2年前の財団の合併 
により2つの事業の責任者となり、 
また人手不足で休めない状態が 
続いていた。亡■くなる2か月前には 
リニューアルエ事のために多忙を 
きわめ、休日は月に2〜4日で直 
前19日間は休みなし、自宅へ持 
ち帰っての仕事、残業、休日出勤 
で、時間外労働時間は、約100時 
間におよんだ。あまり仕事のぐち 
を言わないAさん;^、「しんどい」 
とこぼすのを聞いていた妻は、も 
ちろん過労による死であると労災 
を請求した。
奥さんが関西労働者安全セン 

ターに相談に来られ、労災請求に 
当たって、一緒にAさんの直前6 

か月の仕事と労働時間を調査し 
た。作成した表には、前述したよう 
に相当の過重労働が見受けられ 
た。しかしながら、タイムカードには 
すべてが記録されてはおらず、財 
団が労働基準監督署に提出した 
直前1週間の就労状況にも、実態 
の一部しか記載されていなかった。 
そばで彼を見ていた同僚たちは、 
奥さんの要請に応じて積極的にA 
さんの労働実態を証言してくれた。 
請求を受けた労基署の担当者は、 
Aさんのパソコンから膨大な量の 
作業データを回収し、奥さんから 
提出した就労実態の裏付け調査 
に当たった。
過重労働については、順調に 

調査が進む様子であったが、もう 
一つ問題点があった。死亡した病 
名が「急性心筋炎」とされた点だ。 
Aさんは、もともと心臓に「先天性 
エプシュタイン奇形」があるための
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不整脈があった。無理はできない 
体ではあったが、通常の就労には 
問題はなかった。Aさんは亡くなる 
日、体調が悪く職場を早退し、近 
所の医院にかかり夏風邪との診 
断を受けたが、その午後に呼吸停 
止して救急車で病院へ運ばれた。 
風邪と言われたのがなぜ亡くなっ 
たのか、解咅0をした結果、「急性心 
筋炎」という病名がっいた。労災 
の過重労働による心臓疾患の中 
にはない病名で、この病名で労災 
として認定されるのか、という問題 
があった。
細菌、ウィルスなど種々の原因 

による感染症によって心筋が炎症 
性変化を起こし、重篤になれば不 
整脈や心不全、ショックを呈して突 
然死するというのが解剖医の説明 
である。この解剖医は、当初から 
Aさんの妻に「過労と関係があり労 
災申請しては」どrすめた。請求後 
もこの医師は協力的で、心筋炎と 
過労の関係について、「過労が免 
疫機能の低下につながることは、 
一般的に認められた相当因果関 
係があるものであり、過労と感染 
症の関係については概ね認めら 
ねた因果関係がある」とし、Aさん 
は、「T細胞系、B細胞系のリンパ 
球の機能低下」すなわち免疫系の 
調節系に異常を来たしていたとい 
う意見書も提出してくれた。
認定まで2年半あまりかかった 

が、労基署は過重労働があった 
と認め、また、病名については、「過 
労による心臓突然死」として業務 
上とした。

この間、3人のお子さんを抱え 
苦労して生活を支えながら、労災 
請求に積極的に行動された奥さん 

の苦労が報われたことはなにより 
も喜ばしい。また奥さんにとっては、 
やはり「仕事が原因だった」とはっ 
きりさせることは、気持ちの上で重 
要なことであった。奥さんにとって

は夫、子どもたちにとっては父親
であったAさんは戻ってはこない
が、遺族年金をもらえることで経済
的な負担がへることは4人
の助けになるだろう。

建設業で参加型改善活動 
モンゴル• ILO開発のWISCON

【7度目のモンゴルへ】
今年8月、モンゴルの労働組合 

を対象とした、ILO (国際労働機関) 
が提供する建設労働者向けの参 
加型現場改善トレーニングWIS 
CON (Work Improvements in 
Small Construction Sites)の初回 
導入トレーニングが、首都ウラン 
バートルで開催され、東京労働安 
全衛生センターから外山がILOの 
外部協力者として派遣された。

この企画を統括するのは、東京 
安全センターとf ffOSIITVE (労働 
組合による参加型安全衛生改善 
活動)とWIND濃村での生活改 
善活動)でおなじみのILOア^7太 
平洋総局の川上岡！！さん。労働組 
合はCMTU (モンゴノレ労働組合連 
合)傘下のモンゴル建設労働組合 
で、CMTUはすでにPOSITIVEを 
導入しており、今回は、建設産業 
に特化したトレーニングの開催を 
希望してWISCONの導入となっ 
た。私自身は1998年8月のPOSI 
TIVE導入から関わったことでCM 
TUとは旧知で、数えてみると7回 
目のモンゴル訪問となった。

8月22日深夜、すでに初秋を迎

えたウランバートルに着く。CMTU 
国際局長のツクバタールさんが迎 
えてくれたoPOSITIVEもWIS 
CONも安全衛生企画なのだが、 
当初から受け入れの責任者は国 
際局長が引き受けてきたため、ツ 
クバタールさんとは6年来の付き 
合いになる。民主化後の混乱の 
中では多ぐZ)モンゴル人が困窮し 
たが、当時の彼もまた、再入学し 
た大学生で、結婚して間もなく、生 
まれたばかりの長男を抱えて、配 
給の列に深夜まで並んだ経験を 
持つ。苦しい状況だったが、あき 
らめず大学を終えてCMTUに入 
り国際的に活躍するようになる。 
体も大きく強そうだが、“心優しい 
インテリ•'といぅ印象だ。

それは、国際局という名前は派 
手だが、実際には海外団体との企 
画やその調整に明け暮れる日常 
業務の中で、能力が高いゆえに 
単なる調整役を越えてついつい安 
全衛生やその他の主体を担って 
しまい、結果的に成果は本来の部 
署に譲ってしまうようなお人好しさ 
があるからだ。空港の雑踏で、そ 
のツクバタールさんの笑顔、そして
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「トヤマサン、ゲンキデ、ンタカワ」と

円本語の挨拶に迎え,:,れて、長旅

の疲れは癒えた。秋風に吹かれ

ながらツケバタールさ/しの卓で市

街へ向かう。

［WISCON準備］

翌朝、夏の雨雲が低く垂れる

下、当面江仕事坊となる日1TUの

ツクバター)～さんの事務所を訪ね

ス夕、ソフと挨絡Vコ後、すくに仕事が

始まった。卜Lーニングは 8H26 円
から28 日の 3日問、川|上さんとは

25 tJ合流するので、それまでに現

坊の良い事例を集めて教材を作

成するとと、参加者とブ戸ログ、ラムの

確定等々のトレーニングの準備し

なければならない。早速、モンゴル

建設労働組台委H長1 7 :部屋を訪

ねて、今|門|のトレーニングの趣旨

を説明し、モンゴルの建設現場に

ついて17:解説を聞き、事前にお願

L化ていた建設現場見学に|司行

していわだいた心建設労組委員長

のゴンポさんは 60歳の少し千前、

モンゴルの大地の) ' Rl主に耐えてき

た風情の厳格な脊貌で、少し怖そ

うだ。恐るおそる、中小建設現場

を焦点にした今 Inlの参加型トレー

ニングについて、そして円本の建

設労組の同献の活動についても

少し話した。そしてモンゴルの建設

事情について解説していただわた。

モンコ、 Jlにlま現存約26刈JQ人の建

設労働者がいるといわれている

が、さらに約 9,0 0 0人の臨時や季

節労働者カ礼治と推定されてL泊。

組合は約l万人を組織しているが、

それは前者の了刊日労働者¢みで、

今後は臨時、季節労働者も組織

したL辻語った。言葉は少ないが、

簡潔でが」を特た解説1;1印象的だっ

た。トレーニング、への全曲的な|高

力も約束していただいた。

その日の午後と44日は、コなンボ

委員長自らと事務局のパトゥシュ

リさんの案内で建設現場をま村コ、

H事作"uの収集に努めた。ウラン

パートルは変わりつつあった。街

は新築工事でまバ寸 1ている。 '1'心
部の雫き地にビルが建ち、 I~J :i!l部

では木造や鉄筋の建物が草原を

埋めて広がってゆく。街道沿いに

建設中のビルが数棟並んでいる

光景も見られた。夏季なので、冬

にはできないコンクリート工事が

多い。見宇した現場では、 10人程
度の労働者が鉄筋を溶接し、コン

ク, Jー卜型枠を組み上げていた。

H事例が多い三とにも驚かされ

た。ビJlの建築現場では事務所北

休憩室の棟が置かれている。あ

る現場では、日本で見カ斗ナるプレ

ハフお及川等で、寒さがI s x fて、

清潔快適Lだった。休憩室には、口ッ

カーやテーブル、椅子もあり、安

全衛干の解説やポスターが貼ら

れている。建設現場はフェンスで

凶まれている。椋々な作業原や椅

千を自作している。足場を献体に

固定している。ヘルメット、安全帯

を｛史っている。トイレもある。感銘

を受けたのは、タイルを屯動一仁具

で切断する際にベットボトルの蕎

に小さい' / (を晴け、 /Jくを流して粉

じ!èを抑える改善だった, 2 tJ l~Jで

7つの現場を訪ね、数白枚の写実

を撮り、長終的に 64モのH事例を

トレーニング' ( '示すことができた。

よくモンゴル人はι'at快だが京融先日

さに欠ける'と評される三とがある

が、実際には現場での細やかな

改善がたくさん発見される。そもそ

も労働者が恒活の糧を得ている

生産現場には、長年の問の工夫

改善が多く去るのが～然であって、

そのような一仁夫改善を再確認する

ことが参加型トレーニングの基本

でも主る。モンゴJLの現場を回りな

がら、始めて H本の建設現場を見

学したときにも同じ感慨を受けたこ

とを怨った。建設労働者と会い現

場を見るまでは「建設現場=がさ

つな見たちの職場」と考えていた

品工 i1事をより良く11上げ、安全に

働くために、実に多くの細やかな

改善が寸でにfTなオつれていること、

そのあたりまえのごとを発見したと

きのことだった。

8月 25円、川上さ/しと合流。す

ぐに、準備していたトレーニングで

のプLゼLテーション IIJのスライド

を検討した。 )11上さ/,s;持ってきた

アジアの他の|玉|の好事例も使っ

て、 5つのセ、ソションについて各 50
枚ほどのスライドが完成した。モン

ゴル請も、ソケパタールさんが翻訳

してくれた 3 今頃メコンデルタでは

皆で騒々しく卜［/-ニンゲの準備を

しているのだろうと、少々土びしく感

じるが、旧知の仲 I~J3 人で、明 H

は新たな参加者たすうとどのような

セッションになるのか、などと思い

ながら過ごすウランパートルの夜

は、それはそれで楽しく得がたい経

験であった。

［WISCON トレーニング］

8月26 円から 28 円の 3円問、 

WISCON初回導入トレーニング

コース閣催。参加者は 27 名で過

半数の 14.人は火性。モンゴルは干十

会主義の時代を経て、男女同権

が浸透している。前 Hの建設現場

見学でも半数以上の現場で久性
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の現場監督が活躍していた。これ

はこの国￠優れた｝\~のつだ。参

加者のほとんどは現場取督か技

術者で、本当の意味での現場作

業者とは少し異なる巳しL、が、相J回
としてはやむをえない。ココ/ポ委H
長とパトゥシュリさん毛参加者として

参加してくれた。

チ工、ソクリスト実自では、ウラン

パートル中心部、国営デパート隣

の 等地に建設,/,江鉄筋4階地

卜l階のアパートを訪ねた。 1階部

分じと鉄筋コンクリート作業中で 10

人ほどの労働者が働いてお1大

きなクレーンも動いていた。参加

者は全員建設の専門家で、訪問

した現場の監留さんへ江員間コー

ナーでは、危険筒所を指摘する場

由もあったが、全員とても真剣に

チェックリストに記人していた。

卜L一ニンゲの県本セッションは

5つ(物の運搬と保管、高所作業

と機械の安全、作業主主勢、イl主環

坑、福利厚生と作業制成)で、モン

ゴルと他のアジアの国のたくさ;'j］)

改善事例と好事例を示しなが弘

楽しく進めるととができた。その他

に私がH本の建設労働組合の参

加型活動紹介と)1/上さんが正亡の

支擬する安全衛生活動について

充表した。以|を初めの2 Jj /~Jで

行なった。円本の参加型活動で怯

全建総連束京占1¥速の現場改害委

員会日:活動を紹介して、参加者の

共感を得たと感じた。現場は確か

につながっている。艮終日はセッ

ション・ブLセ守ンテーションの紋宵

を参加者がおこない、最後に今後

の百|画を討論した。

参加者がすく'1:自分の現場で

応用できるように、実践的なトレー

ニシグらめざして、様々な一仁夫をし

てきたカえ今回はf［/ゼ>テーショ

ン練習をおとなった。参加者を5グ

JLーフ℃分け、 5ての基本セッショ

ンを古/1り当て、各O H Pシートを配

布してブレセ>テーションを体験し

てもらった。各セ、ソショニ毎に参加

者のぎよ4を求め、良いlJ.と改善提

五三を州し合t"参加斉同士のコミュ

ニケーションにより改善する手法

である。最後のグループ討論で

は、活動を広げるための3つの提

案を討論して決定した。現場労働

者を含めてトレーニング活動を継

続する。建設業の様々な職種用

のトレーニングを同充する。モンコ

ルの建設現場の写買を使ったト

［ / -ニングを実施する。 CMTU内
にトレーナー会議を設なする。等

のR体的な提案がなされた。

来日占らしかったのは、参加者の

集中｝Jだった。参加者全員が最後

まで集,/,して熱心に討論に参加し

た。討論の結果としての提案が具

体的で的を得ていた。住設産業は

民主化の過程で、非常に困難な

時期を経ており、労働斉は4分の

1以下に減った。今は再干の|噂期

である。厳しい経験があったから

こそ、良い現場を創ろう、という強

い意欲が参加者カも!～～じられた。

ゴンボ委員長の参加も素晴らし

かった。トレーニング、の全てに参

J刑したたけでなく、自分が前由にす

つことなく、常に参加者に気を自己

りサポートしてくれた。

これまでに払われた多くの努力

の結以としての建設現場の好$

例、参加者。:熱彦、そして組合トッ

ブの理解と協力とL追う3点に支え

られて、相J回WISCONは成功裏

に終わった。

［フォローアップ］

JLOへ提附した切符』では、今

後へ101けて、第 11こ建設現場で働

ぐ設働者向けのトレーニングを開

催して、未熟でも何でもその活動

を続けること、第2にCMTUがセ

ンターとなりトレーナーを支援する

ニと、そ州立大げさな丘二ではなく単

にトレーナーIUJの交流を保持す

るだけでも良L立と、第312:早期に

J L Oがとれらi I i動のフォローア、ソ

ブを実施すξ二とをl止請した。

参加型改苦活動は確実に広

がっている。日本の全建総連東京

都連の活動はモンゴルの建設労

働者の共感を得て更に進んでゆ
くだろう。近し将来、両者が直接W,

合う場を作りたいと願っている。モ

ンゴJLのWISCONと時を同じくし

て開催さオたメコンデルタ 2004も

また、今後の展同への希望を誰も

か確信しながら成功裏に幕を閉じ

た。 POSJTJVEはヴェトナムへの

導入をこの秋に予定している。こ

れによりヴェトナム全休の状況が

参加型へ傾斜するだろう。

ウランパートルを訪ね、労働者

と労働羽坊に対して貫撃な情繋4を

持つ人々と同会川貴重な時間を

共にした。それは彼の国の夏のよ

うに瞬く聞ではあったが、夏の雨

雲がもたらす主主雨が長らく大地を

潤すように、出会った私たち全て

にとってその経験が、その後の前

向きな変化の兆しとなり、期間は

様々であってもいずれは結実す

ることを願っている。 囲
(東京労働安全衛生センター

外山尚紀)
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Safe jobs,Sa fe food!
アメリカ.タイソン・フーズの労働組合

との7月、米阿佐牛肉の輸入再

閣をめぐるH米政府協議が111場
を迎えξなか、世界最大の食肉加

上会社で主るタイソン・フーズ社の

労働組合の代表者が同本にやっ

てきた。

7月1 9日、来日したのは、チーム

スタース・ローカA 5 5 6のメルキア

デス・ベレイラ委員長とラファエル・

アギラー組合以の 2{',0たった5日

IUJのH本滞在中、農林水産省で

の記者会L止、消費者間体や労働

組台との交流、芝浦と場の見γ、

街頭キャンペーン行動、米圃食肉

加工労働者を囲む集いなど、超過

信なスケジュールをとなした。

来恒行動への支援を11 '1'びカヰf
た 人として、チームスターズ・ロー

カル556の rSafc iobsサ Safc
food !Jキ ャンペーン行動の取り

主且みを半目白したい。

まず、チームスターズ・ローカル

556の闘いの背景事情について、

組合のフアケ卜・シートと呼ばれる

資料をもとに説明する。

タナノン十上は、世界最λの1'肉、

豚肉、鶏肉の生産会社である。昨

年の売り上げは 245 億ドル。ワシ

ントン州のマ7トンで米圃初のB S E
感染牛が発比されるまで、車で1

時間ほどの場所にあるパスコの

一仁場は、 H本 101けの/ド肉を乍産

する基幹工場だった。ここで生産

される牛肉の 15～20%が H 木に

輸刑されていた。

労働組合の調合によると、パス

コ工場は、全国でも最も非衛生的

な食肉加 1: 1)易としてランクさ才lて 

Clるという。工場内では労働安全

衛生規則が守られず、 2002年に

は 5ω人以hの労働者が労働災

害にあい、重傷災舎の被災率が

同等規模の工場の全国平均の3

倍近くにのほつっている。また、人道

的なと高解体の規則仁違反してお

り、牛がまだ生きている聞にと者解

体 l程に送られている。タイソン

社は、こうした事実を否定し、 BSE

の全頭検査b必要ない、として以

刈している。

タイソン社、は全米に 100 以上
の工場を持つが、労働組台があ

るi)君はたったすつlこすぎ?ない。パ

スコエ揚には、チ ムスターズ・

口ーカ)～556 があり、 1 ,5α) 名の労

働青を組織している。組合員の 90

%以上がメキシコ系の移民労働

者であり、ベトナム、ラオス等のア

ジア系移民も働いている。

ところで、ロカル 556では、 6年

目Ijにチームスタース、の改革派が

執行部を探った。そオ1まで本音「的

役員は、会社と交渉するだけで、

工場に来たことはなかった。あま

りに劣出な|場の職場展境、過酷

な労働条件に悠った現揚の組合

員が自主的な山猫ストに¥r.ち|

がったのをきっかけに、チームス

ターズの改革派カえローカルの執

行部を握った。

米国で初めてB S E感染牛が発

見されてカミら、米|玉|皇室牛肉は日本

に愉出できなく7ょった。その影響で、

パスコ工場の組合員は、労働時間
と賃金カ~~戚らさ才Lた。輸f十!再開の

ためには、 H本の消費者がタナノ

ン社の牛肉の安全性に信頼をも

っととが必要不ロJ欠である。ロー

カル 556は、様々な消費者凶体と

連合して、タイソンネ十か職場を安全

にし、安全な牛肉を提供するよう

求めるキャンペーン rSafe iobs, 

Safe food! Jキャンベーン運動

を始めた。 6月 14口、組台は、全て

の食肉)JU一仁業者がB S E検査を行

うよう農務省に要求すξとともに、

タイ、ノン社がB S E全頭検査への反

対をへ可む、消費者の期待に添う安

全な食品を確保するよう求めるよ

う決議をあげた。とれに対し、タイ

ソン社は組心、再認の攻撃を強め

ている。今年5月から始まった労働
協約改定交~J}、では、組台費の

チェッケオフを被乗し、組合員に組

合脱退工作を行っている。

以上のようなパ、ソクグラウンドの

なか、ローカル 556はベレイラとア

ギラー両氏を円本に送ξことを決

定したのである。

来Hしたベレイラ委員長とアギ

ラ一軍丑合員の目的は、タイソン干十

のムI請でと畜解体に従事する労

働者のな場から、現場の実態を

円本の政府関係者、消費者、労

働斉に伝えることにあった。 7月 20
H午後 21持、農林水産省の記者

クラフで2人は記者会見に臨んだ。
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彼らの動きを事前に察知したタイ

ソン干十は、姑息にも話者クラブに

「タイソンフーズは BSE検査に関

するチームスターズ 556の見解に

合意しません」むの声明文を配命

した。

ベレイラとアギラーは準備した

声明を読み上げ、農林水産大臣

犯の占簡を公表した。ベレイラは、

「私たちは、科学者でもありません

し、 B S Eの専1"J家で毛ありません。

しかし、私たちは、タイソン社につ

いては専門家です。私たちの組合

員は、タイソン社が円本に牛肉を

輸刑した, lと考えているその上場

の中で、低tJ、働いているのです」

と述べた。アギラーは、パスコ工場

での食llfi'rOコ安全、労働者の安全、

人道的なと高解体つ凶て具体的

な証百をわニった。農林水産大臣宛

の占簡では、_L)揚の実態を詳細

に記述し、労働者との直接の対話

を呼びかけ、円本政府代表をパ

スコ工場に招待すると提案した。 2

人にとって、記者会見はたいハ¥ん

なプレッシャーだったと思うが、ねJ

口の大イ|事を見事やり遂げた心タ

刻、早稲岡にある臼本消費者連

盟の事務局を訪問1し、水原1咋下司王
務局長と懇談した。ポ原さんは、

ローカル 556 のキャンペーンに理

併をしめし、 B S Eの検査と米国産

牛肉rJ:輸入再開に関する日消連

のな場も聞くことカγ亡きた。

7月 21目は、早朝カら品川区の

芝浦と場と食休l資料館を見'7'し、

全芝浦と揚労組との交流針寺二た。

主主j甫と坊の職場環境ゃと音解｛辛

作業などを見て、彼らは驚きを13

さなかった。ラインのスピードが桁

違Lヰ三緩やかだ。パスコでは、 l時

I~J3m頭以|の処理頭数を、芝浦

ではl円でやっている。作業者の

判断でラインをl上めξ三とができ、

チームによる組作業が行われて

いる。円米のあまりの格差に、ア

ギラーは「芝捕と場は天国のよう

だった」と語っていた。

7月22円は、疋午にイl楽山lで街

頭キャンペーン行動を行った。二主

な行動だったが、全統一労組、神

奈川シティユニオン、全国 般東

京南部、中小労組政策ネットワー

ケ、下町ユニオン、東示争議凶な

どの仲間が駆けつけ、ビうをまき

と牛の着ぐるみでのパフォーマン

スを行った。その夜、渋谷勤労福

祉会館でのrSafe iobs ,Sa fe food!

*1玉|食肉l加i労働者を凶む集

い」には50名を起す人ことが参加

し、 2人の予告員を交えて、活発な議

論を行った。

7月23 tJには、チームスタース

労組ローカル 556 ;.k円わ官)J)ぇ省

会・お別れ会が開催された。～該

¢おふたりと、 H本の受け入れ側

の 10人が参加した。わずか5F1問

の日本滞布だ、ったカL時りだくさん

だったH科・行動をJ辰り返り、 H米

双)jからの比省、),~を山し合おうと

いう企画であった。

ところが、当該からは何も反省

すξ ことなどない、満｝,～以上の成

果だった、とL乃お話であったsチー

ムスターズ本部カらの支援カVよい

ので、ナショナルセンターや国際

崖別を通じての同際的なつながり

がなく、組合費のチェッケオフが止

め月れお金もなく、不安ながらもと

にかく来日してみた。来てみると小

さいな市3らも支援の組織ができて

主如、同じ仕事をしている円本江仲

問たちとも出会え、消費者団体と

も話し合い、マスコミにも取り上げ

られた。期待していた以上の成果

であり、 H本側の受け入れに感謝

したいということであった。

日本側には、消費者団体との

連絡が当初うまくいかなかったり、

いろいろと市聞かいJぇ省点力まあっ

た。しかし、今回、来日したのが職

楊にいる草の恨の改革派の活動

家だということもあり、直ぐにi困じ

台うモのがあり、|玉|際公流連侍に

ありがちなもどかしさを感じなかっ

た心この以省、会に出席した円本側

10人のl付、 5人が夜口外|玉|人で

あったことも、今 Inlの受け入れ態

勢の特徴を示していた。スペイン

青青と茂吉骨の通訳もうまく, lったし、

何よりも、 H本の受け入れ側の中

JL'亡して米国慣uとやっとりしたのが、

滞日中の米|司の組台運動活動本

であったことが、成功の'～囚だっ

たことは間違いない。以前のホテ

jレ・ニューオータニやブリジストン・

ファイアストンの来Hの暗から比

べξと、国際連帯の深まりを感じた

反省会・お別れ会であった。

タイソン社に対する rS3!e Jobs, 

Safe food! Jキャンベーン行動

はアメリカのワシントン州古川3日本

へ、そして韓国へと広がろうとして

いる。タイソン牡は世界 の食肉

加」二会社であり、しかも悪質な会

社なので、このキャンペーンはす

ぐには解決しそうにない。今後とも

～該組合の闘いを見守りながら、

情報交換を続け、 H本側として何

が何できる叫えて Lい壮、吃枇き託た
L、。

東京労働安全衛生センター

飯田勝泰
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〒651-0096神戸市ij1央区袋Jl:j函1-1-1212号 TEL(078)25I-I 172 /FAX (078)251-1172 

広 ぬ・広島労働安全衛生センター E・mailhirosima-azccntcr@cronos.ocn.nc・jp
〒732-0827広向m南区有i向町5-41 IJEI Iピル TEし（082)264-4110 I FAX (082) 264-41 IO 

.I.'.~ JI文・鳥取県労働安全衛生センター
〒680・0814D;ll~di南IIIT505 自治労会館内 TEL (0857)22-611 0 /FAX(0857)37-0090 

徳 山・NPO法人徳島労働安全衛生センター らmaiI ren.go・tokushima向mva.bi只lobe.ne.jp
干770-0942徳島I岡mn田f3-35・i徳山県労働焔祉会館内 TEし（088)623-6362 /FAX (088) 655-41 13 

愛 媛・NPO法人愛媛労働安全衛生センター E-mail eoshc@mx8 I .tiki.n巴jp

〒792・0003 m1苦i~rli車frBJ mr 1-9-9 TEし（0897)34-0900 /FAX (0897) 3 7-1467 

愛 媛．えひめ社会文化会館労災職業病相談室
干790-0066松lum・宮「UIIIT8・6 TEL (089) 94ト6065/FAX(089)941・6079

川 知・財団法人高知県労働安全衛生センター
干780-00 11 高知市.111i型f~t田f3・2・28 TEL (0888) 45-3953 /FAX (0888) 45-3953 

熊 本 ．熊本県労働安全衛生センター E・maiI awatcmon@ca良le田ocn.nc.jp
干861-2105熊本市街問秋IH3441・20制レクタウンタJニ汐 TEL (096) 360-1991 /FAX (096) 368-6177 

大 分 ・社団法人大分県勤労者安全衛生センター
刊 70-1133大分i出刊ft.'953-1伏分↑係1附抱附 TEし（097)567-5 J 77 /FAX (097) 503・9833

富 山持 ・旧松尾鉱山被害者の会 E-mail aanhyuga@mnct.ne.jp 
〒883・0021日向Tli日t光寺283-21l長江間I位l・14 TEし（0982)53-9400 I FAX (0982) 53-3404 

雌山山 ・鹿児島労働安全衛生センター準備会 E・mailaunion。po田svnaps巴 nc.jp
〒899・5215始良m1JJ11r白木HI]本lllf403有明ピル2F TEし（0995)63・1700I FAX (0995) 63-170 I 

自治体 ． 自治体労働安全衛生研究会 E-mai I sh-nct@ubcnct.or.jp 
〒102-0085千代田区六洛l!lfi 臼治労会館3階 TEし（03)3239・9470/FAX(03)3264-J432 

（オブザーバー）

mi x.~ ・福島県労働安全衛生センター
刊 60-8132偏向rl1京浜田T6-58白7i品交通労組｜人i TEL (0245) 23・3586I FAX (0245) 23-3587 




